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基準ごとの自己評価 

 

基準１ 学部・研究科の目的 

 

（１）観点ごとの分析 

 

観点１－１－①： 学部の目的が、学部規程等に明確に定められ、その目的が、学校教育法第 83 条

に規定された、大学一般に求められる目的に適合しているか。 

 

【観点に係る状況】 

これからの工学技術者には、社会と調和できる文系的思考法を取り入れた多様な評価の視点をもつこ

とが重要であるとの考えにもとづく「文理融合」の理念の下、専門分野に関する充分な技術力に加え、

科学技術に対する数理的解析能力と社会的・倫理的批判能力、さらに国際的な交渉能力など、協調と調

和の21 世紀にはばたくプロフェッショナルなエンジニアに不可欠な能力を備えた人材を養成すること

を目的として、平成９年10月に香川大学工学部が創設された。この創設理念に基づいて、工学部の人材

養成に関する目的、及びその他教育研究上の目的を香川大学工学部規程第２条に定めている。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 本学部の人材の養成に関する目的、及びその他の教育研究上の目的を香川大学工学部規程に定めてお

り（資料１－１－①－１）、これらの目的は、学校教育法第83条に規定された、大学一般に求められる

目的に適合している。以上のことから本観点を満たしていると判断する。 

 

資料１－１－①－１ 工学部の人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的 

（人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的） 

第２条 人間とその生活を取り巻く自然に焦点を当て、人間と自然とが調和的に共生できる科学技術

の創造を目指す教育研究を行う。 

  文理融合の理念の下に、専門的基礎能力に裏打ちされた幅広い工学のバックグラウンドをもち、

国際社会で尊敬される良き市民としての個性豊かな技術者を養成する。 

 

［香川大学工学部規程から抜粋］ 

 

 

観点１－１－②： 研究科の目的が、研究科規程等に明確に定められ、その目的が、学校教育法第

99 条に規定された、大学院一般に求められる目的に適合しているか。 

 

【観点に係る状況】 

本工学研究科は、前述した学部の創設理念である文理融合を教育研究の根底に据えた上で、真に地域

に目を向けた柔軟な構想力と自立的な思考および地域に根ざした国際展開のための国際適応性を有する

人材養成を目的とし、この人材養成に関する目的、及びその他教育研究上の目的を香川大学工学研究科

規程第２条に定めている。 

 

【分析結果とその根拠理由】 
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 本研究科の人材の養成に関する目的、及びその他の教育研究上の目的を香川大学大学院工学研究科規

程に定めており（資料１－１－②－１）、これらの目的は、学校教育法第99条に規定された、大学院一

般に求められる目的に適合している。以上のことから本観点を満たしていると判断する。 

 

 資料１－１－②－１ 工学研究科の人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的 

 （人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的） 

第２条 科学技術の各領域の進歩に寄与する専門性と、人間社会や地域および地球環境に与える影響

を総合的に捉えうる学際性とを併せ持つ教育研究を行う。 

２ 博士前期課程では、学士教育との一貫性に配慮しながら、豊かな学識、地域に目を向けた柔軟な

構想力および課題探求能力を備えた技術者を養成する。 

３ 博士後期課程では、各専門分野で自立して研究を遂行しうる人材、又高度に専門的な業務に従事

するに必要な能力と豊かな学識を備えた高度専門職業人を養成する。 

 

［香川大学大学院工学研究科規程から抜粋］ 

 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

 

【優れた点】 

現代社会が直面する数々の問題を解決し、人に優しく自然と共生できる新しい科学技術を創造する上

で、これからの工学技術者には、利便性の追求に重きをおいた従来の価値観ではなく、社会と調和でき

る文系的思考法を取り入れた多様な評価の視点をもつことが重要であるとの考えにもとづく「文理融

合」の理念は、本学部及び本研究科の大きな特色であり、この理念の下、本学部及び本研究科は、個性

豊かな人間とその生活を取り巻く自然に焦点をあて、人間と自然が調和共生できる科学技術の創造によ

り、協調と調和の21世紀を切り拓く新しい工学の教育研究を行うことを目的とすると明確に定めており、

さらに、その目的を達成するためにあるべき工学技術者像も明示している点で優れている。 

 

【改善を要する点】※改善計画を含む 

改善を要する点はない。 
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基準２ 教育研究組織 

 

（１）観点ごとの分析 

 

観点２－１－①： 学部及びその学科の構成（学部、学科以外の基本的組織を設置している場合に

は、その構成）が、学士課程における教育研究の目的を達成する上で適切なものと

なっているか。 

 

【観点に係る状況】 

本学部は、安全システム建設工学科、電子・情報工学科（平成23年度以前入学生については、信頼性

情報システム工学科）、知能機械システム工学科、材料創造工学科の４学科で構成されている。（資料

２－１－①－１）創設時、各学科の下に３～４の大講座を置いて教育研究を行ってきたが、学問研究の

進展と社会の要請にあわせて、2006～2007 年度に各学科において専門分野構成の見直しを行い、より

現実に即した、かつ柔軟な体制で教育研究を行うことにした。 

安全システム建設工学科は土木建設系の学科であるが、「安全性の追求」と「人と自然との共生」を

キーワードに、従来の土木工学の枠を越えて自然環境から都市環境までを包括して教育研究を行う。自

然環境マネジメント分野と建築・住環境デザイン分野の２分野構成とした。 

電子・情報工学科（平成23年度以前入学生については、信頼性情報システム工学科）は電子・情報系

の学科であるが、「人に優しく、安全で信頼性の高い情報通信システム」を創ることを目標に掲げ、情

報通信システムに関する技術に関する教育研究を行う。情報環境コースと電子情報通信コースの２コー

ス制をとっている。 

知能機械システム工学科は電子工学・機械工学系の学科であるが、「人間中心の工学技術の追求」を

キーワードに、工業生産の場で活躍する「生産を支援」するロボット、人間生活の様々な場で活躍する

「生活を支援」するロボット・機器類、さらに医療やバイオ分野におけるマイクロデバイスに関する教

育研究を行う。人間支援ロボティクスとバイオメディカルエンジニアリングの２分野構成とした。 

材料創造工学科は文字通り材料科学の学科であるが、「環境と調和する新材料の評価・開発」をキー

ワードに、人と環境に優しい新しい材料の開発に関する教育研究を行う。環境材料化学分野、機械材料

科学分野、光・電子材料化学分野の３分野構成とした。（資料２－１－①－２） 

 

資料２－１－①－１ 工学部の学科 

第３章 学部等 

(学部及び学科又は課程) 

第５条 本学に、次の学部及び学科又は課程を置く。 

 （省略） 

工学部 

安全システム建設工学科 

電子・情報工学科 

知能機械システム工学科 

材料創造工学科 

 （省略） 

［香川大学学則から抜粋］ 
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資料２－１－①－２ 学科と分野構成 

 

 

 

 

 

【分析結果とその根拠理由】 

本学部の学科構成は上記のとおりである。工学の主要な分野である建設系、電子・情報系、機械系、

材料系の４分野を網羅した４学科で構成されており、それぞれの学科における専門分野及びコース編成

も適切であり、学士課程における教育研究の目的を達成する上で適切なものとなっている。 

 以上のことから本観点を満たしていると判断する。 
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観点２－１－②： 研究科及びその専攻の構成（研究科、専攻以外の基本的組織を設置している場

合には、その構成）が、大学院課程における教育研究の目的を達成する上で適切な

ものとなっているか。 

 

【観点に係る状況】 

本研究科は博士前期課程（修士課程相当）と博士後期課程からなり、専門分野の構成は学士課程の４

学科をそのまま積み上げる形で、安全システム建設工学専攻、信頼性情報システム工学専攻、知能機械

システム工学専攻、材料創造工学専攻の４専攻としている。（資料２－１－②－１） 

 

資料２－１－②－１ 工学研究科の専攻 

第４条 本学大学院に、第４項の表の左欄に掲げる研究科を置く。 

２ 各研究科の修士課程、博士課程及び専門職学位課程の別は、第４項の表の中欄に掲げるとおりと

する。 

３ 工学研究科の博士課程は、前期２年の課程(以下「博士前期課程」という。)及び後期３年の課程

(以下「博士後期課程」という。)に区分し、博士前期課程は、これを修士課程として取り扱うもの

とする。 

４ 各研究科に、それぞれ次の表の右欄に掲げる専攻を置く。 

研究科名 課程の別 専攻名 

教育学研究科 修士課程 学校教育専攻、特別支援教育専攻、教科教育専攻、学校

臨床心理専攻 

法学研究科 法律学専攻 

経済学研究科 経済学専攻 

医学系研究科 修士課程 看護学専攻 

博士課程 機能構築医学専攻、分子情報制御医学専攻、社会環境病

態医学専攻 

工学研究科 博士前期課程 安全システム建設工学専攻、信頼性情報システム工学専

攻、知能機械システム工学専攻、材料創造工学専攻 

博士後期課程 安全システム建設工学専攻、信頼性情報システム工学専

攻、知能機械システム工学専攻、材料創造工学専攻 

農学研究科 修士課程 生物資源生産学専攻、生物資源利用学専攻、希少糖科学

専攻 

地域マネジメント研究

科 

専門職学位課程 地域マネジメント専攻 

香川大学・愛媛大学連

合法務研究科 

専門職学位課程 法務専攻 

 

［香川大学大学院学則から抜粋］ 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 本研究科の専門分野構成は、上記のとおり、学士課程の４学科をそのまま積み上げる形で、安全シス

テム建設工学専攻、信頼性情報システム工学専攻、知能機械システム工学専攻、材料創造工学専攻の４
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専攻とし、学士課程と博士課程の連続性・一貫性を保つようにしており（資料２－１－①－２）、その

構成は、大学院課程における教育研究の目的を達成する上で適切なものとなっている。 

以上のことから本観点を満たしていると判断する。 

 

観点２－１－③： 附属施設、センター等が、教育研究の目的を達成する上で適切なものとなって

いるか。 

 

【観点に係る状況】 

工学部には「ものづくり工房」という共通の実験のための実験・実習工場がある。ものづくり工房は、

ものづくり技術者を育てるための実践的な教育及び先端的な研究を行うことを目的として、設置された

ものである。ものづくり教育をどのように進めるかについての議論とともに、議論の結果を容易に実践

に導くことができる環境の整備を図っている。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

適切なものとなっていることから、本館点を満たしている。 

 

 

 

観点２－２－①： 教授会等が、教育活動に係る重要事項を審議するための必要な活動を行ってい

るか。 

 また、教育課程や教育方法等を検討する教務委員会等の組織が、適切に構成され

ており、必要な活動を行っているか。 

 

【観点に係る状況】 

定例の学部教授会及び研究科教授会（以下、一括して「教授会」という）は毎月１回第３月曜日に開

催されている（８月は除く）。討議内容は、教授会に先立ち、討議事項を執行部で議論し、その後、各

学科の学科長等で構成されている学部運営会議にかけ、教授会で審議している。教授会は、学部の最高

決議機関であり、議論を積み重ねることにより審議内容を精緻なものにしていくように努力している。

教授会の審議事項は、教員の採用・昇進、学士・修士・博士などの認定、大学院・学部の教育、大学間

協定の変更などである。 

定例の教授会に加えて、入試の合格者判定、学部卒業及び大学院修了認定のための臨時教授会が必要

に応じて開催されている。さらに、学科会議（専攻会議）も教授会及び運営会議に連動して開催されて

いる。また、教務委員会、入試委員会、就職委員会などの専門委員会も適切に構成されており、必要な

活動を行っている。 
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資料２－２－①－１ 工学部・工学研究科の運営体制  
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資料２－２－①－２－A 工学部教授会規程 

第２条 教授会は、工学部の授業及び教育研究を担う教授、准教授、常勤の講師及び助教をもって組

織する。 

２ 教授会において必要と認めた場合には、工学部併任の教員、非常勤教員を加えることができる。

ただし、この者 

は議決の数に加えない。 

 （審議事項） 

第３条 教授会は、次の各号に揚げる重要事項について審議する。 

 （１）学部長候補者の選考に関する事項 

 （２）教育研究評議会の評議員候補者の選考に関する事項 

 （３）中期計画及び年度計画に関する事項 

 （４）重要な規則その他の制定又は改廃に関する事項 

 （５）重要な組織の設置又は廃止及び学生の定員に関する事項 

 （６）教員の人事（主担当教員の決定を含む。）に関する事項 

 （７）自己点検及び評価に関する事項 

 （８）予算に関する事項 

 （９）教育課程の編成に関する事項 

 （10）学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他の援助に関する事項 

 （11）学生の入学、卒業又その他その在籍に関する事項及び学位の授与に関する事項 

 （12）その他学部長が必要と認める事項 

 （会議の主宰及び議長） 

第４条 教授会に議長を置き、学部長をもって充てる。ただし、学部長に事故あるときは、あらかじ

め学部長の指名 

した者がその職務を代行する。 

２ 議長は、教授会を主宰する。 

３ 教授会は、原則として毎月１回開催するものとする。ただし、議長が必要と認めた場合は、臨時

に会議を招集す 

ることができる。 

 

［香川大学工学部教授会規程から抜粋］ 

 

資料２－２－①－２－B 工学研究科教授会規程 

 （組織） 

第２条 教授会は、研究科の授業及び教育研究を担う研究科専任の教授、准教授、常勤の講師及び助教を

もって組織する。 

２ 前項で定める者のうち、博士後期課程で学位論文指導の資格を有しない者は、大学院後期課程に

関する議決の数 

に加えない。 

３ 教授会において必要と認めた場合には、研究科の授業及び教育研究を担う非常勤教員、寄附講座等教

員を加えること 

ができる。ただし、この者は議決の数に加えない。 

 （審議事項） 

第３条 教授会は、次の各号に揚げる重要事項について審議する。 

 （１）研究科長候補者の選考に関する事項 

 （２）中期計画及び年度計画に関する事項 

 （３）重要な規則その他の制定又は改廃に関する事項 

 （４）重要な組織の設置又は廃止及び学生の定員に関する事項 

 （５）教員の人事（主担当教員の決定を含む。）に関する事項 

 （６）自己点検及び評価に関する事項 
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 （７）予算に関する事項 

 （８）教育課程の編成に関する事項 

 （９）学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他の援助に関する事項 

 （10）学生の入学、課程の修了その他その在籍に関する事項及び学位の授与に関する事項 

 （11）その他研究科長が必要と認める事項 

 （会議の主宰及び議長） 

第４条 教授会に議長を置き、研究科長をもって充てる。ただし、研究科長に事故あるときは、あらかじ

め研究科長の指 

名した者がその職務を代行する。 

２ 議長は、教授会を主宰する。 

３ 教授会は、原則として毎月１回開催するものとする。ただし、議長が必要と認めた場合は、臨時に会

議を招集するこ 

とができる。 

 

［香川大学大学院工学研究科教授会規程から抜粋］ 

 

資料２－２－①－２－C 学部運営会議 

（任務） 

第２条 運営会議は、工学部教授会から付託された事項の審議、議決及び学部運営に関する必要な事

項の企画立案及 

び調整を行い、工学部の円滑な運営に資することを任務とする。 

（組織） 

第３条 運営会議は次に揚げる者をもって組織する。 

 （１）学部長 

 （２）副学部長 

 （３）工学部選出の評議員 

 （４）各学科長 

 （５）各学科の教授１人 

 （６）その他学部長が必要と認めた者 

２ 前項第５号の構成員の任期は、２年とする。ただし、構成員に欠員が生じた時の補充の者の任期

は、前任者の残 

任期間とする。 

（専門委員会） 

第４条 運営会議は、その任務を適正かつ円滑に達成するため、常置及び臨時の専門委員会を設ける

ものとする。 

２ 専門委員会の組織、運営に関し、必要な事項は別に定める。 

 

［香川大学工学部運営会議規程から抜粋］ 

 

資料２－２－①－２－D 工学研究科運営会議  

（任務） 

第２条 運営会議は、香川大学大学院工学研究科教授会から付託された事項の審議、議決及び研究科

の運営に関する 

必要な事項の企画立案及び調整を行い、研究科の円滑な運営に資することを任務とする。 
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（組織） 

第３条 運営会議は次に揚げる者をもって組織する。 

 （１）研究科長 

 （２）副研究科長 

 （３）工学部選出の評議員 

 （４）各専攻長 

 （５）各専攻科の教授１人 

 （６）その他研究科長が必要と認めた者 

２ 前項第５号の構成員の任期は、２年とする。ただし、構成員に欠員が生じた時の補充 の者の任

期は、前任者の残任期間とする。 

（専門委員会） 

第４条 運営会議は、その任務を適正かつ円滑に達成するため、常置及び臨時の専門委員 会を設け

るものとする。 

２ 専門委員会の組織、運営に関し、必要な事項は別に定める。 

 

［香川大学大学院工学研究科運営会議規程から抜粋］ 

   

資料２－２－①－３－A 工学部教授会の議題 

【教授会議題の例示】 

［平成２５年度 第１回工学部教授会（平成２５年４月１５日（月））］ 

１．議 題 

  １．工学部運営組織について 

  ２．非常勤講師の採用について 

  ３．学生の除籍について  

  ４．進級判定について 

  ５．平成２５年度工学部関係定期試験日程について 

  ６．平成２５年度卒業認定に関するスケジュールについて 

  ７．編入学生既修得単位の認定について  

  ８．その他 

２．報告事項 

  １．教育研究評議会報告(3/15) 

  ２．部局長等会議報告(3/15) 

  ３．学系会議準備会報告(3/15) 

  ４．教育研究活動報告（３月分） 

  ５．工学部共催等名義使用について 

  ６．工学部エネルギー管理計画について 

  ７．平成２４年度補正予算により導入する設備の設置場所等について 

  ８．研究者スペース使用申請について 

  ９．仮配属の解除について 

  10．学生の休学について 

  11．学生の退学について 

  12．平成２５年度非常勤講師及び外部招聘講師について 
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13．平成２４年度学術国際交流協定等活動実績報告書について 

   14．その他 

 

［香川大学工学部教授会議事要旨から抜粋］ 

 

資料２－２－①－３－B 工学研究科教授会の議題 

【教授会議題の例示】 

［平成２５年度 第１回工学研究科教授会（平成２５年４月１５日（月））］ 

１．議 題 

１．平成２６年度香川大学大学院工学研究科博士前期課程学生募集要項（案）について 

２．平成２６年度香川大学大学院工学研究科博士後期課程学生募集要項（案）について 

３．平成２５年度香川大学大学院工学研究科博士前期課程１０月入学学生募集要項（案）について 

４．平成２５年度香川大学大学院工学研究科博士後期課程１０月入学学生募集要項（案）について 

５．学生の除籍について 

６．平成２５年度修了認定に関するスケジュールについて 

７．博士後期課程の主指導教員及び副指導教員の変更について 

８．その他 

２．報告事項 

１．科目等履修生の受入について（大学間連携特別プログラム） 

２．学生の休学について 

３．学生の退学について 

４．その他 

 

［香川大学大学院工学研究科教授会議事要旨から抜粋］ 

 

【分析結果とその根拠理由】 

香川大学教授会規則第3 条（審議事項）で、「教授会は、当該学部等における次に掲げる教育研究に

関する重要事項について審議する」と定められており、本学部ではこれに基づいて、工学部教授会規程、

工学研究科教授会規程、工学部運営会議規程、工学研究科運営会議規程等を定め、必要な事項について

適切な審議・議決を行っている。各種委員会についても、それぞれ委員会規定を作成し、必要な活動を

行っている。 

以上のことから本観点を満たしていると判断する。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

 

【優れた点】 

本学部および本研究科は、工学系としては比較的小さな組織（専任教員 81 人、学部入学定員 260 人、

博士前期課程入学定員 78 人、博士後期課程入学定員 22 人）であるが、主要な工学系４分野（建設系、

電子・情報系、機械系、材料系）を網羅しており、幅広い工学系分野の知識を備えた人材を養成してい

る。 

運営においては、課題の内容及び重要性に応じて、教授会審議事項、運営会議付託事項に振り分け、

また内容によって各種専門委員会及び学科会議（専攻会議）での審議を経て、構成員の理解を深め、ス
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ムーズな学部・研究科運営ができるような体制を構築している。 

 

【改善を要する点】 

改善を要する点はない。 
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基準３ 教員及び教育支援者 

  

（１）観点ごとの分析 

 

観点３－１－①： 教員の適切な役割分担の下で、組織的な連携体制が確保され、教育研究に係る

責任の所在が明確にされた教員組織編制がなされているか。 

 

【観点に係る状況】 

 工学部の専任教員は全て、安全システム建設工学科、電子・情報工学科、知能機械システム工学科ま

たは材料創造工学科のいずれかの学科に所属している。安全システム建設工学科に所属する教員１７人

は、同学科と大学院工学研究科安全システム建設工学専攻の教育研究に責任を負っている。同様に電子

・情報工学科に所属する 21 人の教員は、同学科と大学院工学研究科信頼性情報システム工学専攻

（H28.4.1 より電子･情報工学専攻に改称予定）の教育研究に責任を負っており、 知能機械システム工

学科の教員 19 人は同学科と大学院工学研究科知能機械システム工学専攻の教育研究に責任を負ってお

り、 材料創造工学科の教員 17 人は、同学科と大学院工学研究科材料創造工学専攻の教育研究に責任を

負っている。学科内および専攻内の連携・協力を円滑に行うため、各学科には学科長（専攻長を兼務）

が置かれ、学科および専攻の教育研究の統括責任者となっている。また、学科内の重要事項を審議する

ため学科長は、定期的に学科会議（および専攻会議）を招集しその議長を務めることが工学部規程によ

り定められている。 

 本学部および本研究科の教育研究の全般を統括する責任者として学部長（工学研究科長を兼務）がお

かれ、学部長は学部内の重要事項を審議するため教授会を招集しその議長を務めることが工学部規程に

より定められている。さらに、学部長は、学科間の連携・協力を円滑に行うため、各学科長と各学科か

ら専任された教員１名を委員とする運営会議を招集しその議長を務めることとなっている。 

 

資料３－１－①－１ 学部長・研究科長・学科長 

 (学部長) 

第 4 条 本学の学部に学部長を置き、当該学部の教育研究を担う教授をもって充てる。 

2 学部長は、本学の運営方針に基づき、当該学部の校務をつかさどる。 

(研究科長) 

第 5 条 本学の研究科に、研究科長を置く。 

2 教育学研究科、法学研究科、経済学研究科、医学系研究科、工学研究科及び農学研究科の研究科

長は、基礎となる学部の長をもって充てる。 

3 地域マネジメント研究科及び香川大学・愛媛大学連合法務研究科の研究科長は、当該研究科の教

育研究を担う教授をもって充てる。 

4 研究科長は、本学の運営方針に基づき、当該研究科の校務をつかさどる。 

(副学部長及び副研究科長) 
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第 6 条 学部に副学部長を、研究科に副研究科長を置くことができる。 

2 副学部長又は副研究科長は、学部長又は研究科長の職務を助ける。 

(学科長) 

第 7 条 本学の次に掲げる学科に、それぞれ学科長を置き、当該学科の教育研究を担う教授をもっ

て充てる。 

経済学部 経済学科、経営システム学科、地域社会システム学科 

医学部 医学科、看護学科 

工学部 

安全システム建設工学科、電子・情報工学科 

知能機械システム工学科、材料創造工学科 

2 学科長は、当該学部の運営方針に基づき、学科の運営に関する校務を整理し、連絡調整に当た

る。 

［香川大学組織運営規則から抜粋］ 

 

資料３－１－①－２ 学科長 

 

 （職務） 

第３条 学科長は、次の各号に揚げる職務を行う。 

 （１）工学部運営会議の委員としての職務に関すること。 

 （２）学科を代表し、学科運営の総括及び連絡調整に関すること。 

 （３）学科会議を招集し、その議長となること。 

 （４）学科間の連絡調整に関すること。 

 （５）その他学科の運営に関すること。 

  

 ［香川大学工学部学科長に関する規程から抜粋］ 

 

参照 資料２－２－①－２－A 工学部教授会規程 

参照 資料２－２－①－２－B 工学研究科教授会規程 

参照 資料２－２－①－２－C 工学部運営会議 

参照 資料２－２－①－２－D 工学研究科運営会議 

 

参照 資料２－２－①－１ 工学部・工学研究科の運営体制 
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資料３－１－①－３ 工学部専任教員数等 

 

工学部 専任教員数等 

    

（平成２５年５月１日現在） 

学科名 

専  任  教  員  等       非常勤          

教員 教授 准教授 講師 助教 計 助手 

安全システム建設工学科 8 5 2 2 17 0 

11 

電子・情報工学科 9 8 1 3 21 0 

知能機械システム工学科 8 8 1 2 19 0 

材料創造工学科 11 4 0 2 17 0 

計 36 25 4 9 74 0 11 

 

 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 教員組織編成（採用、昇任）については、工学部教員人事委員会で審議し、教育研究上支障が出ない

ように考慮している。 

 以上のことから本観点を満たしていると判断する。 

 

 

観点３－１－②： 学士課程において、教育活動を展開するために必要な教員が確保されているか。

また、教育上主要と認める授業科目には、専任の教授又は准教授を配置しているか。 

 

【観点に係る状況】 

平成 25 年 5 月 1 日時点の専任教員の現員数は、安全システム建設工学科 17 人（教授 8 人、准教授 5

人、講師 2 人、助教 2 人）、電子・情報工学科 21 人（教授 9 人、准教授 8 人、講師 1 人、助教 3 人）、

知能機械システム工学科 19 人（教授 8 人、准教授 8 人、講師 1 人、助教 2 人）、材料創造工学科 17 人

（教授 11 人、准教授 4 人、講師 0 人、助教 2 人）、学部合計 74 人（教授 36 人、准教授 25 人、講師 4

人、助教 9 人）である。 

学生定員は、安全システム建設工学科 60 人、電子・情報工学科 80 人、知能機械システム工学科 60

人、材料創造工学科 60 人、学部合計 260 人でさらに３年次編入が学部全体で 20 人であり、卒業定員が

280 人である。教員１人当りの学生数は、３～４人であり、教育を展開する上で必要な教員が確保され

ている。また、大学設置基準に定める標準定員数は、３２人であり教員数は十分確保されている。 

 授業科目は、各学科共通で工学教養科目２５科目（多角的思考能力１２科目、コミュニケーション

能力５科目、数理的素能力８科目）、学科ごとに専門基礎科目（安全建設システム工学科２０科目、

電子・情報工学科２５科目、知能機械システム工学科２３科目、材料創造工学科２４科目）と専門専

攻科目（安全建設システム工学科２６科目、電子・情報工学科４８科目、知能機械システム工学科２

９科目、材料創造工学科２９科目）が開講されている。このうち、多角的思考能力の２科目、コミュ

ニケーション能力のうちの２科目を除き全て専任の教員が担当しており、主要な講義科目は全て専任

の教授又は准教授が担当している。ただし、コミニュケーション能力に関する授業については、教育

効果を上げるためネイティヴの外国人講師を非常勤講師として雇用し授業担当としている。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

学士課程において、教育活動を展開するために必要な教員が確保されている。また、教育上主要と
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認める授業科目は、全て専任の教授又は准教授を配置している。 

以上のことから、本観点を満たしていると判断する。 

 

 

観点３－１－③： 大学院課程において、教育活動を展開するために必要な教員が確保されている

か。 

 

【観点に係る状況】 

 平成 25 年 5 月 1 日時点において、大学院博士前期課程の博士前期課程研究指導教員は、安全システ

ム建設工学専攻 15 人（教授 8 人）、信頼性情報システム工学専攻 20 人（教授 11 人）、知能機械シス

テム工学専攻 17 人（教授 8 人）、材料創造工学専攻 15 人（教授 11 人）、工学研究科合計 67 人である。

博士前期課程の学生定員は 78 人で、実際の入学者は超過して 110～120 人であるが、博士前期課程研究

指導教員一人当りの学生数は１～２人となっている。尚、大学院博士前期課程の授業科目数は、専攻に

より異なるが 24～40 である。これらのうち１科目を除き全て専任教員が担当している。 

博士後期課程の博士後期課程研究指導教員は安全システム建設工学専攻 15 人（教授 8 人）、信頼性

情報システム工学専攻 17 人（教授 11 人）、知能機械システム工学専攻 14 人（教授 8 人）、材料創造

工学専攻 14 人（教授 11 人）、工学研究科合計 60 人である。また博士後期課程は、学生定員が 22 人で

あり博士後期課程研究指導教員一人当りの学生数は、0.4 人である。 

尚、専攻設置のための必要教員数と現員教員数を資料３－１－③－１と資料３－１－③－２に示す。 

 

資料３－１－③－１ 博士前期課程の専任教員の必要教員数と現員教員数   単位：人 

専攻名 必要教員数 現員教員数 

教 員 数 （ 教 授

数） 

研究指導教員数 教 員 数 （ 教 授

数） 

研究指導教員数 

安全システム建設工学 ７ 以 上 （ ３ 以

上） 

４以上 １７（８）    １５ 

信頼性情報システム工学 ７ 以 上 （ ３ 以

上） 

４以上 ２１（９）    ２０ 

知能機械システム工学 ７ 以 上 （ ３ 以

上） 

４以上 １９（８）    １７ 

材料創造工学 ７ 以 上 （ ３ 以

上） 

４以上 １７（１１）    １５ 

 

資料３－１－③－２ 博士後期課程の専任教員の必要教員数と現員教員数  単位：人 

専攻名 必要教員数 現員教員数 

教 員 数 （ 教 授

数） 

研究指導教員数 教 員 数 （ 教 授

数） 

研究指導教員数 

安全システム建設工学 ７ 以 上 （ ３ 以

上） 

４以上 １７（８）    １５ 

信頼性情報システム工学 ７ 以 上 （ ３ 以

上） 

４以上 ２１（９）    １７ 

知能機械システム工学 ７ 以 上 （ ３ 以 ４以上 １９（８）    １４ 
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上） 

材料創造工学 ７ 以 上 （ ３ 以

上） 

４以上 １７（１１）    １４ 

 

 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 大学院課程において、教育活動を展開するために必要な教員が確保されている。その根拠として特別

研究を指導する教員として博士前期課程の博士前期課程研究指導教員数、博士後期課程の博士後期課程

研究指導教員数のいずれも学生数に対して十分に在籍しており、研究指導に必要な教員数が確保されて

いる。また博士前期課程で開講している授業科目についてもそれらを担当できる教員が十分に確保され

ている。 

以上のことから本観点を満たしていると判断する。 

 

観点３－１－④： 学部・研究科の目的に応じて、教員組織の活動をより活性化するための適切な

措置が講じられているか。 

 

【観点に係る状況】 

教員の採用人事に当っては、教員の年齢構成、性別構成、出身構成などがバランス良く配置され多

様な人材構成となるように配慮している。各学科の年齢構成、出身別構成、性別構成を下記に示す。い

ずれも、平成２５年１０月１日現在での在籍教員について構成を示している。年齢バランスとしては、

工学部全体では各年代ほぼ均等に在籍しているが、電子・情報工学科では、41～45 歳の年代に教員が

多く、56～60 歳の教員が０となっている。知能機械システム工学科では、41～45 歳の年代に教員が多

く、61～65 歳の教員が０となっている。材料創造工学科では、51～55 歳の年代に教員が多く、56～60

歳の教員が少ない。安全システム建設工学科では、各年代ほぼ均等に分散している。 

教員の出身別では、民間企業の出身者が多いことが特徴である。産業界で活躍できる技術者の育成

という工学分野の教育目的を適えるために配慮したものとなっている。 

性別構成は、女性が非常に少ない状況である。女性教員の採用比率の目標として、全学では 19%と設

定しているが、工学分野は採用候補となり得る女性研究者が少ないという状況があるため、全学の目標

を達成することは極めて困難である。女性教員の採用を増やすための取り組みとして、採用人事では女

性優先とすることを募集要項に明示しており、さらに女性限定公募も行っている。さらに女性教職員の

環境のため女性用の休憩室なども設置している。女性教員数は、これらの取り組みにより２０１０年～

２０１２年が４名であったが、２０１３年度は６名へ増加している。 

外国人教員は、現在、専任教員としては教授が２名である。また、国際コミュニケーションの授業

では、ネイティブの外国人教員を非常勤で雇用している。 

 

 

 

資料３－１－④－１ 各学科の教員の年齢構成（ただし H25 年度末の年齢） 

年齢 30～35 36～40 41～45 46～50 51～55 56～60 61～65 

安全システム建設

工学科 

2 2 2 3 2 3 3 

電子・情報 3 2 5 4 4 0 3 
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工学科 

知能機械システム

工学科 

3 1 6 4 2 3 0 

材料創造工学科 2 2 3 3 5 1 3 

計 10 7 16 14 13 7 9 

 

資料３－１－④－２ 各学科の教員の出身別構成 

出身 大学 官庁又は財団系研究所 民間 

安全システム建設工学科 10 3 4 

電子・情報工学科 13 3 5 

知能機械システム工学科 10 1 8 

材料創造工学科 15 1 3 

計 48 8 20 

    

資料３－１－④－３ 各学科の教員の性別構成 

性別 男 女 

安全システム建設工学科 14 3 

電子・情報工学科 20 1 

知能機械システム工学科 18 1 

材料創造工学科 18 1 

計 70 6 

 

 

【分析結果とその根拠理由】 

学部・研究科の目的に応じて、教員組織の活動をより活性化するための適切な措置が講じられてい

る。その根拠として、年齢構成でバランスに配慮ができていること、本学部の教育目的に照らして民間

出身の教員比率を高めていること、性別比率に関して女性教員増加のための取り組みがなされている。 

以上のことから本観点を満たしていると判断する。 

 

 

観点３－２－①： 教員の採用基準や昇格基準等が明確に定められ、適切に運用がなされているか。

特に、学士課程においては、教育上の指導能力の評価、また大学院課程においては、

教育研究上の指導能力の評価が行われているか。 

 

【観点に係る状況】 

教員の採用、昇任等については、工学部教員選考規程に基づき教員の能力（研究業績、社会的評価、

リーダーシップ、教育歴の４項目）を定量的な基準で評価しその結果を工学部教員人事委員会で審議し

て原案を作成し、工学部教授会の議を経て決定している。また、教員の採用や昇任の際の審査では、教

育歴の審査に加え模擬授業を課すことで教育能力を評価している。さらに面接評価では、研究業績に関

する評価に加え研究に関するプレゼンテーションを課し、研究能力の評価も行っている。 
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資料３－２－①－１ 香川大学工学部教員選考規程 
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工学部・工学研究科 

- 23 - 

 

資料３－２－①－２ 香川大学工学部教員選考基準 
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資料３－２－①－３ 教員選考時の面接及び模擬授業等に関する内規 
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資料３－２－①－５ 大学院博士後期課程担当資格審査調書 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 教員の採用基準や昇格基準等が明確に定められ、適切に運用がなされている。教育上の指導能力の評

価、教育研究上の指導能力の評価が行われている。以上のことから本観点を満たしていると判断する。 
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観点３－２－②： 教員の教育及び研究活動等に関する評価が継続的に行われているか。また、そ

の結果把握された事項に対して適切な取組がなされているか。 

 

【観点に係る状況】 

 香川大学においては、「教員の活動に係る自己点検・評価実施要領」が定められており、それに基づ

き本学部では、「教員の活動評価（総合評価）の領域別重み付け及び領域別評価基準」が 2007 年５月

に制定され、この基準に基づき教員の教育・研究活動評価（教育活動、研究活動、社会貢献、運営の４

領域）が毎年実施されており、その結果は各教員に通知されるとともに、全体の評価結果が公表されて

いる。また、低評価の教員に対しては指導が行われることも定められている。 

 

資料３－２－②－１ 教員の活動評価（総合評価）の領域別重み付け及び領域別評価基準 
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資料３－２－②－２ 評価結果 （抜粋） 

 

 



工学部・工学研究科 

- 33 - 

 

 

 

 

 

 

【分析結果とその根拠理由】 

教員の教育及び研究活動等に関する評価が継続的に行われている。その結果把握された事項に対し

て適切な取組がなされている。 

以上のことから本観点を満たしていると判断する。 
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観点３－３－①： 教育活動を展開するために必要な事務職員、技術職員等の教育支援者が適切に

配置されているか。また、ＴＡ等の教育補助者の活用が図られているか。 

 

【観点に係る状況】 

 平成 25 年 5 月 1 日時点における工学部の職員配置は資料３－３－①－１に示す。このうち、専任職

員としての技術職員としての教育支援者は、実験実習係の８名であり、その他の教育支援者は、学務係

の７名と図書職員の１名である。また、非常勤職員の教育支援者は、学務係に２名、図書職員に２名が

配置されている。本学部全体では、教育支援者として 20 名配置されている。技術職員の学生数に対す

る比率は、学部の入学定員２６０名に対して、約３％となっている。四国地区で見ると他大学の工学系

学部の技術職員数の学生数に対する比率は、平均で約７％であり、本工学部の比率は低い値となってい

る。 

ＴＡ（ティーチングアシスタント）の雇用計画及び実績は、資料３－３－①－２に示す。 

 

資料３－３－①－１ 職員配置 

 

職員配置表 

       

       

平成２５年５月１日現在 

  事務職員 技術職員 医療職員 教務職員 

技能補佐

員 

事務補佐

員 

合計 

                

工学部事務課 16 8 0 2 2 7 35 

   事務課長 1           1 

   事務課長補佐 1           1 

   庶務係 3         3 6 

   会計係 6       2 2 10 

   学務係 5     2   2 9 

   実験実習係   8         8 

                

学科           5 5 

                

情報グループ   1         1 

情報図書グループ 1         2 3 

保健管理センター     1       1 

                

合計 17 9 1 2 2 14 45 
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資料３－３－①－２ TA（ティーチングアシスタント）採用者・従事時間数 

 

TA（ティーチングアシスタント）採用者・従事時間数 

  

年度 学科等 採用者数 従事時間数 備考 

          

平成２４年度 

安全システム建設工学科 29  739   実績 

電子・情報工学科 38  1,185    〃 

知能機械システム工学科 31  864    〃 

材料創造工学科 37  873    〃 

学部計 135  3,661    

          

平成２５年度 

安全システム建設工学科 26  810   実施計画 

電子・情報工学科 33  1,329    〃 

知能機械システム工学科 34  873    〃 

材料創造工学科 35  946    〃 

学部計 128  3,958    

          

 

 

 

 

資料３－３－①－３ 実験・実習等における技術職員の教育支援の状況 

 

実験・実習等における技術職員の教育支援の状況 

  

年度 学科等 実験・実習等科目 

担当 

職員数 

備考 

        

平成２４

年度 

安全システム建設工学

科 

地盤工学実験 測量実習 コンクリート・構造実験 

水マネジメント実験 構造・土質力学実験 水環境マネジメント

演習 

住環境マネジメント演習 住環境デザイン演習 構造・土質力

学演習Ⅰ 

2 松本 松居 

電子・情報工学科 

ソフトウエア工学演習Ⅱ 電子情報通信実験Ⅰ 情報リテラシ

ー  

コンテンツ演習 電気電子 CAD コンパイラ・データベース演習 

電子情報通信実験Ⅱ ソフトウエア工学演習Ⅰ 電気回路演

習Ⅰ  

プログラミングⅠ 情報環境実験Ⅰ プログラミングⅡ  

情報環境実験Ⅱ 工学基礎実験 アルゴリズム演習 

3 吉田 絹田 岡﨑 



工学部・工学研究科 

- 36 - 

 

知能機械システム工学

科 

知能機械工学実験Ⅰ 知能機械工学実験Ⅱ 知能機械実験・

実習Ⅱ 

知能機械実験・実習Ⅲ 機械製図 ３次元製図 

3 

吉田 立和名 澁

谷 

材料創造工学科 

材料創造工学実験Ⅰ 材料創造工学実験Ⅱ 

材料創造工学実験Ⅲ 

3 松本 西岡 岡﨑 

          

平成２５

年度 

安全システム建設工学

科 

地盤工学実験 測量実習 材料創造実験Ⅱ コンクリート・構

造実験 

水マネジメント実験 構造・土質力学実験 水環境マネジメント

演習  

住環境マネジメント演習 住環境デザイン演習 構造・土質力

学演習Ⅰ 

2 松本 松居 

電子・情報工学科 

ソフトウエア工学演習Ⅱ 電子情報通信実験Ⅰ 情報リテラシ

ー  

コンテンツ演習 電気電子 CAD コンパイラ・データベース演習 

電子情報通信実験Ⅱ ソフトウエア工学演習Ⅰ 電気回路演

習Ⅰ  

プログラミングⅠ 情報環境実験Ⅰ プログラミングⅡ  

情報環境実験Ⅱ 工学基礎実験 アルゴリズム演習 

3 吉田 絹田 岡﨑 

知能機械システム工学

科 

知能機械工学実験Ⅰ 知能機械工学実験Ⅱ（旧） 知能機械

実験・実習Ⅱ 

知能機械実験・実習Ⅲ  機械製図 ３次元製図 

3 

吉田 立和名 澁

谷 

材料創造工学科 

材料創造工学実験Ⅰ 材料創造工学実験Ⅱ(旧） 

材料創造工学実験Ⅲ 材料創造工学実験Ⅱ（新） 

3 松本 西岡 岡﨑 

          

 

 

 

【分析結果とその根拠理由】 

教育活動を展開するために必要な事務職員、技術職員等の教育支援者は配置されるとともに、教育

補助者の活用も図られていることから、本観点を満たしていると判断する。 

しかし、他大学工学系学部と比較して、技術職員の学生数に対する割合は十分とは言えない。 

 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

 

【優れた点】 

 学生数に対する教員の確保は十分に行われている。教員の出身別構成としては、民間企業出身者が多

いことが特徴であり、これは本学部の教育目的に十分配慮したものとなっている。また、英語教育のた

めにネイティブの外国人を非常勤講師として採用し国際的に活躍できる人材の育成に努力がみられる。 
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【改善を要する点】※改善計画を含む。 

 学生数に対する技術職員の数が非常に少なく不足している。大学全体の人件費抑制の方針の下で増員

が困難な状況にある。教員の性別構成では、女性教員が非常に少ない状況にある。これについては、採

用人事で「女性優先」や「女性限定公募」などのしくみを整備し増加の取り組みを行っている。 
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基準４ 学生の受入 

 

（１）観点ごとの分析 

 

観点４－１－①： 入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）が明確に定められているか。 

 

【観点に係る状況】 

本学部では、求める学生像と選抜方針を資料４－１－①－１のように定めている。 

本研究科では、求める学生像（博士前期課程、博士後期課程とも同一）を資料４－１－①－２のよ

うに定め、また選抜方針について博士前期課程は資料４－１－①－３のように、博士後期課程は資料４

－１－①－４のように定めている。 

 

資料４－１－①－１ 工学部 求める学生像・選抜方法の趣旨 

求める学生像求める学生像求める学生像求める学生像    

工学部では、次のような学生を求めています。 

(１) 既存の工学分野の枠を超えて、人に優しく自然との共生を視野に入れ、自主的に勉学する意欲を有す

る学生 

(２) 自らの専門知識を背景に、企画、運営へ積極的に参加する学生 

(３) 工学分野を通じて国際社会への貢献を志向する学生 

(４) 社会の倫理観及び多様な価値観を受け入れ、新しい技術の創造により豊かな人間社会を築くことに熱

意を有する学生 

工学部は、大学入試センター試験を課す一般入試（前期日程、後期日程）・特別選抜（推薦入試）、大学入試

センター試験を免除する特別選抜（推薦入試、私費外国人留学生入試）及び編入学試験を実施しており、形

態の異なる入学者選抜を実施することにより、多様な人材を受け入れます。 

入学を希望する学生は、高等学校において、数学、理科、国語、英語を中心に基礎学力を身につけておいて

ください。工学部では、数値解析や情報処理などを行うソフトウェア、ビルやロボット・コンピュータなどのハード

ウェア、そしてそれらを支える新しい材料・物質などの設計･開発を行えるような専門知識を学びます。これら

は、数学･理科の知識の上に成り立っています。なお、数学Ⅲ、数学Ｃの知識も極めて重要ですので、学ぶよ

うにしてください。学科によって必要な理科の科目は多少異なっていますので、希望する学科に合わせて、物

理、化学、生物、地学等から必要科目を身につけておいてください。 

理系だからと言って国語や英語、社会は学ばなくてよいということはありません。技術調査や報告書作成･製

品紹介などを行うには文章の読解と作成の能力が必要ですし、特にチームで仕事をこなすには意思疎通の

能力が要ります。現代の国際化社会においては国際コミュニケーション能力も求められています。大学の講

義にてこのような能力を本格的に養うためには、高等学校でこれらの科目の基礎学力も身につけておく必要

があります。 

また、勉学だけでなく、生徒会活動やクラブ活動に主体的に取り組む、学園祭の運営に積極的に参加する、

ボランティア活動に参加して様々な価値観をもつ人と触れ合う、夏休みを利用してホームステイを体験すると

いったような様々な経験を通して、幅広い視野と主体性・積極性を身につけた意欲ある学生を求めています。 
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［香川大学 Web サイト「アドミッション・ポリシー」における工学部該当部分］ 

http://www.kagawa-u.ac.jp/faculty/engineering/ad_policy/ 

 

 

 選抜方法の趣旨 

《一般入試》 

前期日程 

前期日程では、従来の文系理系の枠にとらわれない広い視点に基づく工学の創造をめざす学生を求めるために大学入試

センター試験では 5 教科 7 科目を課しています。個別学力検査では、基礎的な理数系科目（数学・物理・化学）から 1 科目

課しています。 

後期日程 

後期日程では、科学技術に関するさまざまな問題に対する判断力や対応能力、将来国際社会で活躍するための基礎的能

力などを総合的に問います。そこで、大学入試センター試験では、5 教科 7 科目を課しています。また、個別学力検査では

「21 世紀にあるべき工学」を学ぶために必要な資質、能力などを問うことを目的とした小論文を課しています。 

 

《特別選抜》 

大学入試センター試験を免除する推薦入試（推薦Ⅰ） 

推薦Ⅰでは、読解力、論理的思考力及び表現力等を評価するために小論文を課しています。小論文の素材は、特定の教

科にかたよらず、人文・社会・自然等の広い分野から選んでいます。また、面接を行い、創造的な探求心、論理性、社会

性、積極性などの観点から総合的に人物評価を行います。 

大学入試センター試験を課する推薦入試（推薦Ⅱ） 

推薦Ⅱでは、工学を学ぶために必要な基礎学力を大学入試センター試験の数学、理科、外国語の 3 教科 4 科目により評

価します。また、調査書の審査では、勉学状況に加えて生徒会活動やクラブ活動などへの取り組み、特技や取得資格など

を重視し、創造的な探求心、主体性、社会性、積極性などの観点から総合的に評価します。 

私費外国人留学生入試 

日本国の教育機関で教育を受ける目的をもって入国した外国人を対象としています。数学と理科について試問を行う面接

を課しており、日本での大学教育の理解能力を評価します。 

 

《編入学》 

主に高等専門学校又は理工系短期大学の卒業者（卒業見込みを含む。）を対象としています。面接及び基礎学力に関する

筆記試験を課す「一般」と、工学技術者となる意欲や資質を問う面接（専門分野の知識についての口頭試問を含む。）を課

す「推薦」があります。 

 

［香川大学 Web サイト「アドミッション・ポリシー」における工学部該当部分（選抜方法の趣旨の項目）］ 

http://www.kagawa-u.ac.jp/faculty/engineering/ad_policy/ 
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資料４－１－①－２ 工学研究科 求める学生像 

4. 求める学生像 

工学研究科では、次のような学生を求めています。 

（1）人に優しく自然との共生を視野に入れ、自らの専門分野をさらに深く勉学する意欲を有する

学生 

（2）自らの専門知識を背景に、リーダーとして企画、運営への積極的な参加を好む学生 

（3）社会の倫理観及び多様な価値観を受け入れ、新しい技術の創造により豊かな人間社会を築く

ことに熱意を有する学生 

（4）工学分野を通じて地域社会・国際社会への貢献を志向する学生 

 

［香川大学 Web サイト大学院工学研究科アドミッション・ポリシーにおける工学部該当部分］ 

http://www.kagawa-u.ac.jp/kagawa-u_eng/about/admission_graduate/ad_policy/ 

 

資料４－１－①－３ 工学研究科博士前期課程選抜方法 

[一般選抜] 

入学者の選抜は、学力検査〔筆記誌験、英語能力評価及び面接(※注 1))、成績証明書等の書類審査

を総合して行います。英語は、提出された英語能力テスト(TOEIC 又は TOEFL) のスコアにより評価

します。筆記試験は行いませんので注意してください。また、1 科目(面接を含む)でも受験しなかっ

た場合は、合格者とはなりません。 

（各注と、(2) 学力検査の日時および場所 については引用を省略する） 

 

 

[社会人特別選抜］ 

入学者の選抜は、学力検査(口述試験）及び成績証明書等の書類審査を総合して行います。 

(1 ) 学力検査 

学力検査は口述試験のみで、出願時に提出された志望理由書等に基づき、研究の目的、内容などに

ついて問います。 

（(2) 学力検査の日時及び場所については引用を省略する） 
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[外国人留学生特別選抜] 

入学者の選抜は、学力検査(口述試験)及成績証明書等の書類審査を総合して行います。 

(1) 学力検査 

学力検査は口述試験のみで、出願時に提出された志望理由書等に基づき、研究の目的、内容などに

ついて問います。 

（(2) 学力検査の日時お及び場所については引用を省略する） 

 

［平成 26 年度香川大学大学院博士前期課程学生募集要項より引用］ 

 

資料４－１－①－４ 工学研究科博士後期課程選抜方法 

[一般選抜] 

(1) 学力検査(口述試験) 

入学者の選抜は、出願書類及び口述試験の結果を総合して行います。 

口述試験は、「研究計画書及び研究業績調書等の資料」に基づき行います。 

「これまでの研究内容及び研究計画」について発表（20 分程度、パーソナルコンピュータ使用を原

則とします。）してもらい、 次いで、研究計画の内容及び遂行のための能力を問います。 

（(2) 学力検査の日時お及び場所については引用を省略する） 

 

［社会人特別選抜] 

(1) 学力検査(口述試験） 

入学者の選抜は、出願書類及び口述試験の結果を総合して行います。 

口述試験は、「研究計画書及び研究業績調書等の資料」に基づき行います。 

「これまでの研究内容及び研究計画」について発表（20 分程度、パーソナルコンピュータ使用を原

則とします。)してもらい、次いで、研究計画の内容及び遂行のための能力を問います。 

（(2) 学力検査の日時お及び場所については引用を省略する） 

 

[外国人留学生特別選抜] 

(1) 学力検査(口述試験） 

入学者の選抜は、出願書類及び口述試験の結果を総合して行います。 

口述試験は、「研究計画書及び研究業績調書等の資料」に基づき行います。 

「これまでの研究内容及び研究計画」について発表（20 分程度、パーソナルコンピュータ使用を原

則とします。)してもらい、次いで、研究計画の内容及び遂行のための能力を問います。 

（(2) 学力検査の日時及び場所については引用を省略する） 

 

［平成 26 年度香川大学大学院博士後期課程学生募集要項より引用］ 

 

 

【分析結果とその根拠理由】 

学士課程、大学院課程ともに、求める学生像および入学者選抜方針について明確に定めていること

から、入学者受け入れ方針が定められており、本観点を満たしていると判断する。 
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観点４－１－②： 入学者受入方針に沿って、適切な学生の受入方法が採用されているか。 

 

【観点に係る状況】 

本学部における入試の実施状況は資料４－１－②－１のとおりであり、一般入試（前期、後期）の

他、推薦入試（センター試験を課すものと課さないもの）、私費外国人留学生入試、編入入試から成っ

ている。 

一般入試においては、前期、後期ともにセンター試験で 5 教科 7 科目を課し、幅広い知識と教養、

国際性（英語）をチェックしている。（資料４－１－②－２） 

推薦（センター試験を課さない）入試、編入入試、および一般の後期入試では、小論文試験を課す

ことによってアドミッション・ポリシー等の幅広い観点から選抜を行っている（資料４－１－②－３－

Ａ）。これらのうち推薦（センター試験を課さない）入試と編入入試においては面接を行っており、探

求心、論理性、社会性や積極性などを評価している。（資料４－１－②－３－Ｃ、資料４－１－②－３

－Ｄ） 

推薦（センター試験を課す）入試ではセンター試験で課す科目数が少ないが、英語は含まれている。

また高校から提出される調査書を参考にして総合的に受験生を選抜している。（資料４－１－②－３－

Ｂ） 

私費留学生入試においては、日本語の学力を調査する他、基礎学力および人物を面接試験によって

判断している。（資料４－１－②－３－Ｅ、４－１－①－１） 

大学院（博士前期課程）の入試では学力試験で専門知識を確かめるとともに、面接によってアドミ

ッション・ポリシーに沿った質問を行っている。（資料４－１－②－４－Ａ、Ｂ、Ｃ） 

大学院では秋期入学も実施している。実数は少ないが、10 月の入学者が存在する。10 月入学者向け

の入試は、4 月入学者向けと同様の方法で行っている。 

資料４－１－②－１ 入学試験実施状況 工学部 
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資料４－１－②－２ 入学者選抜の実施教科・科目等（一般選抜 前期日程・後期日程） 

 

 

［平成 26 年度入学者選抜要項から抜粋］ 
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資料４－１－②－３－A 特別選抜（推薦入試）の実施内容（推薦入試Ⅰ） 

 

［平成 26 年度入学者選抜要項から抜粋］ 
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資料４－１－②－３－B 特別選抜（推薦入試）の実施内容（推薦入試Ⅱ） 

 

［平成 26 年度入学者選抜要項から抜粋］ 

 



工学部・工学研究科 

- 46 - 

 

資料４－１－②－３－Ｃ 書類審査及び面接に関する要項（推薦Ⅰ） 

 

 

 

 

 

 

資料４－１－②－３－Ｄ 編入学試験面接委員等への周知事項 
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資料４－１－②－３－Ｅ 私費外国人留学生入試に関する周知事項 
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資料４－１－②－４－A 入学試験実施状況（博士前期課程） 

 

 

資料４－１－②－４－B 入学試験実施状況（博士前期課程） 
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資料４－１－②－４－C 博士前期課程入学者選抜試験に関する周知事項 

 

 

 

 

 

【分析結果とその根拠理由】 

学士課程、大学院課程ともに、アドミッション・ポリシーに沿って、一般選抜、特別選抜等の多様

な選抜を実施し、求める学生を適切に見出すための方策を講じていることから、本観点を満たしている

と判断する。 
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観点４－１－③： 入学者選抜が適切な実施体制により、公正に実施されているか。 

 

【観点に係る状況】 

一般入試の筆記試験については、アドミッションセンターを中心として、公正に問題作成・採点が

行われている。試験当日の実施体制は学部入試委員会を中心に、工学部教職員が行っている。選抜は、

入試委員会で原案を作成し、教授会において審議され、決定される。採点はもとより、入試委員会およ

び教授会の審議においても、受験生が特定できないように資料が作成されている。 

推薦入試、大学院入試、編入学入試における問題作成は、工学部入試委員会の下に科目ごとに問題

作成委員、点検委員、直前点検委員、採点委員が決められ、実施されている。 

公正な入試を実施するため、三親等以内に受験生のいる教職員は入試問題にかかわる業務にはつけ

ない規定となっている。 

 

資料４－１－③－１－A 香川大学工学部入学試験委員会規程 

（組織） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

（１） 副学部長 １人 

（２） 各学科から選出された教員（教授会構成員） 各１人 

（３） 学務係長 

 

（任務） 

第４条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。 

（１） 入学試験制度の改善 

（２） 入学者の選抜方法の検討 

（３） 入学試験に関する広報 

（４） 学生の募集 

（５） 入学等に係る資格審査 

（６） 入学試験の実施 

（７） 判定資料の作成 

（８） その他学部・大学院入学試験に関する事項 

 

［香川大学工学部入学試験委員会規程から抜粋］ 

 

参照； 資料２－２－①－２－A 工学部教授会規程 

参照； 資料２－２－①－２－B 工学研究科教授会規程 
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資料４－１－③－１－B  問題作成委員、点検委員、直前点検委員、採点委員名簿 

 

氏名 科目 委員 選出 主査 

  数学 出題・採点 

信頼（出題・点検は入試委員長が振り分

け） 

  

  数学 点検・採点 

知能（出題・点検は入試委員長が振り分

け） 

  

  数学 出題・採点 

材料（出題・点検は入試委員長が振り分

け） 

主査 

  数学 直前点検 入試委員長が指名   

  専門（安全）構造力学 出題・採点 安全   

  専門（安全）構造力学 点検・採点 安全 主査 

  専門（安全）構造力学 直前点検 安全 主査 

  専門（安全）水理学 出題・採点 安全   

  専門（安全）水理学 点検・採点 安全   

  専門（安全）水理学 直前点検 安全   

  専門（安全）地盤工学 出題・採点 安全   

  専門（安全）地盤工学 点検・採点 安全   

  専門（安全）地盤工学 直前点検 安全   

  専門（安全）計画学 出題・採点 安全 主査 

  専門（安全）計画学 点検・採点 安全 

 

  専門（安全）計画学 直前点検 安全   

  専門（信頼）電磁気学・電気回路 出題・採点 信頼   

  専門（信頼）計算機システム 出題・採点 信頼   

  専門（信頼）プログラミング 出題・採点 信頼 

 

  専門（信頼）論理回路 出題・採点 信頼   

  専門（信頼）通信工学 出題・採点 信頼 主査 

  専門（信頼） 点検 信頼 主査 

  専門（信頼） 点検 信頼   

  専門（信頼） 直前点検 信頼   

  専門（信頼） 直前点検 信頼 主査 

  専門（知能）工業力学 出題・採点 知能   

  専門（知能）工業力学 点検・採点 知能 

 

  専門（知能）材料力学 出題・採点 知能 主査 

  専門（知能）材料力学 点検・採点 知能 主査 

  専門（知能）制御工学 出題・採点 知能   

  専門（知能）制御工学 点検・採点 知能   

  専門（知能）プログラミング 出題・採点 知能   

  専門（知能）プログラミング 点検・採点 知能   

  専門（知能）工業力学、材料力学 直前点検 知能 

 

  専門（知能）制御工学、プログラミング 直前点検 知能 主査 
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  専門（材料）工業材料分野 出題・採点 材料   

  専門（材料）工業材料分野 出題・採点 材料   

  専門（材料）工業材料分野 点検 材料 主査 

  専門（材料）工業材料分野 直前点検 材料   

  専門（材料）材料化学分野 出題・採点 材料 主査 

  専門（材料）材料化学分野 出題・採点 材料 

 

  専門（材料）材料化学分野 点検 材料   

  専門（材料）材料化学分野 直前点検 材料   

  専門（材料）材料物理分野 出題・採点 材料   

  専門（材料）材料物理分野 出題・採点 材料   

  専門（材料）材料物理分野 点検 材料   

  専門（材料）材料物理分野 直前点検 材料 主査 

 

 

 

資料４－１－③－１－C 個別学力検査役割分担 
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資料４－１－③－１－D 検査当日の実施体制 
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資料４－１－③－１－E 学力検査当日のスケジュール、人員配置等の例 
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資料４－１－③－１－F 出題・採点・点検委員に関する申し合わせ 

 

 

 

 

【分析結果とその根拠理由】 

工学部教授会、工学研究科教授会の下に入学試験委員会が置かれ、同委員会を中心に入学者選抜の

業務を適切かつ公正に企画・実施・運営していることから、本観点を満たしていると判断する。 
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観点４－１－④： 入学者受入方針に沿った学生の受入が実際に行われているかどうかを検証する

ための取組が行われており、その結果を入学者選抜の改善に役立てているか。 

 

【観点に係る状況】 

改善のための独自の組織は維持していないが、工学部入試委員会で検証を行っている。入学後の成

績追跡調査については 25 年度に実施中であり、入試の種別によって学生の資質に大きな差がないかを

確認する。前回の調査によれば入試種別によって GPA に大きな差はない。（資料４－１－④－１） 

また、アドミッションセンターが実施する入試懇談会（香川県および近隣の高校関係者との懇談）

において、毎年要望を聞いている（資料４－１－④－２）。また、工学部では香川県および近隣県の高

校を毎年訪問し、入試に関する説明を行うとともに要望を聞いている。特に県内の工業系高校とは毎年

懇談を行っている。（資料４－１－④－３） 

これらの分析、聴取意見等を踏まえ、入試方法の改善を行っている。資料４－１－④－４はその事

例であり、センター試験理科の利用科目の見直しに関する審議が入試委員会で行われている。 

 

資料４－１－④－１ 入試と GPA の関係（前回調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○入試懇談会関係資料 

別冊 資料４－１－④－２－A  ２０１２ 香川大学入試懇談会 要望・質問事項 【回答一覧】 

別冊 資料４－１－④－２－B  香川大学工学部の紹介  

 度数 平均値 

標準偏

差 

2003-2007全体 1330 1.844 .720 

前期（物理） 482 1.921 .656 

前期（化学） 192 1.917 .725 

前期（英語） 210 1.733 .738 

推薦 149 1.930 .722 

後期 297 1.708 .773 

2971492101924821330有効数 = 

入試科目ごとのGPAの平均値 +- 標準偏差
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資料４－１－④－３  専門（工業）高校との懇談会議題 
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資料４－１－④－４  平成２７年度入試科目等の見直しについて 

平成２４年度第４回入試委員会 

日 時  平成２４年７月６日（金） ８：５０～１０：２５ 

場 所  本館１階 広報メディアセンター 

出席者  垂水、紀伊、古川、石井明、田中、稲田学務係長陪席者  名尾、梅田 

議題 

－略－ 

２．平成２７年度入学者選抜におけるセンター試験理科の利用科目等の見直しについて 

石井委員長より説明があり、各学科での検討状況を報告した。 

〔安全〕 

・前期日程の科目見直しについては賛同。 

・後期日程は、他大学と比べて特別なことはしない方が良い。基礎あり科目は入れない方がよい。 

・入試方法による募集人員の割合は変更しない方がよい。 

〔情報〕              （報告資料１-１） 

・前期日程センターの物理は必須とすべき。ただし、学科別で定めればよい。前期日程個別では数学を必須

とし、物理・化学から選択させる案がある。 

・後期日程のセンター理科は２科目選択がよい。 

・募集人員割合の見直し（推薦の増員）については反対。 

〔知能〕 

・見直すことについては賛同。内容については７月２３日の学科会議で検討。 

〔材料〕              （報告資料１-２） 

・前期日程のセンター理科は、材料は現行のまま物理必須とする。他学科についても全学科を志望できる現

行の制度を、出来る限り残したい。 

・後期日程のセンター理科は現行のままでよい。 

・募集人員割合の見直しについては、入試方法別の留年生の割合を勘案。 

以上より、７月９日の運営委員会、７月１７日の教授会で、見直し作業の承認を求めることとした。  

また、石井委員長の案を次のように示された。 

① 前期日程のセンター理科は、物理を選択科目に（現状では、前期日程の個別で物理を選択してい

る（物理Ⅱまで必要）のが入学者の１割程度である）。 

② 後期日程の科目は現状のまま。 

③ 募集人員は、推薦の割合を大きく。 

－略－ 

［平成２４年度第４回入試委員会議事録 から抜粋］ 

 

平成２４年度第５回入試委員会 

日 時  平成２４年７月２０日（金） ８：５０～９：３０ 

場 所  本館１階会議室 

出席者  紀伊、古川、石井明、田中、稲田学務係長 

欠席者  垂水 

陪席者  名尾、梅田 

 

議  題 
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－略－ 

２．平成２７年度入試科目等の見直しについて 

 石井委員長より、この件については７月２６日の入試委員会で見直し案を審議した後、各学科に

提案する予定であったが、７月２３日の各学科会議に入試委員会の見直し案を提示するよう、運営

委員会で要請があったことの説明があった。 

 審議の結果、入試委員会の見直し案を以下のようにすることとなった。 

前期日程のセンター試験理科については、学科毎に必要科目を指定することとしたい。また、全学

科を志望できる制度は可能な限り残すこととしたい。 

④ 後期日程のセンター試験理科については、現状どおり、基礎なし科目から２科目選択のままとす

る。 

⑤ 入試方法による募集人員の割合については、現時点では割合は変更しない。ただし、４月に変更

を決定しておけばその年度に実施する入試に間に合うので、来年度以降に必要に応じて検討すれ

ばよい。 

⑥ 今後は、この案を７月２３日の各学科会議に諮った結果を、メールで報告する。①の、学科別に

科目を指定することに同意を得られない学科が１学科でもあった場合には、７月２６日に入試委

員会を開催する。全学科で同意を得られた場合は、８月末の大学院入試のときに見直し案を検討

するため、学科会議では指定科目の意向まで出してもらう。また、物理を必須とする学科、選択

とする学科に分かれる可能性があるため、出願時に誤解や間違いが生じないよう、物理必須の学

科の欄に色をつける等、願書の書式や説明の書き方を工夫する必要がある。学務係から入試グル

ープに相談しておくこととした。 

 最後に石井委員長の意見として、工学部の入試において前期日程だけが物理を必要としている

が、アドミッション・ポリシーでは物理の得意な者を求めている訳ではなく、入試の段階では物

理に限らず理科の得意な者を入れるべきではないかとの考えを述べられた。 

－略－ 

［平成２４年度第５回入試委員会議事録 から抜粋］ 

 

【分析結果とその根拠理由】 

入学者受入方針に沿った学生の受入の検証は入学試験委員会を中心に行われており、それらの結 

果を踏まえ、選抜方法の変更を行っていることから、本観点を満たしていると判断する。 
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観点４－２－①： 実入学者数が、入学定員を大幅に超える、又は大幅に下回る状況になっていな

いか。また、その場合には、これを改善するための取組が行われるなど、入学定員

と実入学者数との関係の適正化が図られているか。 

 

【観点に係る状況】 

本学部においては、入学定員と実入学者数の間に大きな乖離はない。 

本研究科博士前期課程においては、実入学者数が入学定員を大きく上回っている状況にある（1.3 倍

を越えている）。ただし、工学系においては一般に大学院博士前期課程（修士課程）への進学意欲が高

く、本学では他大学と比べて大学院定員が少ない（学部入学定員の 30%）こと、大学院への求人が多く

就職率も好調であることから、現行の定員が実需要にあっておらず、定員を修正すべき状況である。定

員増については大学執行部や文部科学省と議論を行っているところである。 

 

本研究科博士後期課程においては、実入学者数が入学定員を下回る状況にある。その要因として以

下のことが考えられる。（１）博士前期課程からの進学者が少ない要因として、一般企業への就職では

博士後期課程に進学しても有利にならないだけでなく生涯収入が減になると考えられていること、アカ

デミックポストへの就職は競争率が高く困難であること等の出口問題の他、授業料や生活費の負担が重

いという経済的要因が挙げられる。(２)本研究科においては博士後期課程学生の多くは社会人学生であ

るが、社会人学生については、企業等が経営合理化のため社員等の学位取得を奨励する余裕を失ってい

るという近年の事情が挙げられる。 

博士後期課程については、ダブルディグリー制度や交流協定校との関係強化等による留学生の増加、

大学院の再編等により研究分野を広げて魅力ある研究指導体制を作ることにより、実入学者増を今後図

るべく検討しているが、一方で、上記の事情により実入学者増が大きくは見込めないことから、定員の

適正化についても視野に入れて検討をしている。 

 

 

参照； 大学現況表（別紙様式） 

参照； 平均入学定員充足率計算表（別紙様式） 

別冊 資料４－２－①－１ 入学試験実施状況（工学部；推薦、一般）（H21～H25） 

別冊 資料４－２－①－２ 入学試験実施状況（工学部；編入学）（H21～H25）  

別冊 資料４－２－①－３ 入学試験実施状況（工学研究科）（H21～H25）  

 

参照； 別冊 資料６－２－①－２－B  修了生（博士前期課程）の就職・進学状況 

（平成２２年度～平成２４年度） 

 

【分析結果とその根拠理由】 

本学部については、実入学者数が定員を大幅に上回る、あるいは下回る状況にはなく、本観点を満

たしている。 

大学院博士前期課程については、定員を大幅に上回る実入学者があり、本観点を満たしていない。

工学系においては一般に大学院博士前期課程（修士課程）への進学意欲が高く、本学では他大学と比べ

て大学院定員が少ない（学部入学定員の 30%）。また大学院への求人が多く就職率も好調である。 

すなわち、現行の定員が実需要に合っていないことがそもそもの原因であると考えている。学内

（大学執行部）、学外（文部科学省ミッション再定義ヒアリング）の場でこの問題についてはたびたび

議論を重ねている。現在のところ、大学院の再編によって工学系学生の受け皿を拡大する方向での検討
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を行っている。以上のことから、本観点は現状では満たされていないものの、適正化の努力は行ってい

る。 

大学院博士後期課程については、定員を下回る実入学者しかなく、本観点を満たしていない。その

要因として博士後期課程修了後の進路とその待遇（出口問題）、授業料・生活費等の経済的問題、景気

動向による社会人学生の環境変化が挙げられる。 

改善に向けて、ダブルディグリー制度や交流協定校との関係強化等による留学生の増加、大学院の

再編等により研究分野を広げて魅力ある研究指導体制を作ることなどを検討しているが、上記の事情に

より実入学者増が大きくは見込めないことから、定員の適正化についても視野に入れて検討をしている。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

 

【優れた点】 

アドミッション・ポリシーは適切に定められ、本学ウェブサイトを通じて広く公表されている。 

学部においては実入学者数がほぼ定員通りに確保できている。 

入学試験の実施は公正かつ適切に行われている。 

 

【改善を要する点】※改善計画を含む。 

本研究科においては、博士前期課程で実入学者数が定員を大きく上回り、一方で博士後期課程にお

いて実入学者数が定員を大きく下回っている状況にある。これらの改善のため、大学院の再編、留学生

増加政策、定員の適正化などを検討している。具体的には、平成 28 年度からの大学院再編（一専攻に

よる複数教育コース制、博士前期および博士後期課程の定員変更）に向けて検討を開始した。 
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基準５ 教育内容及び方法 

 

（１）観点ごとの分析 

 

＜学士課程＞ 

 

観点５－１－①： 教育課程の編成・実施方針（カリキュラム・ポリシー）が明確に定められてい

るか。 

 

【観点に係る状況】 

 平成２１年度にカリキュラム検討 WG、平成２３年度からは教育プロジェクト WG を学部内に設置し、

４年間の学士課程教育の構築に向けた教育課程の検討を行い、ディプロマ・ポリシー、それをカリキュ

ラムに反映するためのカリキュラム・ポリシーを策定し、新カリキュラムを編成して平成２４年度から

実施している。策定したディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーは教務委員会及び教授会の

審議を経て決定された。カリキュラム・ポリシーは文章化すると煩雑であるため、カリキュラム・ポリ

シーをカリキュラム・マップとして図表化し、工学部の教育課程の編成・実施方針を教員に周知すると

ともに、修学案内に掲載して学生にも明示している。 

 

資料５－１－①－１－A  カリキュラム・ポリシー  

 

［香川大学 Web サイト「カリキュラム・ポリシー」］ 

 http://www.kagawa-u.ac.jp/faculty/engineering/di_policy/ 
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資料５－１－①－１－B－１  カリキュラム・マップ（安全システム建設工学科） 

  

［香川大学工学部 平成２５年度修学案内２０１３から抜粋］ 

 

  

別冊 資料５－１－①－１－B－２  カリキュラム・マップ（電子・情報工学科：情報環境コース） 

別冊 資料５－１－①－１－B－３   

カリキュラム・マップ（電子・情報工学科：電子情報通信コース） 

別冊 資料５－１－①－１－B－４  カリキュラム・マップ（知能機械システム工学科） 

別冊 資料５－１－①－１－B－５  カリキュラム・マップ（材料創造工学科） 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 策定されたカリキュラム・マップは図表化されており、教育到達目標であるディプロマ・ポリシーに

掲げられている目標領域（自然科学の基礎知識、倫理観・社会的責任、工学的基礎知識、多角的思考能

力、コミュニケーション能力、問題解決・課題探求能力など）を達成するための授業科目の編成・配置

方針、すなわち教育課程の編成・実施方針が明確に分かる。また、必修科目と選択科目も色分けされて

分かりやすくなっている。そのため、学生が自分の興味に合わせて卒業までに科目を履修する方法が一

目瞭然となっている。したがって、カリキュラム・ポリシーが明確に定められていることから、本観点

を満たしていると判断する。 
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観点５－１－②： 教育課程の編成・実施方針に基づいて、教育課程が体系的に編成されており、

その内容、水準が授与される学位名において適切なものになっているか。 

 

【観点に係る状況】 

 教育課程は策定したディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリシー（カリキュラム・マップ）に従

って編成しており、全学共通科目と学部開設科目から成り、卒業要件単位数はそれぞれ３２単位、９６

単位の計１２８単位である。４年間の学士課程教育のなかで、大学の教育理念の基本を教育する全学共

通科目と学部開設科目が有機的に接続するように配慮している。学部開設科目は工学基礎科目、専門科

目、卒業研究、自由科目から構成されている。工学基礎科目群は工学の基礎としての多角的思考能力、

コミュニケーション能力、数理的基礎能力を育成するための科目で構成されている。専門科目群は、各

学科の専門分野においてディプロマ・ポリシーで掲げた教育到達目標を達成するための科目で構成され

ている。専門科目群を構成する授業科目の授業科目名、授業内容・水準については各学科での議論を踏

まえて、教務委員会で了承するプロセスを経て決定されている。 

上述のディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリシー（カリキュラム・マップ）は、カリキュラ

ム検討 WG、教育プロジェクト WG での検討を経て策定したもので、そこで引き続き教育課程の具体的な

編成についても検討した。学生による授業評価、学士課程教育のディプロマ・ポリシーで掲げた教育到

達目標などを参考に旧カリキュラムの問題点を洗い出し、新カリキュラムが教育到達目標を達成できる

ように体系的な編成を行った。この新カリキュラムは、教務委員会、各学科会議及び教授会の審議を経

て了承され、すでに平成２４年度から実施されている。 
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資料５－１－②－１  授業科目の構成と卒業要件 

  

 授業科目の構成と卒業要件 

卒業要件単位数 

本学部を卒業し、学士（工学）の学位を得るためには、４年以上在学（休学期間は、在学期間

に含まない。また、後述の「早期卒業」の場合を除く。）し、以下に掲げる単位数を修得しなけ

ればならない。 

区     分 卒 業 要 件 単 位 数 

全 

学 

共 

通 

科 

目 

主題科目 

 主題Ａ  ２単位  

26 単位以上 

 主題Ｂ ６単位以上 

大学入門ゼミ ２単位 

情報リテラシー ２単位 

学問基礎科目 ８単位以上 

健康・スポーツ実技（選択） （２単位） 

高学年向け教養科目（選択） （４単位） 

外国語 

初修外国語 

（１種類）（４単位

） 

既修外国語 ６単位以上 

小     計 32 単位以上 

学 

部 

開 

設 

科 

目 

工学基礎科目 

多角的思考能力 ８単位以上 

コミュニケーション能力        ６単位以上 

数理的基礎能力 ８単位以上 

専門科目 60 単位以上 

卒業研究 ８単位 

自 由 科 目         ６単位以上 

小     計 96 単位以上 

合     計 128 単位以上 

［香川大学工学部 平成２５年度修学案内２０１３から抜粋］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



工学部・工学研究科 

- 66 - 

 

資料５－１－②－２－A  学部開設科目教育課程表（安全システム建設工学科） 
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［香川大学工学部 平成２５年度修学案内２０１３から抜粋］ 

 

別冊 資料５－１－②－２－B  学部開設科目教育課程表（電子・情報工学科） 

別冊 資料５－１－②－２－C  学部開設科目教育課程表（知能機械システム工学科） 

別冊 資料５－１－②－２－D  学部開設科目教育課程表（材料創造工学科） 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 全学共通科目については、その教育目標に照らして、それにふさわしい内容の授業科目を提供してい

る。学部開設科目では、教育課程の編成・実施方針であるカリキュラム・ポリシーに基づき体系的なカ

リキュラムを編成している。学部開設科目では実践的能力を育成する授業科目も十分に配置し、その内

容と水準が学位（学士）に適切なものとなるよう充分に配慮している。以上のことから、本観点を満た

していると判断する。 
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観点５－１－③： 教育課程の編成又は授業科目の内容において、学生の多様なニーズ、学術の発

展動向、社会からの要請等に配慮しているか。 

 

【観点に係る状況】 

 本学部で平成２４年度から実施している新しい教育課程では、国内企業におけるインターンシップを

単位化する「工学実務（２単位）」、海外協定校を通した外国企業におけるインターンシップを単位化

する「海外工学実務Ⅰ（４単位）」、「海外工学実務Ⅱ（２単位）」、共同作業に最適化できるように

構成されたグループとして企業の課題の解決にあたるインターンシップ（PBL）を単位化する「産学協

創工学（４単位）」などを配置して、学生の社会的及び職業的自立を促し、あわせて実践的な基礎能力

を育成するために、実験・実習・演習の授業科目を充実させている。また、４学科に関連する工学分野

の発展動向に触れて広い視野を涵養するための「現代工学入門（２単位）」、社会的に要請されている

倫理観、歴史観、環境・エネルギー観などを教育するために、「工学倫理（２単位・必修）」、「科学

・技術史（２単位）」、「環境政策（２単位）」、「資源・エネルギー論（２単位）」を配置している。

さらに、国際的な活動に必要である語学力を育成するために「国際コミュニケーションⅠ（１単位・必

修）」と「国際コミュニケーションⅡ（１単位・必修）」を必修科目として課している。国際コミュニ

ケーションでは TOEIC の点数をもとに単位認定を行っている。 

 高等専門学校卒業生等の学習ニーズに応えるために、学部３年生への編入学制度（定員２０名）を採

用している。編入学試験は一般入学試験と推薦入学試験の２種類で実施し、前者では学科試験と面接、

後者では口頭試問と面接を課している。編入学生には全学共通科目と一部の専門科目を、高等専門学校

での履修科目で振り替えて単位認定を行い、スムーズに専門教育へ移行して卒業できるように配慮して

いる。 

卒業要件単位数には「自由科目」を６単位まで認め、他学部開設科目や単位互換協定を締結してい

る大学の授業科目の履修希望に対応している。また、博士前期課程入学予定者に対しては、４年生後期

に大学院開講科目を科目等履修生として２科目（４単位）まで履修し、博士前期課程入学後に大学院修

了要件への単位認定を行う制度を実施して、学生の学習意欲を向上させている。 

 

 

参照； 資料５－１－②－２－A  学部開設科目教育課程表（安全システム建設工学科） 

参照； 別冊 資料５－１－②－２－B  学部開設科目教育課程表（電子・情報工学科） 

参照； 別冊 資料５－１－②－２－C  学部開設科目教育課程表（知能機械システム工学科） 

参照； 別冊 資料５－１－②－２－D  学部開設科目教育課程表（材料創造工学科） 

 

 

資料５－１－③－１－A  工学実務 授業の概要等 

授業の概要 

国内外の企業および公共機関等の実際の業務を体験し、建設・建築に係わる業界・業種の社会的意

味や役割を理解する。実習は本学科と関連の深い建設・建築分野の機関や将来のキャリア形成に資

する機関を選択し、主に夏休み期間中を活用して２週間（実働１０日間）以上従事する。実習終了

後はレポートを提出する。効果的な実習となるよう事前指導を行うとともに、報告会を開催し事後

指導を行う。 

 

到達目標 

社会人にふさわしい勤務態度で業務を行え、職場での確実なコミュニケーションを実行でき、実習
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の成果を的確にレポートにまとめて説明できるようにする。 

 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

４月 第１回ガイダンス 履修希望者に対する実施説明会（必ず出席のこと） 

   自己学習目標：候補と考えられる実習先機関概要の調査、実習目標の設定 

 

６月 実習受入機関の提示・履修申込受付 

   実習希望者の調整・実習先機関の決定 

   自己学習目標：実習を希望する機関の明確化、想定される実習内容の検討 

 

７月初旬 第２回ガイダンス 

 

７月中旬 学科別のインターンシップ事前指導 

   自己学習目標：授業の復習等、実習に向けた準備（実習内容の具現化） 

 

８～９月 インターンシップ実施 

   自己学習目標：実習終了後２週間以内に報告書概要および報告書を提出 

 

１０月 第３回ガイダンス 実施報告会（必ず出席のこと） 

   学科別のインターンシップ事後指導 

   自己学習目標：実施報告会における実習内容のプレゼンテーション 

［シラバスから抜粋］ 

 

資料５－１－③－１－B  海外工学実務Ⅰ 授業の概要等 

授業の概要 

実務研修は、基本的に、インターンシップ協定を結んでいる大学が紹介する海外企業および公共機

関・研究機関・大学等で、学科に関連する分野の研修を行い、工学の意味や役割を理解する。研修

期間は、1 週間の実働を５日間とし、最低４週間以上とする。効果的な実務研修となるよう、事前に

説明会・準備会を開催するが、語学・専門分野の自主学習は必須である。研修終了後は報告書を提

出し、報告会でひとり 20 分程度のプレゼンテーションを行う。事後活動として、次期派遣者へのサ

ポートや次期国際インターンシップ関連行事等にも参加する。 

 

到達目標 

１．自分の研修先での課題を十分理解して、課題の内容、解決方法、成果等を英語で説明ができる

ようになる  

２．研修を通じて専門知識と国際感覚を身に付け、会話力や語学力を向上させる 

３．将来のキャリア形成に関係した自己の将来展望ができるようになる 

４．海外研修経験者としての体験をまとめ、報告会を通じて後輩学生へのアドバイスや 

サポートをおこなえるようになる 

 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

12月  国際インターンシップ候補者の募集・選考 

自己学習目標：国際インターンシップの概要の理解、研修目標の設定。実務研修を希望する機関の

明確化、想定される研修内容の検討。 

1・2月  国際インターンシップ準備会 カバーレター・英文履歴書の作成・送付 

5～7月頃  受入協定校による国際インターンシップ先の選定 

自己学習目標：実務研修に向けた準備（専門知識・語学・ビザ取得等） 

9・10月   国際インターンシップ開始 

帰国後2週間以内  国際インターンシップ報告書･アンケート提出 

自己学習目標：終了後に報告書概要および報告書を提出。報告会でのプレゼンテーションの準備。

   

翌年2月   国際インターンシップ報告会 
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自己学習目標：報告会における研修内容のプレゼンテーション。 

［シラバスから抜粋］ 

 

資料５－１－③－１－C  海外工学実務Ⅱ 授業の概要等 

授業の目的 

在学中に、海外の企業および公共機関・研究機関・大学等で、専門分野や学生自身が目指すキャリ

ア形成に関連した分野について、中長期の実務研修（インターンシップ）を行うことにより、学習

意欲と職業意識の喚起、国際的視点の涵養、語学力と専門知識の向上を目標とする。 

 

到達目標 

１．自分の研修先での課題を十分理解して、課題の内容、解決方法、成果等を英語で説明ができる

ようになる  

２．研修を通じて専門知識と国際感覚を身に付け、会話力や語学力を向上させる 

３．将来のキャリア形成に関係した自己の将来展望ができるようになる 

４．海外研修経験者としての体験をまとめ、報告会を通じて後輩学生へのアドバイスや 

サポートをおこなえるようになる 

 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

12月  国際インターンシップ候補者の募集・選考 

自己学習目標：国際インターンシップの概要の理解、研修目標の設定。実務研修を希望する機関の

明確化、想定される研修内容の検討。 

1・2月  国際インターンシップ準備会 カバーレター・英文履歴書の作成・送付 

5～7月頃  受入協定校による国際インターンシップ先の選定 

自己学習目標：実務研修に向けた準備（専門知識・語学・ビザ取得等） 

9・10月   国際インターンシップ開始 

帰国後2週間以内  国際インターンシップ報告書･アンケート提出 

自己学習目標：終了後に報告書概要および報告書を提出。報告会でのプレゼンテーションの準備。 

翌年2月   国際インターンシップ報告会 

自己学習目標：報告会における研修内容のプレゼンテーション。 

［シラバスから抜粋］ 

 

資料５－１－③－１－D  産学協創工学 授業の概要等 

授業の概要 

本講義は、前半部分としてチームワーキングの演習を行う。これは簡単な性格分析アンケートを通

じて分析された結果に基づいて、チーモロジー理論によって作成されたチームで簡単なプロジェク

トを実施し、その内容を発表することを通じて、自己分析をし、自己のチーム内での役割を理解す

る活動を行う。後半部分では、地域の産官の協力を得て、チーム単位で各協力企業等の持っている

課題を発見し、チームの取り組むべきテーマの決定を行い。さらに、それを解決するために協力

し、調査・勉強し、これを解決する活動を行う。最後に地域の経営者等を交えた場での発表会を通

じて自分たちの活動を報告する。 

 

到達目標 

一歩踏み出す力、考え抜く力、協力する力を体得することを目的とする。 

各チームのプロジェクトの進捗状況をレポートなどで担当教員に説明できるようにする。 

 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

第１週目・・・オリエンテーション 



工学部・工学研究科 

- 71 - 

 

第２週目・・・チーモロジーの説明 

第３、４週目・・・スモールプロジェクト１ 

第５、６週目・・・スモールプロジェクト２ 

第７、８、９週目・・・スモールプロジェクト３ 

第１０週目・・・協力企業の決定 

第１１週目以降 各チームに分かれてプロジェクト実践 

 

最終発表会は２月中旬を予定しております。 

［シラバスから抜粋］ 

 

資料５－１－③－１－E  現代工学入門 授業の概要等 

授業の概要 

本講義では、工学分野の広い視野と幅広い知識を習得するために、前半の８回は「輸送システムを

つくる」、「発電システムをつくる」という２つのテーマについて工学部の４つの学科の分野でど

のようなアプローチをするかを講義し、工学的課題に対する幅広い対応の仕方を習得する。残りの

講義では、４分野での個別の工学的課題とそれに対する対応について解説する。 

 

到達目標 

１．現代的な工学の課題を挙げることができる 

２．課題を解決するための多様なアプローチの仕方を示すことができる 

３．工学的な課題を発見するための方法の一例を示すことができる 

 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

（クラスにより第３～第１４週の授業の順序が変わる。） 

第１週 ガイダンス（現代工学入門の趣旨と授業の方法について） 

第２週 ガイダンス（現代工学入門の授業内容について） 

第３週 輸送システムをつくる（１）（安全システム建設工学のアプローチ） 

第４週 輸送システムをつくる（２）（電子・情報工学のアプローチ） 

第５週 輸送システムをつくる（３）（知能機械システム工学のアプローチ） 

第６週 輸送システムをつくる（４）（材料創造工学のアプローチ） 

第７週 発電システムをつくる（１）（安全システム建設工学のアプローチ） 

第８週 発電システムをつくる（２）（電子・情報工学のアプローチ） 

第９週 発電システムをつくる（３）（知能機械システム工学のアプローチ） 

第１０週 発電システムをつくる（４）（材料創造工学のアプローチ） 

第１１週 現代工学の課題と技術（１）（安全システム建設工学） 

第１２週 現代工学の課題と技術（２）（電子・情報工学） 

第１３週 現代工学の課題と技術（３）（知能機械システム工学） 

第１４週 現代工学の課題と技術（４）（材料創造工学） 

第１５週 まとめ 

 

［シラバスから抜粋］ 

 

資料５－１－③－１－F  工学倫理 授業の概要等 

授業の目的 

これから専門技術者となる諸君が今後担当していく仕事は、社会に対して大きな貢献ができるやり

がいのあるものであるが、一方で社会に対して十分説明責任を果たせるものであることが要求され

る。本講義では、技術者の行動規範となる倫理について学ぶ。また、事例を通して、技術者がどの

ように行動すべきかを考える。 
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到達目標 

(1) 法と倫理の違いについて説明できる。 

(2) 技術者の仕事の特徴について説明できる。 

(3) 技術者が負っている様々な責任について説明できる。 

(4) 技術者と社会とのかかわりについて、内部告発や倫理綱領を例として説明できる。 

(5) 技術者の行動判断が倫理的に問われる場面に対して、自分の意見を述べることができる。 

 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

【授業計画】 

第１回 オリエンテーション、技術者の行動規範、法・倫理・道徳 

第２回～第３回 法に基づく行動と法律の例 

第４回～第５回 技術とは何か、技術者とは何か 

第６回～第９回 技術者の責任（技術者は誰に対してどんな責任を負っているか） 

第１０回 技術者の行動指針 

第１１回 倫理綱領と説明責任、内部告発 

第１２回 グループによる事例討論 

第１３回～第１４回 討論成果の発表 

第１５回 まとめ 

第１６回 試験 

 

［シラバスから抜粋］ 

 

資料５－１－③－１－G  環境政策 授業の概要等 

授業の目的 

地球環境問題・都市環境問題の解決は 21 世紀の人類に課された大きな課題である。地球温暖化、都

市の温熱化（ヒートアイランド現象）、生態系の危機（野生生物種の絶滅、生物多様性の喪失）、

放射性物質の拡散、環境汚染等々、さらには文化遺産の破壊・喪失など、多様な課題が山積してい

る。そして、これらの原因の多くは人間の活動に由来するものである。これらの課題の現状につい

て理解を深め、その解決に向けて何をなすべきかを考える。 

 

到達目標 

地球環境問題・都市環境問題・放射性物質の拡散問題のメカニズムを語ることができる。 

自身の生活、研究と環境問題を関連付けて活動することができる。 

 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

第１回：「地球温暖化問題」 

     炭酸ガス、メタンといった温室効果ガスや、それを固定する手法（地中固定、海洋固

定、森林固定など）について理解する。 

第２回：「エネルギーと環境問題」 

     炭酸ガスの排出元となっている発電と、その発電種別の炭酸ガスの排出量などについて

理解する。 

第３回：「経済発展と環境問題」 

     発電種別の発電単価を学んだ段階で、経済発展と環境問題のバランスやわが国のエネル

ギー政策について理解する。 

第４回：「放射性物質の拡散と健康問題」 

     過去の地上核実験、チェルノブイリ原発事故、そして福島第一原発事故における放射性

物質の拡散状況と、それに対する健康問題について理解する。 

第５回：「放射性物質の除染における様々な課題」 

     放射性物質の除染の種類や方法について学ぶほか、その問題点や最終処分に関する国の

政策などについて理解する。 

第６回：「植物群落と地球温暖化」 
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     地球温暖化が植物群落に及ぼす影響と地球温暖化に対する植物群落の役割について学習

する。 

     地球圏における炭素循環について理解を深める。 

第７回：「森林破壊と森林保全対策」 

     森林資源の利用と森林破壊の現状と、森林の保全対策について理解を深める。 

     熱帯林の減少について理解を深める。 

第８回：「酸性雨の原因と影響およびその防止対策」 

     酸性雨の原因と影響（被害）およびその防止対策について理解を深める。 

     酸性、中性、アルカリ性について理解を深める。 

第９回：「生物多様性の危機の現状とその要因」 

     生物多様性の危機の現状とその要因（生息地域の分断・孤立化、生物学的侵入）につい

て理解する。 

     里山の保全について考える。 

第１０回：「生物多様性と健全な生態系の保全」 

     生物多様性と健全な生態系保全の概念と我が国におけるその政策・対策について理解を

深める。 

     外来生物法とリリース禁止条例について考える。 

第１１回：「砂漠化の進行とその防止対策」 

     乾燥地、半乾燥地において砂漠化が進行している。 

     その現状と砂漠化防止対策について理解を深める。 

     国連や各国政府の施策、NGOの活動について調べる。 

第１２回：「開発と保全」 

     開発と保全は二者択一の対立ではなく、その間に様々な解決法があることを理解する。 

     ミティゲーションについて調べる。 

第１３回：「都市環境問題と緑」 

     都市環境問題、とくにヒートアイランド現象とその緩和に及ぼす緑の役割について理解

を深める。 

     ヒートアイランド現象について調べる。 

第１４回：「都市景観問題と緑」 

     都市景観と都市緑化について理解を深める。 

      v景観法、景観緑三法について学習する。 

第１５回：「都市緑化本計画」 

     都市緑地のもつ意義について考え、都市緑化政策について理解を深める。 

     各自治体の緑化基本計画を調べる。 

［シラバスから抜粋］ 

 

資料５－１－③－１－H  国際コミュニケーションⅠ 授業の概要等 

授業の目的 

英語に多く触れることにより、実践的に使える英語力を身につける。英語コミュニケーション能力

のうち、特に TOEIC で重視される聞く力と読む力を重点的に養成し、また実践的に英語を話す能力

を習得する。 

 

到達目標 

TOEIC Bridge テストで、工学部が定める基準スコアに達すること。 

 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

授業は原則として英語をnative languageとする外国人講師が担当し、英語による授業となる。初回

に、実践的な英語を身につける目標と授業の手法についてガイダンスを行う。最後にTOEIC Bridge

を受験する。 

 

第１週 ガイダンス 

第２週 TOEIC学習のフレーム 

第３週 写真描写（Photographs) 

第４週 写真描写（Photographs) 
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第５週 質問応答（Question-Response） 

第６週 質問応答（Question-Response） 

第７週 身近な会話（Short Conversations） 

第８週 身近な会話（Short Conversations） 

第９週 説明文（Short Talks） 

第１０週 説明文（Short Talks） 

第１１週 文法・語彙（Incomplete Sentences） 

第１２週 誤文訂正（Error-Recognition） 

第１３週 読解（Reading Comprehension） 

第１４週 読解（Reading Comprehension） 

第１５週 読解（Reading Comprehension） 

第１６週 TOEIC bridge受験 

 

［シラバスから抜粋］ 

 

資料５－１－③－１－I  国際コミュニケーションⅡ 授業の概要等 

授業の目的 

英語に多く触れることにより、実践的に使える英語力を身につける。英語コミュニケーション能力

のうち、特に TOEIC で重視される聞く力と読む力を重点的に養成し、また実践的に英語を話す能力

を習得する。 

 

到達目標 

TOEIC テストで、工学部が定める基準スコアに達すること。 

 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

第１週 ガイダンス 

第２週 TOEIC学習のフレーム 

第３週 写真描写（Photographs) 

第４週 写真描写（Photographs) 

第５週 質問応答（Question-Response） 

第６週 質問応答（Question-Response） 

第７週 身近な会話（Short Conversations） 

第８週 身近な会話（Short Conversations） 

第９週 説明文（Short Talks） 

第１０週 説明文（Short Talks） 

第１１週 文法・語彙（Incomplete Sentences） 

第１２週 誤文訂正（Error-Recognition） 

第１３週 読解（Reading Comprehension） 

第１４週 読解（Reading Comprehension） 

第１５週 読解（Reading Comprehension） 

第１６週 TOEIC受験 

 

［シラバスから抜粋］ 

 

 

 

資料５－１－③－２  学部生の大学院開講科目の科目等履修生としての履修制度の規則 

工学部学生の大学院授業科目の履修に関する申合せ 

工学研究科教授会 

平成２４年７月１７日承認 
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１ 本学工学部の課程に在籍する者で、本研究科が学業優秀と認める者については、香川大学大学

院科目等履修生規則第 2 条第 1 項にもとづき、科目等履修生として入学を認める。なお、科目等履

修に関わる検定料、入学料、授業料は免除される。 

 

２ 本研究科に科目等履修生として入学を希望する学部学生は、入学を希望する年度の始めに以下

の基準を満たす場合に入学を認める。 

  （１）当該年度中に卒業見込みの者で、香川大学大学院工学研究科博士前期課程への進学を希

望している者。 

  （２）工学部卒業要件単位を 118 単位以上修得していること。 

  （３）工学研究科が学業優秀と認める者 

 

３ 学部学生が科目等履修生として履修できる科目は、工学研究科博士前期課程で開講されている

専門科目とする。ただし、共通科目は履修できない。履修できる科目の詳細は各専攻において定め

る。 

１年間に履修できる科目は、第２学期開講科目 ４単位以内とする。 

 

４ 以下の出願期間に、本学所定様式の入学願書を学務係に提出すること。 

 第２学期開設科目 ８月１日から３１日まで 

 

５ その他、科目等履修に関わる取り扱いについては、香川大学大学院科目等履修生規則に従うも

のとする。 

 

 

資料５－１－②－３  インターンシップ実施状況（インターンシップ報告書、国際インターンシ

ップ報告書、PBL 報告書の抜粋、履修者数の表） 

 

 

平成２５年度インターンシップ受入企業内訳          【資料９－１】【資料９－１】【資料９－１】【資料９－１】    

    

企業からの受入に関する回答結果    

 

 

 

企業総数 １６８社 
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              受入可能企業地域別内訳             

 

 

平成２５年度インターンシップ実施結果（学部）       【資料【資料【資料【資料９－２９－２９－２９－２】】】】    

  

実 習 学生都合 企業都合 実 習 途 中 単 位 

予定者 不参加者 受入不可 参加者 辞退者 認定者 

安全システム建設工学科 ２３ ０ ０ ２３ ０ ２２ 

信頼性情報システム工学科 １０ ０ ０ １０ ０ １０ 

知能機械システム工学科 １６ ０ ０ １６ ０ １５ 

材料創造工学科 １１ ０ ０ １１ ０ １１ 

計 ６０ ０ ０ ６０ ０ ５８ 

※実習参加者のうち、２名は工学実務を履修しない。 

平成２５年度インターンシップ実施結果（大学院）      【資料【資料【資料【資料９－３９－３９－３９－３】】】】 

  

実 習 学生都合 企業都合 実 習 途 中 単 位 

予定者 不参加者 受入不可 参加者 辞退者 認定者 

安全システム建設工学専攻 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

信頼性情報システム工学専攻 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

知能機械システム工学専攻 ４ ０ ０ ４ ０ ２ 

材料創造工学専攻 ３ ０ ０ ３ ０ ３ 

計 ７ ０ ０ ７ ０ ５ 

※実習参加者のうち、２名は特別研修を履修しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受入可能企業 ５１社 
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平成２５年度インターンシップ実施結果           【資料９－４】【資料９－４】【資料９－４】【資料９－４】 

 

実習企業数 ４７社  

参加学生数 ６７名 

学科（専攻）別の参加学生内訳

 

 

企業業種別内訳 

 

 

企業地域別内訳 
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平成２５年度国際インターンシップ報告       

 

平成 25 年度の派遣における特記事項       

 平成 25 年度から、博士後期課程の学生や留学生も国際インターンシップへの応募が可能となった。今

年度は選考会を経て、工学研究科から 5 名（博士前期 4 名、博士後期 1 名）が派遣された。そのうち 1

名は中国出身の留学生である。派遣先はフランスのサボア大学ポリテク・アヌシー・シャンベリー（2

名）、ドイツのボン＝ライン＝ズィーク大学（1 名）に加え、4 年ぶりの派遣となるフランシュ・コンテ

大学（1 名）、今年度初の派遣先となったフランスの ESIEE Paris（1 名）である。       

 フランスのビザ取得手続きは今年度も苦労した。早くから協定校と連携して申請の準備を進めていた

「大学生の研修生ビザ（長期滞在）」に関する情報が、6 月頃から在日フランス大使館ホームページの日

本語ページで提供されなくなった。大使館とキャンパスフランスに問い合わせをしたところ、キャンパ

スフランスから回答があり、アドバイスが得られた。結果的に予定通り、大学生の研修生ビザ（長期滞

在）を取得でき、学生の渡航が実現した。また、同じフランスへの渡航でも、協定校での受入条件等に

よって、「大学生の研修生ビザ（長期滞在）」ではなく、「学生ビザ」（キャンパスフランス経由）や

「研究者ビザ」の取得をするよう協定校から依頼されたケースもあった。これらのビザについても無事

取得することができた。        

 平成 25 年度の派遣学生のうち、後援会に加入している 4 名が後援会からの援助金を受給した。また審

査を経て選ばれた 1 名が香川大学国際交流資金事業奨学金を受給した。ドイツへの派遣学生は、昨年度

に引き続き香川日独協会からの奨学金を頂いた。留学生交流支援制度（短期派遣）は不採択となった。 

 海外旅行保険については、5 名全員が大学指定の保険に加入し、また、大学主催の危機管理セミナーを

受講した。渡航間近の学生には、現地で困ったことや問題が発生しそうになった時には、どんな些細な

ことでもよいので、できるだけ早く受入大学または工学部へ連絡をするよう、個別に口頭指導する機会

を設けた。       

 報告会は 2 月 21 日に開催した。与えられた課題が自分の守備範囲でないケースでも積極的に頑張った

ことや、難しい課題にも真摯に取り組んだ姿勢が、高く評価された。また、大変だったり悔しかったり

した経験をバネにして、人間としてひとまわり大きく成長したことが伺えた。来年度も５名の国際イン

ターンシップ派遣を予定しており、後輩たちのよいモデルとなった。       

 

 

 

 

産学官連携プロジェクトベースドラーニング（産学官連携プロジェクトベースドラーニング（産学官連携プロジェクトベースドラーニング（産学官連携プロジェクトベースドラーニング（PBL) PBL) PBL) PBL) 実績実績実績実績    

 

    

年度 協力会社 テーマ 参加学生人数 

2013 ＪＲ四国 ＪＲ阿波池田駅周辺の観光マップの作成 3 

  国土交通省 高松市内の交通渋滞に関する調査と緩和策の検討 3 

  丸善工業㈱ 遮熱材の開発とその効果に基づく年間電力使用量の抑制 2 
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  キャスコ㈱ 

ゴルフクラブのスコアラインの新パターンの提案と球の跳び方につい

ての考察 

3 

  香川県 ダムの効果的なＰＲについて 3 

  

 

    

  計   5 機関  5 グループ 14 

        

【分析結果とその根拠理由】 

本学部の教育課程及び授業科目の内容は、学術の発展動向を反映しており、学生の多様なニーズや社会からの

要請等に対して十分に配慮している。以上のことから、本観点を満たしていると判断する。 

 

観点５－２－①： 教育の目的に照らして、講義、演習、実験、実習等の授業形態の組合せ・バランスが適切

であり、それぞれの教育内容に応じた適切な学習指導法が採用されているか。 

 

【観点に係る状況】 

 平成２４年度から実施しているカリキュラムでは、講義、演習、実験、実習等の授業形態のより適切なバラン

スをとるため、それ以前のカリキュラムより演習、実験科目を増強している。演習、実験、実習の授業科目では

大学院生による TA を必ず採用して、少人数的授業による丁寧な指導を行っている。必要に応じて、講義形式の

授業科目においても TA の活用を図っている。また、初年時教育を強化するために「大学入門ゼミ」を実施し、

対話・討論型の授業を展開して大学における勉学方法への転換を図っている。本学部は学生にノートパソコンを

必携として義務づけており、また工学部内のどこでもネットワークへ接続できる無線 LAN 設備が完備されている

ため、「プログラミング」などの ICT 関連授業科目だけでなく、一般の講義科目においても他学部・他研究科を

結ぶ遠隔講義など多様なメディアを活用した授業を展開している状況になっている。それぞれの授業形態に応じ

た学習指導方法については FD 等で検討を行っている。 

 従って、現在のカリキュラムにおける講義、演習、実験、実習等の授業形態の組み合わせ・バランスは適切に

なっている。実験、実習、演習科目における TA の活用、ICT を用いた多様なメディアを用いた教育・指導、対

話・討論型授業の実施、少人数教育の実施などを図っており、授業形態や教育内容に応じた学習指導法を採用し

ている。 

 

 

参照； 資料５－１－②－２－A  学部開設科目教育課程表（安全システム建設工学科） 

 参照； 別冊 資料５－１－②－２－B  学部開設科目教育課程表（電子・情報工学科） 

参照； 別冊 資料５－１－②－２－C  学部開設科目教育課程表（知能機械システム工学科） 

参照； 別冊 資料５－１－②－２－D  学部開設科目教育課程表（材料創造工学科） 
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資料５－２－①－１  授業形態 

 

 

参照 資料３－３－①－２  TA（ティーチングアシスタント）採用者・従事時間数 

 

別冊 資料５－２－①－２－A  シラバス［大学入門ゼミ］ 

別冊 資料５－２－①－２－B  シラバス［Communicative English］ 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 カリキュラムにおける講義、演習、実験、実習等の授業形態の組み合わせ・バランスは演習、実験科目の増強

により適切になっていると判断できる。実験、実習、演習科目における TA の活用、ICT を用いた多様なメディ

アを用いた教育・指導、対話・討論型授業の実施、少人数教育の実施などが図られていることから、授業形態や

教育内容に応じた学習指導法が適切に採用されており、本観点を満たしていると判断できる。 

 

 

観点５－２－②： 単位の実質化への配慮がなされているか。 

 

【観点に係る状況】 

 各授業科目のシラバスにおいて学習目標、学習到達目標を明示するとともに、１５週の授業時間ごとにその回

の学習内容、自己学習課題を明記して、学生が主体的な学習時間を確保するよう配慮している。また、個々の授

業では、小テスト、レポート課題などを課すことにより、授業の学習到達目標とする能力・スキルが身につくよ

うに工夫をしている。半期の授業では、授業時間数は１５週を確保することを原則としており、休講がある場合

には補講を行うことにしている。また、全期の授業では、授業時間数は３５週を確保することを原則としており、

休講がある場合には教務システムを使って学生に周知し、補講を行うことにしている。授業における自学自習を

促す点について、学生による授業評価で「自学・自習を促しているか」という設問を設けて評価されるようにな

っている。 
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資料５－２－②－１  シラバス記載例［水資源と水循環の科学］ 
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資料５－２－②－２－A  学生による授業評価のアンケート項目 

 

     

 

 

資料５－２－②－２－B  学生による授業評価のアンケート結果 

 

 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 各シラバスにおいて学習目標、学習到達目標が明示され、自己学習課題が授業時間ごとに示されている。また、

小テスト、レポート課題が課される授業が多い。授業時間数も半期授業では１５週が確保され、全期授業では３

５週が確保されている。学生による授業評価における「自学・自習を促しているか」の項目に対する評価の平均

値は適切な値になっている。したがって、単位の実質化への配慮を行っており、本観点を満たしていると判断で

きる。 
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観点５－２－③： 適切なシラバスが作成され、活用されているか。 

 

【観点に係る状況】 

 シラバスは定時開講のすべての授業科目について、全学統一フォーマットを用いて作成することになっている。

シラバスには授業の目的・概要、到達目標、学習・教育目標（工学部 JABEE 基準）、成績評価の方法と基準、授

業計画並びに授業及び学習の方法、教科書・参考書等、オフィスアワー 等が記載されており、学生が授業科目

の情報を知るためにわかりやすい内容となっている。１年生にはシラバスの印刷版を配布し、２年生以上は WEB

上においたシラバス電子版を見ることにしている。 

  すべての授業科目でシラバスが毎年作成されている。また、シラバス電子版を WEB 上においているため、学内、

学外のどこでも閲覧できるシステムになっている。学生による授業評価の項目に「シラバスにしたがって授業が

行われているか」という質問を挙げて、学生のシラバスへの関心を喚起している。平成２４年度に実施した１年

生末学生、４年生末学生へのアンケート調査では、シラバスを参考にした学生はともに８割に上っている。 

 

 

参照； 資料５－２－②－１  シラバス記載例［水資源と水循環の科学］ 

 

資料５－２－③－１－A  学生による授業評価のアンケート項目 

 

     

 

資料５－２－③－１－B  学生による授業評価のアンケート結果 
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資料５－２－③－２－A  シラバス掲載 HP 
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資料５－２－③－２－B  HP 掲載シラバス 
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【分析結果とその根拠理由】 

シラバスの記載事項について、全学統一基準を設け教育課程の編成の趣旨に沿った適切なシラバスを作成して 

おり、大学ウェブサイトに公開するとともに、学生の利便性を考慮してシラバスを冊子としても配布している。 

また、講義のガイダンスや学生による授業評価アンケートの実施の際にシラバスを活用している。 

以上のことから、本観点を満たしていると判断する。 

 

 

観点５－２－④： 基礎学力不足の学生への配慮等が組織的に行われているか。 

 

【観点に係る状況】 

 高校の学習指導要領の改訂、入試の多様化に伴って学生の基礎学力にバラツキが生じ、基礎学力不足の学生へ

の対応を教務委員会で議論し、平成１８年からアシストクラスを開講して、高校の補習的内容の授業を行ってい

る。学科によっては、専門の授業科目の中に補習的内容を入れて、基礎学力不足の学生に対応している。アシス

トクラスの授業担当者には高校教員 OB、大学教員 OB を採用し、その経費は学部全体の非常勤講師経費から支出

されている。 

 材料創造工学科では、アシストクラスとして「基礎数学演習」（１単位）、「基礎物理学演習」（１単位）を

必修として開講している。他学科では補習的内容を専門科目の中で取り入れている。また、基礎学力不足の学生

に対してキャンパスアドバイザー（CA）が指導・助言を行っている。したがって、基礎学力不足の学生に対し組

織的な配慮をしている。 

 

資料５－２－④－１－A  基礎数学演習 授業の目的 

授業の目的 

数学は、理工系分野を学ぶ上で基本となる学問である。特に、初等関数（二次関数・分数関数・無理

関数・指数関数・対数関数・三角関数など）及びベクトル・行列は避けて通れない。さらに自然界に

おける多くの現象は、二階の偏微分方程式に従うことから、その基本となる微分・積分の基礎を理解

することが必要となる。この授業では、工学部で必要とされる数学の基礎知識を身につけ、初等関数

の定義や性質、ベクトルの演算などについて理解をより深めることに重点を置く。演習を十分に行う

ことが中心となり、計算力を養うことに努める。 

［シラバスから抜粋］ 

 

資料５－２－④－１－B  基礎物理学演習 授業の目的 

授業の目的 

工学部の多くの科目においては、物理学の基礎知識を素早く的確に思い起こし、応用できる能力が要

求される。本授業では演習を通して個々の物理基礎事項の応用を学ぶ。実際に具体的な数値で計算を

行うことで、知識の曖昧さを明確にし、それを補って、物理学の基礎概念の理解と習得を目指す。 

 

［シラバスから抜粋］ 
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資料５－２－④－２  成績不振学生に対する指導について（申合せ） 

成績不振学生に対する指導について（申合せ） 

      教 務 委 員 会 

制定 平成２５年３月１日 

（趣旨） 

第１ 成績不振学生（単位取得状況に課題のある者）を少なくするためには、学習意欲の乏しい学生を早

期に発見し、適切な修学指導を行うことが必要であり、また、成績不振学生に対しては、学生本人に自

分の置かれた状況をはっきり認識させ、成績不振を挽回するよう適切な指導を行うことが必要である。

このような観点から、工学部及び工学研究科での学生指導に関し、必要な事項を定める。 

 

（学習意欲の乏しい学生の早期発見と修学指導） 

第２ 研究室配属前の学習意欲の乏しい学部学生を早期に発見し適切な修学指導を行うため、次の対策を

とる。 

(1) 各学科において、３年前期までの各学年・各学期ごとに出席状況調査科目を数科目定め、出席状況

の確認を行う。 

(2) 出席状況の確認により、次に掲げる指標に該当する学生に対し、当該授業担当教員及びキャンパス

アドバイザー（以下「CA」という。）が学生に連絡を取り欠席の理由を確認するとともに、適切な修

学指導を行う。 

  ① 授業を正当な理由なく連続して３回欠席している。 

  ② 学期の授業の最初の５回のうち３回以上を正当な理由なく欠席している。 

  ③ ①及び②には該当しないが、正当な理由のない授業欠席が多い。 

 

 (3) 指示されたレポート等を提出しない、授業中ノートを取らないなど修学態度が著しく劣っている学

生に対しては、当該授業担当教員及び CA が、適切な修学指導を行う。 

(4) 学生に連絡がとれないなど修学指導等に課題のある場合は、保護者に状況を説明し、保護者と協力

して指導を行う。 

(5) 修学指導等にあたっては、学科教員が出席状況調査科目以外の授業の出席状況や日常生活態度など

の情報を学科内で共有して行うものとする。 

 

（研究室配属前の成績不振学生に対する修学指導） 

第３ 卒業研究の研究室配属前の成績不振学生に対する修学指導は、次のとおり行う。 

(1) CAが担当学生に対し行うものとし、毎学期の授業開始時の成績表の交付の際に行う。 

(2) CAは単位取得状況を踏まえ、次の指導を行う。 

 

 単位取得状況 措置 

① 前の学期の取得単位数（目安） 

・20 単位以上 

 

・卒業要件単位数取得までの見込みを確認す

る。 
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・10 単位以上 20 単位未満 

 

・修学上又は日常生活上の課題の有無を確認

し、必要に応じ修学指導又は生活指導を行

う。 

・10 単位未満       ・修学上又は日常生活上の課題の確認し、必

要な修学指導又は生活指導を行う。 

② ２学期連続して取得単位数 10 単

位未満 

修学上又は日常生活上の課題の確認し、必要

な修学指導又は生活指導を行う。 

③ ３学期連続して取得単位数 10 単

位未満 

修学上又は日常生活上の課題の確認し、必要

な修学指導又は生活指導を行う。 

学生の状況等に応じ、休学あるいは進路変更

を含めた指導を行う。 

④ ４学期以上連続して取得単位数

10 単位未満 

保護者を含めて、今後の対応（休学、進路変

更）について考える。状況によっては退学を

勧告することを含め指導する。 

(3) その他、必要に応じ、上記に準じた適切な対応をとる。 

 

（研究室配属後の学生に対する指導） 

第４ 研究室配属の学生（工学研究科の学生を含む。）に対する指導は、次のとおり行う。 

(1) 卒業研究又は特別研究の指導教員が指導学生に対し行う。 

(2) 指導教員は学生の単位取得状況および卒業研究又は特別研究への取り組み状況を踏まえて適切な指

導を行う。 

(3) 単位不足、修学又は日常生活に問題がある学生への指導については、学科長又は専攻長、教務委員

を主として、学科又は専攻の教員が情報を共有し、指導教員と協力して行う。 

(4) 必要に応じ保護者に状況を説明し、保護者と協力して指導を行う。 

 

（附則） 

この申合せは、平成２５年４月１日から施行する。 

 

 

 

【分析結果とその根拠理由】 

基礎学力不足の学生、成績不良学生については、学生出席状況の把握体制を構築しており、また個別面談によ

る履修指導、学習方法の指導等を行い、学習状況の把握に務めている。 

以上のことから、本観点を満たしていると判断する。 
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観点５－２－⑤： 夜間において授業を実施している課程（夜間学部や昼夜開講制（夜間主コース））を置い

ている場合には、その課程に在籍する学生に配慮した適切な時間割の設定等がなされ、適切

な指導が行われているか。 

 

【観点に係る状況】 

   該当なし 

【分析結果とその根拠理由】 

 

 

 

 

観点５－３－①： 学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）が明確に定められているか。 

 

【観点に係る状況】 

 観点５－１－①で述べたように、カリキュラム検討 WG、教育プロジェクト WG を学部内に設置し、工学部の学

位授与方針（ディプロマ・ポリシー）を議論した。全学的に統一した領域（言語運用能力、知識・理解、問題解

決・課題探求能力、倫理観・社会的責任）のそれぞれについて工学部としてのディプロマ・ポリシー案を策定し、

教務委員会、教授会の議を経て決定された。学部全体のディプロマ・ポリシー決定後に、このディプロマ・ポリ

シーを各学科ごとに具体的に記述した学科のディプロマ・ポリシーを策定し、決定した。 
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資料５－３－①－１  工学部のディプロマ・ポリシー 

 

 工学部の教育目標 

 

香川大学の教育目標は、次のとおりである。 

豊かな人間性と高い倫理性の上に、幅広い基礎力と高度な専門知識に支えられた課題探

求能力をそなえ、国際的に活動できる人材を育成する。 

● 豊かな人間性・倫理性を備えた人材育成 

● 幅広い基礎力と高度な専門性を備えた人材育成 

● 国際的に活動できる人材育成 

 

工学部では、上記の教育目標を念頭に置き、工学部独自の具体的な目標を定めている。 

工学部の教育到達目標は、以下のとおりである。 

教育目標 

工学を支える自然科学や人文・社会科学など諸科学の基礎を備え、そ

れを基に工学的課題を数理的能力、実践的能力及び多角的思考能力を

用いて解決することができ、また工学の社会的な役割を十分に認識

し、新しい課題を探求する能力、社会・地域とのコミュニケーション

能力、国際社会とのコミュニケーション能力などの素養を備えた技術

者を養成することを目標とする。 

言語運用能力 

・論理的かつ客観的な文書を作成することができる。 

・多様な情報を適切に利用し、効果的なプレゼンテーションを行うこ

とができる。 

・工学的な課題について、基礎的な数理法則を用いて分析することが

できる。 

・英語による情報収集能力、コミュニケーション能力を持っている。 

知識・理解 

・自然科学の基礎知識を持ち、その基本原理を理解している。  

・工学的課題を解決するために必要な工学的基礎知識を修得してい

る。  

・人間、社会、環境についての多角的な視点を備えている。 

問題解決・課題探求能

力 

・自主的、継続的に学習し、新たな課題を探求することができる。 

・専門分野において課題を認識し、その解決に向けて企画、立案し、

遂行することができる。 

・多様な制約の下で専門知識、技術を用いてチームとして問題を解決

するととができる。 

倫理観・社会的責任 

・市民としての社会的責任を自覚して行動することができる。 

・工学倫理に則って、技術者としての社会的役割を担うことができ

る。 
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［香川大学工学部 平成２５年度修学案内２０１３から抜粋］ 

 

資料５－３－①－２－A  学科のディプロマ・ポリシー （安全システム建設工学科） 

安全システム建設工学科 
 

２．学習到達目標（ディプロマポリシー） 

 つぎに示す学習到達目標のもとにカリキュラムを編成する。 

 

多角的思考能力 

(A)解決すべき技術的課題を人間、環境、社会の観点から

多角的に思考することができる。 

倫理観・社会的責任 

（B）安全システム建設工学にかかわる技術者として社会

に対して負う責任や倫理に基づき行動できる。 

自然科学の基礎知識 

（C）技術者として必要な自然科学の基礎知識と数理的基

礎能力を活用できる。 

数理的基礎能力 

（D）安全システム建設工学に関わる技術者として必要な

数理的基礎能力を実社会で活用できる。 

問題解決・課題探求能力 

（E）安全システム建設工学に関わる高度情報化社会に対

応するため、コンピュータと情報処理の基礎知識と技術を

活用できる。 

(F)卒業研究および実験科目等を通じ、課題設定能力、課題

探求能力を身につけ、実社会での問題解決に役立てること

ができる。 

安全システム建設の実践力 

（G）構造物・建築物の安全設計技術や防災システム技

術、安全で快適な居住空間をデザインする技術、健全な自

然環境を実現する技術を習得し、社会で活用することがで

きる． 

（H）インターンシップおよび実務に関連した科目の履修

を通じて、幅広い視野や実務上の問題に対応することがで

きる。 

英語力・言語運用能力 

（I）安全システム建設工学に関して、英語によるコミュ

ニケーションができる。 

コミュニケーション能力 

（J）卒業研究および実験科目等を通じて、研究成果の文

章表現と口頭発表する能力を身につけ、活用することがで

きる。 

 

［香川大学工学部 平成２５年度修学案内２０１３から抜粋］ 

別冊 資料５－３－①－２－B  学科のディプロマ・ポリシー （電子・情報工学科） 

別冊 資料５－３－①－２－C  学科のディプロマ・ポリシー （知能機械システム工学科） 

別冊 資料５－３－①－２－D  学科のディプロマ・ポリシー （材料創造工学科） 



工学部・工学研究科 

- 94 - 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 決定された学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）は修学案内やホームページに掲載されて、学生や教職員が

参照できるように公表されている。また、各学科のディプロマ・ポリシーも修学案内における学科の教育目標等

を記述する部分に掲載し、学生への周知を図っている。ディプロマ・ポリシーは、教育課程・カリキュラムを編

成するカリキュラム・ポリシー（カリキュラム・マップ）に反映され、教育課程編成の基盤としての機能を果た

した。したがって、ディプロマ・ポリシーは組織として明確に定められ、その機能を十分に発揮している。 

以上のことから、本観点を満たしていると判断する。 

 

 

観点５－３－②： 成績評価基準が組織として策定され、学生に周知されており、その基準に従って、成績評

価、単位認定が適切に実施されているか。 

 

【観点に係る状況】 

 成績評価基準として、評価 S（秀）、A（優）、B（良）、C（可）、D（不可）の 5 段階を設定し、それぞれの

評点が 90 点～100 点、80 点～89 点、70 点～79 点、60 点～69 点、59 点以下であることを組織として決定してお

り、修学案内に掲載して学生に周知している。また、それぞれの授業科目ではシラバスにおいて評点を評価する

ための具体的な方法（レポート、小テスト、期末試験の割合など）を明記して、学生の指針となるようにしてい

る。この成績評価基準をもとに、各授業科目において成績評価、単位認定を行っている。 

 また、GPA 制度による成績評価も採用しており、履修登録上限数を超えた履修登録、早期卒業、本学大学院工

学研究科への飛び入学を希望する学生の選抜や、卒業・修了時の学長表彰者の推薦などに活用されている。 

 電子・情報工学科の情報環境コースでは、JABEE の評価で成績の合否基準が認定されている。 

 

資料５－３－②－１  成績評価  

 

 ６．試験及び成績評価について 

 

 (2)成績評価 
                                                                                                       

成績は、下記の評語（評価）をもって表す。ただし、必要と認める場合は、合格、了及び不合格

の評語（評価）を用いることがある。 

      授業科目によっては、出席、履修態度、小テスト、レポート等によって成績評価を付けるも

のもあるので、定期試験さえできれば良いというものではない。 
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（不可（X）は、不合格とする。） 

 

［香川大学工学部 平成２５年度修学案内２０１３から抜粋］ 

評語(評価) 評  点 

秀（S） ９０点～１００点 

優（A） ８０点～８９点 

良（B） ７０点～７９点 

可（C） ６０点～６９点 

不可（X） ５９点以下 

 

資料５－３－②－２  GPA による成績評価について（修学案内） 

GPA による成績評価について 

ＧＰＡ（Grade Point Average）制度は、アメリカの大学において、一般的に用いられている学生の成

績評価システムである。一人の学生が修得してきた授業科目の成績評語（評価）ごとに、以下の表のよう

に GP（Grade Point）を与え、それを平均したものを GPA（Grade Point Average）という。 

    

        

 

 

 

 

 

 

 

 

              S の修得単位数×４＋A の修得単位数×３＋B の修得単位数×２＋C の修得単位数×１ 

 GPA = 

                       ※履修登録単位総数 

 

 

 

本学部では、履修登録科目の上限単位数を超えて履修登録を行うこと、早期卒業、本学大学院工学研究

科への飛び入学を希望する学生について、一定レベル以上の GPA を求めている。 

  

 

   ※不可・履修放棄・試験放棄の単位を含む。また、同じ科目を何度も再履修した場合は、再履修の都

度の履修登録単位を含む。 

 

 

参照； 資料５－２－②－１  シラバス記載例［水資源と水循環の科学］ 

 

 

評語(評価) 評  点 GP 

秀（S） ９０点～１００点 4 

優（A） ８０点～８９点 3 

良（B） ７０点～７９点 2 

可（C） ６０点～６９点 1 

不可（X） ５９点以下 0 
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【分析結果とその根拠理由】 

 成績評価基準を修学案内に明記し、シラバスにおいて成績評価の方法を具体的に記載して、成績評価、単位認

定を行っている。各授業科目における５段階評価の分布について学期末ごとに検討しており、FD においてその

分布等について議論を行っている。それらから判断して適切な成績評価、単位認定が実施されており、本観点を

満たしていると判断する。 

 

観点５－３－③： 成績評価等の客観性、厳格性を担保するための組織的な措置が講じられているか。 

 

【観点に係る状況】 

 成績評価基準は組織として策定し、修学案内、シラバスに記載して学生に周知している。成績判定に用いた資

料（レポート、小テスト、期末試験など）については、各学科で最低 4 年間保管することにしており、成績評価

についての異議申し立て制度による学生からの異議申し立てに関する再調査ができるようにしている。成績評価

についての異議申し立て制度を用いた学生からの異議申し立てに対しては、当該授業科目担当教員は成績評価結

果（訂正を含む）の根拠を示して回答することとしている。また、期末試験を正当な理由により受験できなかっ

た場合には、追試験願いを出して、認められれば追試験が受けられる制度を設けている。さらに、試験において

不正行為をした学生には、処分等について教授会で議論することとしており、学生が不正行為をしないように警

告している。 
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資料５－３－③－２  成績調査依頼票 
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資料５－３－③－３－A  試験における不正行為が生じた場合の取扱いに関する申合せ    

 

定期試験における学生の不正行為があった場合の取扱いについて 

 

平成１７年 １月１７日 

教 授 会 決 定 

改正  平成２１年 ２月１６日 

 

１ 試験監督者が試験中に学生の不正行為を発見した場合 

（１）当該学生に対して即時解答を中止させるとともに、答案用紙その他の不正行為の関係 

物件を取り上げる。 

（２）当該学生の学籍番号及び氏名を確認の上、退室（ただし、退室は試験開始後 15 分とす

る。）させ、試験終了まで場所を指定して待機させる。 

（３）当該試験終了後直ちに、試験監督者は、不正行為の事実を教務委員長（又は工学部学

務係）に報告する。 

 

２ 試験答案の採点中に学生の不正行為を発見した場合 

採点者は、速やかに不正行為の事実を教務委員長（又は工学部学務係）に報告する。 

  

３ 教務委員長は、前２項の報告があったとき、若しくは他部局から同様の報告があったとき

は、当該学生を含め関係者から事情聴取し、必要がある場合は、調査書を作成する。 

  

４ 教務委員会は、前項の調査結果を参考として、事実を判断した上で処分案を作成し、教授会

に提出する。 

 

５ 教授会は、前項の処分案に基づき、その措置を審議し決定する。 

 

６ 工学部長は、不正行為をした学生の当該学期の工学部開設科目の全てを無効とする。 

 

 

資料５－３－③－３－B  試験における不正行為に係る周知    

 

     試験における不正行為が生じた場合の取扱いに関する申合せ（抜粋）試験における不正行為が生じた場合の取扱いに関する申合せ（抜粋）試験における不正行為が生じた場合の取扱いに関する申合せ（抜粋）試験における不正行為が生じた場合の取扱いに関する申合せ（抜粋）    

       

２ 不正行為をした学生の当該学期の授業科目の成績は、原則として全て無効とする。 

３ 不正行為をした学生の処分等の取扱いは、当該学部の教授会で審議する。 

  ４ 前項の審議により香川大学学則第８４条第１項に規定する懲戒処分が相応と決定した場合は、学
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長に懲戒処分の申請を行うものとする。 

 

［香川大学工学部 平成２５年度修学案内２０１３から抜粋］ 

  

 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 成績評価基準を策定し、成績判定資料の一定期間の保管や成績評価についての異議申し立て制度を組織として

完備している。また、試験における不正行為に対する対処方法も決定され、それに基づいて学生の処分が行われ

ている。以上のことから、本観点を満たしていると判断する。 
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観点５－３－④： 学位授与方針に従って卒業認定基準が組織として策定され、学生に周知されており、その

基準に従って卒業認定が適切に実施されているか。 

 

【観点に係る状況】 

 学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）を基にカリキュラム・ポリシーを策定し、その全体的な方針に基づき

教育課程を編成している。授業科目の配置や個々の授業科目の内容及び成績判定基準はディプロマ・ポリシーを

反映した内容になっている。卒業認定基準として卒業要件単位数を教授会で決定しており、それは修学案内に明

記することにより学生に周知されている。卒業認定は、４年次末の学生を対象に教務委員会で行い、最終的には

教授会で審議される。「４年次に履修して不合格となった科目については、３科目を上限に再試験を許可するこ

とがある」という再試験制度を設けて、学生の卒業認定の機会を補償している。 

従って、学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）に基づき実施されている教育課程において、卒業認定基準を

組織として策定しており、学生にも周知している。卒業認定は卒業要件単位数を基に、教務委員会で議論の後、

教授会で決定されている。特に、卒業要件単位数に含まれる「卒業研究」の単位は「問題解決・課題発見能力」

の育成の観点から重要視しており、各学科で卒業研究の中間発表会、最終発表会を開催し、それらの結果を総合

的に判断して学科としてその単位認定を行っている。 

 

 

参照； 資料５－１－②－１ 授業科目の構成と卒業要件 

 

資料５－３－④－１  再試験記述  

 

６．試験及び成績評価について 

 

cccc）））） 再試験再試験再試験再試験     

 

再試験とは、不合格となった授業科目について再度行う試験である。 

工学部の学部開設科目の再試験は、４年次に履修し、不合格となった授業科目に限り、３科

目を上限として許可することがある。ただし、実験、演習及び実習の授業科目については、再

試験を行わない。 

また、全学共通科目についても、上記と同様の条件で、再試験を許可することがある。 

 

［香川大学工学部 平成２５年度修学案内２０１３から抜粋］ 
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資料５－３－④－２  卒業研究評価シート 
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【分析結果とその根拠理由】 

 学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）に基づき実施されている教育課程において、卒業認定基準を組織とし

て策定しており、学生にも周知している。卒業認定は卒業要件単位数を基に、教務委員会で議論の後、教授会で

決定されている。特に、卒業要件単位数に含まれる「卒業研究」の単位は「問題解決・課題発見能力」の育成の

観点から重要視しており、各学科で卒業研究の中間発表会、最終発表会を開催し、それらの結果を総合的に判断

して学科としてその単位認定を行っている。これらのことから、本観点を満たしていると判断する。 

 



工学部・工学研究科 

- 103 - 

 

＜大学院課程（専門職学位課程を含む。）＞ 

 

観点５－４－①： 教育課程の編成・実施方針が明確に定められているか。 

 

【観点に係る状況】 

 平成２１年度にカリキュラム検討 WG、平成２３年度からは教育プロジェクト WG を設置し、学士課程教育のデ

ィプロマ・ポリシー策定と同時に、大学院博士前期課程、博士後期課程の学位授与方針（ディプロマ・ポリシ

ー）を策定した。博士前期課程のディプロマ・ポリシーは学士課程と連続する６年一貫教育を意識した内容にな

っている。この大学院博士課程のディプロマ・ポリシーに基づき、カリキュラム・ポリシーを策定した。カリキ

ュラム・ポリシーで定めた教育課程の編成・実施方針は以下のように策定された。 

・次のような能力を有する技術者を育成するために、柔軟で効果的な教育課程を編成・実施する。 

   （1）専門分野での高度な課題探求・解決能力 

（2）リーダーとして要求される実践的マネジメント能力 

（3）新しい領域に積極果敢に挑戦する能力 

（4）グローバルな活動のための国際展開能力 

平成２４年度から実施している新教育課程（新カリキュラム）はそのカリキュラム・ポリシーに基づき編成さ

れたものである。このカリキュラム・ポリシーは大学院工学研究科学生便覧にはまだ掲載されていないが、教務

委員会及び研究科教授会の審議を経て決定された。 
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資料５－４－①－１  工学研究科（博士前期課程）及び各専攻のディプロマ・ポリシー 
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［香川大学大学院工学研究科 平成２５年度大学院工学研究科学生便覧 ］ 
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資料５－４－①－２  工学研究科（博士後期課程）のディプロマ・ポリシー 

 

 

［香川大学大学院工学研究科 平成２５年度大学院工学研究科学生便覧 ］ 
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資料５－４－①－３  大学院 FD 資料 

平成２４年度第３回 工学部・工学研究科 FD 

日時； 平成 25 年 3 月 8 日（金） １０：３０～１２：００ 

講演テーマ・講師； 「大学院教育が目指すもの」 中西教授 

内容； 

文部科学省から大学・大学院が果たすべきミッションの再定義が求められている。また社会的状況とし

て、技術革新の高度化・高速化、多様化する学生や社会的なニーズ、複雑化する社会システムに対応可能

な人材育成が求められている。これらの状況を踏まえて、昨年度に引き続き工学部教育プロジェクト WG

で実施している大学院のカリキュラム改革の視点から、DP 案、それに対応したシラバスの記載事項の工夫

について考え、工学研究科が目指すべき方向性、なすべき対策について議論する。 

 

 

資料５－４－①－４  香川大学大学院工学研究科カリキュラムポリシー（教務委員会資料） 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 大学院博士前期課程、博士後期課程のディプロマ・ポリシーを達成するための教育課程編成・実施方針として

カリキュラム・ポリシーを組織として策定し、教育課程の編成を行っている。したがって、これらのことから、

本観点を満たしていると判断する。 
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観点５－４－②： 教育課程の編成・実施方針に基づいて、教育課程が体系的に編成されており、その内容、

水準が授与される学位名において適切なものになっているか。 

 

【観点に係る状況】 

 教育課程の編成・実施方針ではカリキュラム・ポリシーに基づき、「高度な課題探求・解決能力」、「実践的

マネジメント能力」、「挑戦する能力」、「国際展開能力」などを備えた技術者の育成を目指した教育課程の編

成を行った。この基本方針を基に授業科目の検討・再編など、教育課程の編成・実施を行った。 

大学院博士前期課程の修了要件は、共通科目４単位、専攻専門科目１２単位、自由科目６単位、特別研究８単

位の計３０単位と、修士論文審査の合格である。各専攻の専攻専門科目の開講授業科目は、専攻として学生が修

めるべき基本的な内容の授業科目を中心に編成を行い、大学院教育の実質化を図っている。なお、博士後期課程

の修了要件は特別研究１０単位と博士論文審査と最終試験の合格となっている。 

 大学院前期課程の具体的なカリキュラムでは、基本方針に沿って、「実践的マネジメント能力」の育成のため

に「工学概論」、「資源・エネルギー論」を、「国際展開能力」の育成のために、「国際・技術戦略論」、「工

学英語」（必修）を、「実践的マネジメント能力」の育成のために「特別研修」、「海外特別研修」、「エンジ

ニアリングマネジメント」等の授業科目を配置している。また、「高度な課題探求・解決能力」、「挑戦する能

力」を育成するために、副指導教員による博士論文の研究の充実を行っている。 

 

 

資料５－４－②－１  工学研究科の修了要件 

 ３．履修について 

 （３）修了要件 

（博 士 前 期 課 程 ） 

工 学 研 究 科 博 士 前 期 課 程 を修 了 （修 士 の学 位 を取 得 ）するためには、所 定 の年 限 以 上 在 学 し、下

表 に示 す所 定 の単 位 を修 得 し、かつ、必 要 な研 究 指 導 を受 けた上 、本 研 究 科 の行 う学 位 論 文 の審 査

及 び最 終 試 験 に合 格 することが必 要 である。このほか、香 川 大 学 大 学 院 学 則 の定 めるところによる。 

    【１２Ｇ・１３Ｇ】 

共 通 科 目  

専 攻 専 門 科 目 ※

１ 

自 由 科 目 ※２  特 別 研 究 Ⅰ 特 別 研 究 Ⅱ 合   計  

４単 位 以 上  １２単 位 以 上  ６単 位 以 上  ４単 位  ４単 位  ３０単 位 以 上  

※１  専 攻 専 門 科 目 については、各 自 が所 属 する専 攻 における授 業 科 目 を選 択 すること。 

※２  自 由 科 目 は、共 通 科 目 、専 攻 専 門 科 目 において修 了 要 件 を超 えて修 得 した単 位 、又 は他 専

攻 における授 業 科 目 をもってかえることができる。 

    【０９Ｇ・１０Ｇ・１１Ｇ】 

専 門 基 礎 科 目  専 門 科 目 ※３ 特 別 研 究 Ⅰ 特 別 研 究 Ⅱ 合   計  

６単 位 以 上  １２単 位 以 上  ４単 位  ４単 位  ３０単 位 以 上  

※３  専 門 科 目 については、各 自 が所 属 する専 攻 における授 業 科 目 を選 択 すること。 
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（香 川 大 学 大 学 院 学 則 より抜 粋 ） 

（標 準 修 業 年 限 ） 

第 １７条  修 士 課 程 の標 準 修 業 年 限 は、２年 とする。（略 ） 

（修 士 課 程 及 び博 士 前 期 課 程 の修 了 要 件 ） 

第 43条  修 士 課 程 及 び 博 士 前 期 課 程 の 修 了 要 件 は 、 本 学 大 学 院 に 2年 (教 育 学 研 究 科 特

別 支 援 教 育 専 攻 特 別 支 援 教 育 コ ー デ ィ ネ ー タ ー 専 修 は 1年 )以 上 在 学 し 、 所 定 の 単

位 を 修 得 し 、 か つ 、 必 要 な 研 究 指 導 を 受 け た 上 、 当 該 課 程 の 目 的 に 応 じ 、 学 位 論

文 又 は 特 定 の 課 題 に つ い て の 研 究 の 成 果 の 審 査 及 び 最 終 試 験 に 合 格 す る こ と と す

る 。 た だ し 、 在 学 期 間 に 関 し て は 、 優 れ た 業 績 を 上 げ た 者 に つ い て は 、 本 学 大 学

院 に 1年 以 上 在 学 す れ ば 足 り る も の と す る  

 

（博 士 後 期 課 程 ） 

工 学 研 究 科 博 士 後 期 課 程 を修 了 （博 士 の学 位 を取 得 ）するためには、所 定 の年 数 以 上 在 学 し、下

表 に示 す所 定 の単 位 を修 得 し、かつ、必 要 な研 究 指 導 を受 けた上 、本 研 究 科 の行 う学 位 論 文 の審 査

及 び最 終 試 験 に合 格 することが必 要 である。このほか、香 川 大 学 大 学 院 学 則 の定 めるところによる。 

特 別 研 究 Ⅲ 特 別 研 究 Ⅳ 合   計  

４単 位  ６単 位  １０単 位 以 上  

（注 ） 博 士 後 期 課 程 の配 当 は、特 別 研 究 Ⅲ（４単 位 ）及 び特 別 研 究 Ⅳ（６単 位 ）の計 １０単 位 であ

る。なお、博 士 前 期 課 程 において単 位 を修 得 していない専 門 基 礎 科 目 及 び専 門 科 目 について

は、博 士 後 期 課 程 において履 修 して単 位 を修 得 することができるものとする。ただし、未 修 得 の

授 業 科 目 に限 る。 

（香 川 大 学 大 学 院 学 則 より抜 粋 ） 

 

［香川大学大学院工学研究科 平成２５年度大学院工学研究科学生便覧 から抜粋］ 
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資料５－４－②－２－A  大学院工学研究科（博士前期課程）教育課程表（安全システム建設工学専攻） 

 

［香川大学大学院工学研究科 平成２５年度大学院工学研究科学生便覧 から抜粋］ 

 

別冊 資料５－４－②－２－B  大学院工学研究科（博士前期課程）教育課程表 

（信頼性情報システム工学専攻） 

別冊 資料５－４－②－２－C  大学院工学研究科（博士前期課程）教育課程表 

（知能機械システム工学専攻） 

別冊 資料５－４－②－２－D  大学院工学研究科（博士前期課程）教育課程表（材料創造工学専攻） 
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資料５－４－②－３  大学院工学研究科（博士後期課程）教育課程表 （安全システム建設工学専攻） 

  

 ［香川大学大学院工学研究科 平成２５年度大学院工学研究科学生便覧 から抜粋］ 
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別冊 資料５－４－②－３  大学院工学研究科（博士後期課程）教育課程表 

（安全システム建設工学専攻、信頼性情報システム工学専攻、 

知能機械システム工学専攻、材料創造工学専攻） 

 

 

【分析結果とその根拠理由】 

本研究科においては、組織としてカリキュラム・ポリシーを策定し、それに基づき教育課程の編成がなされて

いる。教育課程で開講されている授業は学位に相当する内容・水準を満たしていると判断できる。したがって、

本観点を満たしていると判断する。 
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観点５－４－③： 教育課程の編成又は授業科目の内容において、学生の多様なニーズ、学術の発展動向、社

会からの要請等に配慮しているか。 

 

【観点に係る状況】 

本研究科博士前期課程で平成２４年度から実施している新しい教育課程では、修了要件単位数に「自由科目」

を６単位まで認めることにしている。この自由科目は、所属専攻の専門科目でも他専攻の開設科目でもよく、学

生の興味の変化や広い興味に対応できるように設けられている。また、企業等における実務を通じて実践力を養

う「特別研修（２単位）」、「海外特別研修Ⅰ、Ⅱ（４、２単位）」、「エンジニアリングマネジメント（４単

位）」を正規の授業科目に組み込んで社会の要請に応えられる実践力の育成を行っている。さらに、先端工学の

発展動向を広い視野で学ぶ授業科目「工学概論（２単位）」、グローバルな視野を涵養するために「工学英語

（２単位・必修）」、「国際・技術戦略論」授業科目も正規の授業として開講している。 

また、留学生や社会人の１０月入学（秋期入学）希望に応えるため、１０月入学のための入学試験を実施する

とともに、教育課程もそれに対応できる編成としている。東日本大震災以降の社会の防災意識の高まりを受けて、

教育課程において共通科目のなかに「危機管理学」などの授業を、「四国防災・危機管理特別プログラム」事業

の一環として取り入れている。 

 

資料５－４－③－１  大学院工学研究科（博士前期課程）教育課程表（各専攻の共通科目）  
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資料５－４－③－２－A  特別研修（安全システム建設工学専攻）  授業の概要等 

授業の概要 

国内の企業および公共機関等の実際の業務を体験し、建設・建築事業の社会的意味や役割を理解する。実

習は、自らの専攻、将来のキャリアに関連する分野の機関や業種を選択し、主に夏休み期間中を活用して

３週間（実働１５日間）以上従事する。実習終了後はレポートを提出する。効果的な実習となるよう指導

教員との緊密な連携のもとに事前指導、事後指導を行う。 

 

到達目標 

・どのような機関や業種が本専攻あるいは自身の将来と関連が深いか、あるいは自身が目指すキャリア形

成に関連がある企業は何かなどを具体的に理解する。    

・実習先機関概要の調査を踏まえ、実習目標を設定するとともに、希望する実習先機関を抽出する。 

・実習先機関を十分研究し、どのようなテーマのもとで何が得られるのかといった実習イメージを具現化

する。 

・現場での技術適用の体験、社会人としての自立心・責任感、職業意識を体験する。 

・実習先機関で取り組んだこと、成果・反省点などを整理し、報告する。 

 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

事前説明会、事前指導、インターンシップ、実施報告、および事後指導などを行う。 

 

4月 ガイダンス 履修希望者に対する実施説明会 

自己学習課題：候補と考えられる実習先機関概要の調査、実習目標の設定 

随時 履修申込受付 実習希望者の調整・実習先機関の決定 

自己学習課題：実習を希望する機関の明確化、想定される実習内容の検討 

随時 指導教員によるインターンシップ個別指導 

自己学習課題：実習に向けた準備（実習内容の具現化） 

随時 インターンシップ実施 

自己学習課題：実習終了後２週間以内に報告書概要および報告書を提出 

随時 実習成果の整理・報告と指導教員による事後指導 

自己学習課題：実習で得たものの整理、認識 

 

［シラバスから抜粋］ 

 

資料５－４－③－２－B  海外特別研修Ⅰ（安全システム建設工学専攻） 授業の概要等 

授業の概要 

実務研修は、基本的に、インターンシップ協定を結んでいる大学が紹介する海外企業および公共機関・研

究機関・大学等で、学科に関連する分野の研修を行い、工学の意味や役割を理解する。研修期間は、1 週

間の実働を５日間とし、最低４週間以上とする。効果的な実務研修となるよう、事前に説明会・準備会を

開催するが、語学・専門分野の自主学習は必須である。研修終了後は報告書を提出し、報告会でひとり 

20 分程度のプレゼンテーションを行う。事後活動として、次期派遣者へのサポートや次期国際インターン

シップ関連行事等にも参加する。 

 

到達目標 

１．自分の研修先での課題を十分理解して、課題の内容、解決方法、成果等を英語で説明ができるように

なる 

２．研修を通じて国際感覚を身に付け、会話力や語学力を向上させる 

３．将来のキャリア形成に関係した自己の将来展望ができるようになる 



工学部・工学研究科 

- 116 - 

 

４．海外研修経験者として後輩学生へのアドバイスやサポートが行えるようなリーダーシッ  プを身に

付ける 

 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

2月  国際インターンシップ候補者の募集・選考 

自己学習課題：国際インターンシップの概要の理解、研修目標の設定。実務研修を希望する

機関の 

明確化、想定される研修内容の検討。     

1・2月  国際インターンシップ準備会 

      カバーレター・英文履歴書の作成・送付 

5～７月頃  受入協定校による国際インターンシップ先の選定 

自己学習課題：実務研修に向けた準備（専門知識・語学・ビザ取得等） 

9・10月  国際インターンシップ開始 

帰国後2週間以内  国際インターンシップ報告書･アンケート提出 

自己学習課題：終了後に報告書概要および報告書を提出。報告会でのプレゼンテーションの

準備。  

翌年2月  国際インターンシップ報告会 

自己学習課題：報告会における研修内容のプレゼンテーション。 

 

［シラバスから抜粋］ 

 

資料５－４－③－２－D  エンジニアリングマネジメント 授業の概要等 

授業の概要 

本講義は、前半部分としてチームワーキングの演習を行う。これは簡単な性格分析アンケートを通じて分

析された結果に基づいて、チーモロジー理論によって作成されたチームで簡単なプロジェクトを実施し、

その内容を発表することを通じて、自己分析をし、自己のチーム内での役割を理解する活動を行う。後半

部分では、地域の産官の協力を得て、チーム単位で各協力企業等の持っている課題を発見し、チームの取

り組むべきテーマの決定を行い。さらに、それを解決するために協力し、調査・勉強し、これを解決する

活動を行う。最後に地域の経営者等を交えた場での発表会を通じて自分たちの活動を報告する。 

 

授業の目的 

本講義では、少人数のチームでの活動を通じて、チームワーキングを学び、地元の産官の協力のもと実際

に企業等で抱えている問題を発見し、課題を設定し、その課題を自分たちのチームの知識で、あるいは、

必要な知識を自習しながら解決する一連の活動を通じて、一歩踏み出す力、考え抜く力、協力する力を体

得することを目的としている。 

 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

第１週目・・・オリエンテーション 

第２週目・・・チーモロジーの説明 

第３、４週目・・・スモールプロジェクト１ 

第５、６週目・・・スモールプロジェクト２ 

第７、８、９週目・・・スモールプロジェクト３ 

第１０週目・・・協力企業の決定 

第１１週目以降 各チームに分かれてプロジェクト実践 

最終発表会は２月中旬を予定しております。 

［シラバスから抜粋］ 
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資料５－４－③－２－E  工学概論 授業の概要等 

授業の概要 

幅広い工学分野における現代的課題とその解決方法を学ぶために、４専攻の教員がそれぞれの分野におけ

る最近のトピックス的課題とその解決に向かう手法、研究方法について解説する。 

本講義では主に講義形式で授業を行い、各種資料を配付して教材とし、理解の促進を図る。一部の授業は

英語による授業形式で行う。 

 

到達目標 

所属する専攻以外の知識を用い、工学に関わる幅広い課題について議論することができる。 

 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

第1回から第3回、および第12回は林（敏）が担当する（第1週は講義全体の概要説明も行う）。 

教育工学に関する主要な内容を最新のトピックスを交えながら講義する。 

第4回から第7回は品川が担当する。 

機械材料と材料加工に関する主要な内容を最新のトピックスを交えながら講義する。 

第8回から第11回は野々村が担当する。 

地球環境に関する主要な内容を最新のトピックスを交えながら講義する。 

第13回から第16回は林（純）が担当する。 

画像工学に関する主要な内容を最新のトピックスを交えながら講義する。 

［シラバスから抜粋］ 

 

資料５－４－③－２－F  工学英語 授業の概要等 

授業の概要 

本授業は 2 部構成で行われる。第一に、実際の TOEIC テストと同一構成の例題を解くことで、TOIEC のス

コア向上を目指すためのトレーニングを行う。第二に、科学技術論文（英文）の表現のスキルを養うた

め、研究目的、実験・調査方法、データ分析、結果考察等々、科学技術論文の各構成で用いられる基本的

なフレーズや用語を、種々の例文を用いて理解する。 

 

到達目標 

1) リスニングや読解等のトレーニングを通じ、英語の実践的スキルが向上する。 

2) 科学技術論文（英文）で使われる基本的な英語表現が用いられた内容を理解することができる。 

 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

第1週：授業ガイダンス 

第2週：TOIEC対策トレーニング(1) 

第3週：TOIEC対策トレーニング(2) 

第4週：TOIEC対策トレーニング(3) 

第5週：TOIEC対策トレーニング(4) 

第6週：TOIEC対策トレーニング(5) 

第7週：TOIEC対策トレーニング(6) 

第8週：TOIEC対策トレーニング(7) 

第9週：TOIEC対策トレーニング(8) 

第10週：TOIEC対策トレーニング(9) 

第11週：科学技術論文の表現(1)（仮説設定、実験装置、試料、測定等にかかる表現例） 

第12週：科学技術論文の表現(2)（分析方法、計算方法等にかかる表現例） 

第13週：科学技術論文の表現(3)（結果、討議・結論にかかる表現例） 

第14週：科学技術論文の表現(4)（数学的記述にかかる表現例） 

第15週：科学技術論文の表現(5)（度量衡、品質等にかかる表現例）、小テスト 
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［シラバスから抜粋］ 

 

資料５－４－③－２－G  国際・技術戦略論 授業の概要等 

授業の概要 

科学技術のボーダレス化における技術開発、連携の戦略的取り組みを習得するために、国際会議の意義、

国際交流協定校との共同研究の利点と課題、企業における技術戦略の現状、世界における地域文化と技術

需要、地域文化の理解などについての講義を行い、技術戦略の国際的視点を涵養する。 

 

到達目標 

１．技術開発における国際会議やISO規格等の重要性を示すことができる 

２．国際共同研究の利点と欠点を述べることができる 

３．企業における国際的な技術戦略の一つをあげることができる 

４．世界の技術需要の地域性や国際的技術連携の例を挙げることができる 

 

授業計画並びに授業及び学習の方法 

第1週 国際・技術戦略論への導入（国際的な技術戦略の重要性） 

第2週 技術開発における国際会議の重要性（国際会議の種類、研究成果発表と情報収集） 

第3週 技術開発における国際的ISO規格（ISO規格の制定、ISO規格の目的） 

第4週 国際交流協定に基づく共同研究、技術開発（１）（国際交流協定、国際共同研究の利点と課題） 

第5週 国際交流協定に基づく共同研究、技術開発（２）（国際交流協定、国際共同研究の利点と課題） 

第6週 国際交流協定に基づく共同研究、技術開発（３）（国際交流協定、国際共同研究の利点と課題） 

第7週 国際交流協定に基づく共同研究、技術開発（４）（国際交流協定、国際共同研究の利点と課題） 

第8週 企業における国際技術戦略（企業の視点での国際的な技術展開） 

第9週 海外におけるフィールド研究と国際共同研究（海外フィールド研究における重要なポイント） 

第10週 海外の公立研究機関の基礎研究と国際戦略（国立研究所の基礎研究内容とその海外連携をターゲ

ットにした活動の具体例） 

第11週 JICAにおける国際技術連携（１）（JICAの全般的な事業内容と戦略、外部講師） 

第12週 JICAにおける国際技術連携（２）（JICAの特定地域の技術需要と具体的事業内容、外部講師） 

第13週 経済の国際的な動向と技術の需要（１）（外部講師） 

第14週 経済の国際的な動向と技術の需要（２）（外部講師） 

第15週 経済の国際的な動向と技術の需要（３）（外部講師） 

 

［シラバスから抜粋］ 
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資料５－４－③－３   四国防災・危機管理特別プログラム 

 

 

 

 

[資料 5-4-③-3 四国防災・危機管理特別ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾊﾟﾝﾌ から抜粋] 
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 【分析結果とその根拠理由】 

学生の多様なニーズ、学術の発展動向、社会からの要請等に配慮した教育課程の編成になっており、 

本観点を満たしていると判断する。 

 

 

観点５－５－①： 教育の目的に照らして、講義、演習等の授業形態の組合せ・バランスが適切であり、それ

ぞれの教育内容に応じた適切な学習指導法が採用されているか。 

 

【観点に係る状況】 

 大学院ディプロマ・ポリシーに基づき編成した平成２４年度から実施の新カリキュラムでは、教育目標を達成

するために講義、演習等の授業形態の組合せ・バランスを十分に検討した。「基礎的能力の充実」のために、講

義科目においても演習を多く取り入れるようにしている。また、「実践的な問題解決・課題探求能力の涵養」を

目的に、企業におけるインターンシップを単位化する「特別研修」、「海外特別研修」、地域企業の協力を得て

PBL を行う「エンジニアリングマネジメント」等、少人数で行う実践的な授業を取り入れている。さらに、教育

目標を総合的に達成することを目指す「特別研究Ⅰ、Ⅱ」では、指導教員の下で対話・討論を行いながら研究・

開発を実践することとしている。 

 

参照； 資料５－４－②－２－A 大学院工学研究科（博士前期課程）教育課程表（安全システム建設工学専攻） 

参照； 別冊 資料５－４－②－２－B  大学院工学研究科（博士前期課程）教育課程表 

（信頼性情報システム工学専攻） 

参照； 別冊 資料５－４－②－２－C  大学院工学研究科（博士前期課程）教育課程表 

（知能機械システム工学専攻） 

参照； 別冊 資料５－４－②－２－D  大学院工学研究科（博士前期課程）教育課程表 

（材料創造工学専攻） 

 

参照； 別冊 資料５－４－②－３  大学院工学研究科（博士後期課程）教育課程表 

（安全システム建設工学専攻、信頼性情報システム工学専攻、 

知能機械システム工学専攻、材料創造工学専攻） 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 「実践的な問題解決・課題探求能力の涵養」を目指すインターンシップ、PBL による授業を取り入れており、

講義科目においても演習的要素を組み入れるなどしている。また、教育内容に応じて ICT を用いた多様なメディ

アの利用や、対話・討論型授業及び少人数教育を行っている。したがって、カリキュラムにおける講義、演習、

等の授業形態の組み合わせ・バランスは適切になっており、授業形態や教育内容に応じた学習指導法が適切に採

用されており、本観点を満たしていると判断する。 
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観点５－５－②： 単位の実質化への配慮がなされているか。 

 

【観点に係る状況】 

 大学院においても学部と同様に、各授業科目のシラバスにおいて学習目標、学習到達目標を明示し、１５週の

授業時間ごとに学習内容、自己学習課題を明記して、学生の自主的な学習時間確保を促している。また、個々の

授業では、小テスト、レポート課題などを課すことにより、授業の学習到達目標とする能力・スキルが身につく

ように工夫をしている。授業時間数は半期の授業では１５週を確保することを原則としており、全期の授業でも

学習内容、自己学習課題を明記して３５週の授業期間を確保している。休講がある場合には補講を行うこととし

ている。 
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資料５－５－②－１  シラバス ウォーターマネジメント工学 

 

 



工学部・工学研究科 

- 123 - 

 

 

 

 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 大学院で開講されている授業科目の各シラバスにおいて学習目標、学習到達目標が明示され、自己学習課題が

授業時間ごとに示されている。また、小テスト、レポート課題が課される授業も多い。半期の授業では授業時間

数は１５週、全期の授業では３５週が確保されている。以上のことから、本観点を満たしていると判断する。 

 

 

観点５－５－③： 適切なシラバスが作成され、活用されているか。 

 

【観点に係る状況】 

 シラバスはすべての授業科目について、学部とほぼ同一のフォーマットを用いて作成することになっている。

シラバスには授業の目的・概要、到達目標、成績評価の方法と基準、授業計画並びに授業及び学習の方法、教科

書・参考書等、オフィスアワー、教員からのメッセージ等が記載されており、学生が授業科目の情報を知るため

にわかりやすい内容となっている。シラバスの印刷版を大学院生に配布しており、WEB 上でもシラバス電子版を

どこでも閲覧できるシステムとしている。 

 学生による授業評価の質問項目に「シラバスに書かれた授業の到達目標に向けて、授業が組み立てられてい

る」という項を入れて、学生のシラバスへの関心を喚起している。 

 

参照； 資料５－５－②－１  シラバス ウォーターマネジメント工学 
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資料５－５－③－１－A  シラバス掲載 HP 
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資料５－５－③－１－B  HP 掲載シラバス 
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資料５－５－③－２－A  学生による授業評価のアンケート用紙 

 

 

 

 

 

資料５－５－③－２－B  学生による授業評価のアンケートの分析結果 

Q6 シラバスに書かれた授業の到達目標に向けて、授業が組み立てられている 

評価平均  ４．２３ 

 

 

【分析結果とその根拠理由】 

適切なシラバスが作成されており、平成２４年度に実施した博士前期課程修了者へのアンケート調査では、シ

ラバスを参考にした学生は８４％に上っていることなどから、本観点を満たしていると判断する。 

 

 

観点５－５－④： 夜間において授業を実施している課程（夜間大学院や教育方法の特例）を置いている場合

には、その課程に在籍する学生に配慮した適切な時間割の設定等がなされ、適切な指導が行

われているか。 

 

【観点に係る状況】 

   該当なし 

 

【分析結果とその根拠理由】 
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観点５－５－⑤： 専門職学位課程を除く大学院課程においては、研究指導、学位論文（特定課題研究の成果

を含む。）に係る指導の体制が整備され、適切な計画に基づいて指導が行われているか。 

 

【観点に係る状況】 

 香川大学大学院工学研究科規程において、博士前期課程の学生には指導教員１名、博士後期課程の学生には主

指導教員１名、副指導教員２名以上をつけることを定めており、大学院工学研究科学生便覧に明記している。各

学生の指導教員は、各専攻の推薦を基に教務委員会が審議し、その後、研究科教授会での了承を得て決定される。

研究指導、学位論文指導のスケジュールについては、教務委員会、各専攻を通じて各指導教員に周知される。ま

た、博士前期課程の特別研究Ⅰ、Ⅱ、博士後期課程の特別研究Ⅲ、Ⅳにおいては、それぞれ修士論文、博士論文

を作成するために必要な能力を習得できるよう指導することとし、その進捗状況を中間チェックする制度も設け

ている。 

  

資料５－５－⑤－１  授業指導教員に関する規程  

 （指導教員） 

第３条 学生の専攻分野の研究を指導するため、学生ごとに指導教員を置く。 

２ 研究科博士前期課程の学生の指導教員は、１人とする。 

３ 研究科博士後期課程の学生の指導教員は、主指導教員１人及び副指導教員２人以上とする。 

４ 指導教員は、研究科専任の教授をもって充てる。ただし、研究科教授会において必要

と認めたときは、研究科専任の准教授若しくは講師又は寄附講座若しくは外国人教師制

度による客員教授若しくは客員准教授（以下「客員教授等」という。）をもって充てる

ことができる。 

５ 前項の客員教授等の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。 

６ 助教の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。 

 

［香川大学大学院工学研究科規程 から抜粋］ 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 研究指導、学位論文に係る指導の体制が整備され、適切な計画で指導が行われており、このような指導体制の

下で、多くの学生が国内全国学会や国際会議で研究発表しており、学習効果が上がっている。したがって、本観

点を満たしていると判断する。 
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観点５－６－①： 学位授与方針が明確に定められているか。 

 

【観点に係る状況】 

 観点５－１－①で述べたように、カリキュラム検討 WG、教育プロジェクト WG を学部内に設置して学士課程の

学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）を議論した際に、同時に大学院の学位授与方針を検討した。博士前期課

程及び博士後期課程の修了時に到達されるべき能力・目標（倫理観・社会的責任、実践的マネジメント能力、専

門的知識・技術、課題への挑戦・解決能力、グローバル展開能力）を、課程全体について及び各専攻について策

定した。策定した学位授与方針について教務委員会、教授会で議論を行い、決定された。この学位授与方針は大

学院工学研究科学生便覧やホームページで公表している。特に、博士後期課程の学位授与方針は学位授与規定に

おいて、厳正に定められている。 

 

 

参照； 資料５－４－①－１  工学研究科（博士前期課程）及び各専攻のディプロマ・ポリシー 

参照； 資料５－４－①－２  工学研究科（博士後期課程）のディプロマ・ポリシー 

 

 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）は大学院工学研究科学生便覧における学位授与規定として明確に定め

られており、公表されている。また、各専攻のディプロマ・ポリシーも掲載されており、学生に専攻における学

習到達目標を周知している。このディプロマ・ポリシーを基に現在のカリキュラムが編成されている。 

以上のことから、本観点を満たしていると判断する。 
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観点５－６－②： 成績評価基準が組織として策定され、学生に周知されており、その基準に従って、成績評

価、単位認定が適切に実施されているか。 

 

【観点に係る状況】 

 学士課程と同様に、成績評価基準として評価 秀、優、良、可、不可 の 5 段階を設定し、それぞれの評点が

90 点～100 点、80 点～89 点、70 点～79 点、60 点～69 点、59 点以下であることを組織として決定しており、大

学院工学研究科学生便覧に掲載して学生に周知している。各授業科目における 5 段階評価の分布について学期末

ごとに検討しており、大学院 FD においてその分布等について議論を行っている。それぞれの授業科目ではシラ

バスにおいて評点を評価するための具体的な方法（レポート、小テスト、期末試験の割合など）を明記して、学

生の指針となるようにしている。この成績評価基準をもとに、各授業科目において成績評価、単位認定を行って

いる。 

また、GPA 制度による成績評価も実施しており、学長賞、学部長賞などの学生の顕彰に活用されている。 

 

 

資料５－６－②－１  単位の授与  

（７）単位の授与及び定期試験等について  

①授 業 科 目 を履 修 した学 生 に対 しては、試 験 又 は研 究 報 告 により単 位 を与 える。 

②成 績 は、秀 、優 、良 、可 又 は不 可 の評 語 （評 価 ）をもって表 し、秀 、優 、良 、可 を合 格 、不 可 を不

合 格 とする。 

 

評 語 （評 価 ） 秀  優  良  可  不 可  

評  点  90点 以 上  80～89点  70～79点  60～69点  59点 以 下  

 

［香川大学大学院工学研究科 平成２５年度大学院工学研究科学生便覧から抜粋］ 

 

資料５－６－②－２  GPA 制度による成績評価（工学研究科学生便覧より抜粋） 

 

GPA による成績評価について 

ＧＰＡ（Grade Point Average）制度は、アメリカの大学において、一般的に用いられている学生の成

績評価システムである。一人の学生が修得してきた授業科目の成績評語（評価）ごとに、以下の表のよう

に GP（Grade Point）を与え、それを平均したものを GPA（Grade Point Average）という。 
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              S の修得単位数×４＋A の修得単位数×３＋B の修得単位数×２＋C の修得単位数×１ 

 GPA = 

                       ※履修登録単位総数 

 

 

   ※不可・履修放棄・試験放棄の単位を含む。また、同じ科目を何度も再履修した場合は、再履修の都

度の履修登録単位を含む。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 成績評価基準を大学院工学研究科学生便覧に明記し、シラバスにおいて成績評価の方法を具体的に記載して、

成績評価、単位認定を行っている。各授業科目における 5 段階評価の分布について学期末ごとに検討しており、

大学院 FD においてその分布等について議論を行っている。 

以上のことから、本観点を満たしていると判断する。 

 

観点５－６－③： 成績評価等の客観性、厳格性を担保するための組織的な措置が講じられているか。 

 

【観点に係る状況】 

 成績評価基準は組織として策定し、大学院工学研究科学生便覧、シラバスに記載して学生に周知している。成

績判定に用いた資料（レポート、小テスト、期末試験など）については、各専攻で最低５１年間保管することに

しており、成績評価についての異議申し立て制度による学生からの異議申し立てに関する再調査ができるように

している。成績評価についての異議申し立て制度用いた学生からの異議申し立てに対しては、当該授業科目担当

教員は成績評価結果（訂正を含む）について根拠を示して回答することとしている。また、期末試験を正当な理

由により受験できなかった場合には、追試験願いを出して、認められれば追試験が受けられる制度を設けている。 

 

参照； 資料５－３－③－２ 成績調査依頼票 

 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 成績評価基準を組織として策定し、成績判定資料の一定期間の保管や成績評価についての異議申し立て制度を

完備している。したがって、本観点を満たしていると判断する。 

 

 

評語(評価) 評  点 GP 

秀（S） ９０点～１００点 4 

優（A） ８０点～８９点 3 

良（B） ７０点～７９点 2 

可（C） ６０点～６９点 1 

不可（X） ５９点以下 0 
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観点５－６－④： 専門職学位課程を除く大学院課程においては、学位授与方針に従って、学位論文に係る評

価基準が組織として策定され、学生に周知されており、適切な審査体制の下で、修了認定が

適切に実施されているか。 

 また、専門職学位課程においては、学位授与方針に従って、修了認定基準が組織として策

定され、学生に周知されており、その基準に従って、修了認定が適切に実施されているか。 

 

【観点に係る状況】 

 博士前期課程の修了要件は、所定の単位を３０単位以上（共通科目４単位、専攻専門科目１２単位、自由単位

６単位、特別研究Ⅰ、Ⅱ８単位）を修得し、学位（修士）論文審査と最終試験に合格することである。学位（修

士）論文審査及び最終試験は、主査１名、副査２名の３名の審査委員で行われる。学位（修士）論文発表会及び

最終試験の結果を基に審査が行われる。審査委員の審査結果を基に専攻が修了認定案を教務委員会に提出し、教

務委員会の議を経て、最終的に研究科教授会で議決される。学位（修士）論文の審査は、修士論文評価シートの

評価項目を参考に、「自主的に研究計画を立て、研究遂行をできたか」、「新たな問題点を見いだすことができ

たか」、「自分の研究テーマについて説明でき、分野のなかでの意味づけを認識しているか」、「学位（修士）

論文の構成が系統立っているか」などの観点から審査し、総合的に評価して合格を決定している。 

 博士後期課程の修了要件は、特別研究Ⅲ、Ⅳ１０単位の修得と、学位（博士）論文審査と最終試験に合格する

ことである。博士後期課程ではまず３名以上の審査委員による予備審査に合格したあと、学位（博士）論文審査

と最終試験が主査１名、副査２名の最低３名の審査委員で行われる。他大学院又は他研究科の教員等を副査に採

用して、学位（博士）論文審査と最終試験を実施することができる。博士論文公聴会と最終試験の結果を基に、

審査委員が審査結果を提出する。審査委員の審査結果を基に専攻が修了認定案を教務委員会に提出し、教務委員

会の議を経て、最終的に研究科教授会で博士後期課程担当有資格者の票決により議決される。学位（博士）論文

の審査委員会における審査では、「創造的な研究計画を立て、研究遂行を行ったか」、「新しい知見・発見など

を見いだしているか」、「自分の研究成果を詳細に説明でき、分野のなかでのその意味づけを認識しているか」、

「学位（博士）論文の構成が系統立っており、オリジナリティがあるか」、「学術論文に結果が公表されている

か」などの観点から審査し、総合的に評価して合格を決定している。 

 以上の修了認定プロセスは、香川大学大学院工学研究科規程、香川大学大学院工学研究科学位（修士）授与審

査細則、香川大学大学院工学研究科学位（博士）授与審査細則、香川大学大学院工学研究科学位（博士）授与審

査細則の運用方針として大学院工学研究科学生便覧に掲載され、学生に周知されている。 

 

資料５－６－④－１  香川大学大学院工学研究科学位（修士）授与審査細則 

香川大学大学院工学研究科学位（修士）授与審査細則（抜粋） 

 （目的） 

第１条 この細則は、香川大学学位規則第２６条の規定に基づき、香川大学大学院工学研究科（以下「研

究科」という。）における学位（修士）の授与に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（学位論文の審査申請） 

第２条 学位（修士）論文（以下「論文」という。）の審査を申請しようとする者は、指導教員の承認を

得て別紙様式第１による学位（修士）論文審査申請書（以下「申請書」という。）に論文を添え、専攻

長を経て、研究科長に提出するものとする。 

２ 提出する論文等は正本１部、副本２部とする。ただし、第３条第１項の本文に規定する学位論文審査
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委員の数が同条同項のただし書により増えた場合は、増分数の副本を提出するものとする。 

３ 第１項に規定する申請は、在学期間中に行うものとし、申請書は２月１日、論文は２ 月２０日（第

１学期末修了予定の者については、申請書は６月３０日、論文は７月３１ 日）までに提出するものと

する。ただし、提出締切日が休日に当たるときは、その翌日 とする。 

 （学位論文審査委員数等） 

第３条 学位（修士）論文審査委員（以下「審査委員」という。）は、主査１名、副査２名とす

る。ただし、副査の数は、必要に応じて増やすことができる。 

２ 前項の主査は、当該学生の論文の指導教員をもって充てる。 

３ 第１項の審査委員のうち副査は、必要があれば、当該専攻以外の教員をもって充てる ことができ

る。 

 （学位論文審査委員選定） 

第４条 専攻長は、審査申請のあった論文の審査委員候補者を選定し、別紙様式第２による学位（修士）

論文審査委員候補者一覧表（以下「一覧表」という。）により、研究科長に提出するものとする。 

２ 研究科長は、前項の一覧表を、研究科教授会に提出するものとする。 

３ 研究科教授会は、前項の一覧表に基づき、審査委員を決定する。 

 （学位論文発表会） 

第５条 専攻長は、申請書の提出があったときは、学位論文発表会（以下「発表会」という。）を開催す

る。発表会においては、主査の総括のもとに、発表者と審査委員及びその他発表会出席者との間で質疑

応答を行う。 

２ 専攻長は、発表会の日程を学位（修士）論文発表会日程表（別紙様式第３）により、研究科長に報告

するものとする。研究科長は、発表会の日程を研究科関係者に周知するものとする。 

 （学位論文の審査及び最終試験） 

第６条 論文の審査及び最終試験は、審査委員が主査の総括の下に行う。 

２ 前項の最終試験は、論文等の内容を中心として、これに関連のある授業科目についての筆記又は口述

とする。なお、この最終試験は、前条第１項に規定する発表会をもって代えることができる。 

３ 第１項の論文の審査及び最終試験の成績評価は、合格又は不合格とする。 

 （学位論文の審査及び最終試験の結果報告） 

第７条 審査委員（主査）は、論文の審査及び最終試験が終了したときは、別紙様式第４による学位（修

士）論文審査及び最終試験結果報告書（以下「報告書」という。）により、当該専攻長を経て、研究科

長に報告するものとする。 

 （学位授与の決定） 

第８条 研究科長は、前項の報告書等に基づき、別表様式第５による博士前期課程修了及び学位（修士）

授与認定資料（以下「認定資料」という。）を作成し、研究科教授会に提出するものとする。 

２ 研究科教授会は、前項の認定資料に基づき、博士前期課程修了の認定を行うとともに、香川大学学位

規則第１５条第１項及び第２項の規定に基づき、審議により学位を授与すべきか否かを議決する。 

 （学位論文の保管） 

第９条 審査して合格した論文は、当該専攻において保管するものとする。 
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資料５－６－④－２  香川大学大学院工学研究科学位（博士）授与審査細則 

香川大学大学院工学研究科学位（博士）授与審査細則（抜粋） 

 

   第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この細則は、香川大学学位規則（以下「規則」という。）第２６条の規定に基づき、香川大学大

学院工学研究科（以下「工学研究科」という。）博士後期課程における学位（博士）の授与（以下「学

位の授与」という。）に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

第２章 課程修了に係る学位審査 

（学位論文の提出時期及び資格要件） 

第２条 香川大学大学院学則（以下「学則」という。）第４９条及び規則第５条第１項に規定する学位の

授与を申請しようとする者は、本学大学院博士後期課程在学中に学位（博士）論文（以下「学位論文」

という。）を提出するものとする。 

２ 前項の学位論文の提出時期は、工学研究科教授会（以下「研究科教授会」という。）において定める

博士後期課程第３年次の１月（第２学期から入学した者については７月）の指定する期日までとする。

ただし、学則第４４条第２項及び第４項ただし書の規定による優れた研究業績を上げたと認められる者

については、研究科教授会において定める博士後期課程第１年次の１月（第２学期から入学した者につ

いては７月）の指定する期日までに、学則第４４条第３項ただし書の規定による優れた研究業績を上げ

たと認められる者については、研究科教授会において定める博士後期課程第２年次の１月（第２学期か

ら入学した者については７月）の指定する期日までに提出できるものとする。 

３ 前項に規定する「優れた研究業績を上げたと認められる者」とは、本学大学院工学研究科博士後期課

程において、十分な研究指導を受け、研究業績が学術論文（学会誌又はこれに準ずる権威ある学術雑誌

等に掲載された論文。共著論文を含む。）２報以上に結実し、かつ、早期に学位論文提出の資格要件を

満たし、研究科教授会の議を経て、工学研究科長（以下「研究科長」という。）が標準修業年限の短縮

に値すると認めた者をいう。 

４ 第１項の規定により学位の授与を申請できる者とは、香川大学大学院工学研究科規程（以下「規程」

という。）第４条第１項別表２に規定する修了要件単位（以下「所定の単位」という。）を修得し、か

つ、必要な研究指導を受けた者又は修了予定日までに所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受

ける込みが確実であると認められる者とする。 

 

（学位論文提出の手続） 

第３条 課程修了に係る学位の授与を申請しようとする者は、あらかじめ研究科教授会の承認を受けて次

の各号に掲げる書類を、指導教員及び専攻長の承認を得た上で、工学研究科長に提出するものとする。

ただし、第２号から第６号までの書類については、別に審査用として必要部数を提出するものとし、第

７号については、予備審査の申請時に未提出であった書類に限り、提出するものとする。 

( 1 ) 学位審査申請書（課程博士）（別紙様式第１）             １部 

( 2 ) 論文目録（別紙様式第２）                      １部 

( 3 ) 学位論文（日本語又は英語）                     １部 
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( 4 ) 学位論文の内容の要旨（日本語又は英語）（別紙様式第３）       １部 

( 5 ) 主論文                              各１部 

（日本語又は英語以外で記述してある場合は、日本語又は英語の訳文（全文）を添付するものと

する。また、公刊予定である場合は、掲載承諾書（写）又は印刷契約書（写）を添付するものと

する。） 

( 6 ) その他（参考資料を添付することができる。）            各１部 

 ( 7 ) 共著者の承諾書（別紙様式第４）               共著者各１部 

( 8 ) 履歴書（別紙様式第５）                       １部 

 

（審査委員会） 

第４条 前条に規定する学位論文等を受理したときは、研究科長は、学位論文の審査及び最終試験の実施

を研究科教授会に付託し、研究科教授会は、申請者ごとに審査委員会を設ける。 

 

（学位論文の審査及び最終試験） 

第５条 審査委員会は、学位論文を受理した日から速やかに学位論文の審査及び最終試験を行い、その結

果については、研究科教授会に文書をもって報告するものとする。 

 

（学位授与の決定） 

第６条 研究科教授会は、前条に規定する報告に基づき審議の上、投票により学位の授与の議決を行う。 

 

（学位授与の時期） 

第７条 前条の規定により学位論文の審査及び最終試験に合格した者に対する学位授与の時期は、原則と

して次の各号に掲げるとおりとする。 

( 1 ) 標準修業年限内に合格した者（第２号及び第３号に規定する者を除く。） 

第３年次末の定められた日 

( 2 ) 学則第４４条第２項ただし書及び第４項ただし書の規定により合格した者  

第１年次末の定められた日。ただし、第２年次又は第３年次で合格した者については合格した

日 

( 3 ) 学則第４４条第３項ただし書の規定により合格した者 

第２年次末の定められた日。ただし、第３年次で合格した者については合格した日 

( 4 ) その他の者  

合格した日 

 

第３章 課程修了によらない学位論文提出に係る学位審査 

（学位論文提出の手続） 

第８条 規則第５条第２項に規定する学位の授与を申請しようとする者は、研究科教授会において定める

期日までに学位論文を提出するものとする。 

２ 前項の規定により学位論文を提出して学位の授与を申請することができる者とは、次の各号の一に該

当する者とする。 
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( 1 ) 本学大学院工学研究科博士後期課程に標準修業年限以上在学し、所定の単位を修得し、かつ、必

要な研究指導を受けた後退学した者 

( 2 ) 大学院の修士課程又は博士前期課程の修了者で、原則として４年以上の研究歴を有する者 

( 3 ) 大学を卒業した者で、原則として７年以上の研究歴を有する者 

( 4 ) 前各号のほか、研究科教授会において学位申請の資格を有すると認めた者 

３ 前項第２号及び第３号に規定する研究歴とは、次の各号の一に掲げるものとする。 

( 1 ) 大学の専任教員として研究に従事した期間 

( 2 ) 大学の研究生として研究に従事した期間 

( 3 ) 大学院の学生として在学した期間 

( 4 ) 官公庁、会社等において研究に従事した期間 

( 5 ) 前各号のほか、その他研究科教授会において認めた期間 

 

（学位論文提出の提出手続） 

第９条 課程修了によらない学位論文提出に係る学位の授与を申請しようとする者は、あらかじめ研究科

教授会の承認を受けて、次の各号に掲げる書類を、運用方針第１４条に規定する指導教員等及び専攻長

の承認を得た上で、研究科長を経て学長に提出するものとする。ただし、第２号から第６号までの書類

については、別に審査用として必要部数を提出するものとし、第７号については、予備審査の申請時に

未提出であった書類に限り、提出するものとする。 

( 1 ) 学位審査申請書（論文博士）（別紙様式第６）             １部 

( 2 ) 論文目録（別紙様式第７）                      １部 

( 3 ) 学位論文（日本語又は英語）                     １部 

( 4 ) 学位論文の内容の要旨（日本語又は英語）（別紙様式第８）       １部 

( 5 )  主論文                               各１部 

   （日本語又は英語以外で記述してある場合は、日本語又は英語の訳文（全文）を添付するものと

する。また、公刊予定である場合は、掲載承諾書（写）又は印刷契約書（写）を添付するものと

する。） 

( 6 ) その他（参考資料を添付することができる。）            各１部 

( 7 ) 共著者の承諾書（別紙様式第９）               共著者各１部 

( 8 ) 履歴書(別紙様式第１０)                       １部 

( 9 ) 最終学校の卒業(修了)証明書                     １部 

(10) 研究歴証明書(別紙様式第１１)                各機関各１部 

(11) 戸籍抄本                              １部 

(12) 学位論文審査手数料（以下「審査手数料」という。） 文部科学省令で定める額 

２ 前条第２項第１号に該当する者が、退学後１年以内に申請する場合にあっては、前項の規定にかかわ

らず、前項第９号に規定する書類の提出及び審査手数料の納付については免除することができる。 

 

（審査委員会） 

第 10 条 前条に規定する学位論文等を受理したときは、研究科長は、学位論文の審査及び学力の確認の

実施を研究科教授会に付託し、研究科教授会は、申請者ごとに審査委員会を設ける。  
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（学位論文の審査及び学力の確認） 

第 11 条 審査委員会は、学位論文を受理した日から速やかに学位論文の審査及び学力の確認を行い、そ

の結果については、研究科教授会に文書をもって報告するものとする。 

 

（学位授与の決定） 

第12条 研究科教授会は、前条に規定する報告に基づき審議の上、投票により学位の授与の議決を行う。 

 

（学位授与の時期） 

第 13 条 前条の規定により学位論文の審査及び学力の確認に合格した者に対する学位授与の時期は、合

格した日とする。 

 

 

 

資料５－６－④－３  香川大学大学院工学研究科学位（博士）授与審査細則の運用方針 

香川大学大学院工学研究科学位（博士）授与審査細則の運用方針（抜粋） 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この運用方針は、香川大学大学院工学研究科学位（博士）授与審査細則（以下「細則」とい

う。）第１５条の規定に基づき、香川大学大学院工学研究科（以下「本研究科」という。）における博

士後期課程における学位（博士）の授与（以下「学位の授与」という。）に関し必要な細目を定めるこ

とを目的とする。 

 

第２章 課程修了に係る学位審査 

 （予備審査） 

第２条 細則第２条第１項及び第２項に規定する提出時期に、課程修了に係る学位審査を申請しようとす

る者は、細則第３条第１項の規定により、あらかじめ研究科教授会による予備審査を受け、承認を得る

ものとする。 

  

（予備審査の申請書類） 

第３条 予備審査を申請する者は、指導教員及び専攻長の承認を得た上で、次の各号に掲げる書類を研究

科長に提出するものとする。ただし、第２号から第４号までの書類については、別に予備審査用として

必要部数を提出するものとする。 

( 1 ) 予備審査申請書（課程博士）（別紙様式第１）             １部 

( 2 ) 学位論文の概要（日本語又は英語）（別紙様式第２）          １部 

( 3 ) 主論文（公刊予定の場合は、その原稿の写し）            各１部 

（日本語又は英語以外で記述してある場合は、日本語又は英語の訳文（全文）を添付するものと

する。） 
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( 4 ) その他（参考資料を添付することができる。）            各１部 

 

 （予備審査の申請時期） 

第４条 予備審査の申請時期は、学位論文提出予定期日の３月以前とする。 

 

 （予備審査の付託） 

第５条 予備審査の申請があったときは、研究科長は研究科教授会に報告し、各専攻に学位の授与の審査

請求に値するか否かを決定するための予備審査を付託する。 

 

 （予備審査委員会と審査） 

第６条 各専攻は、前条に規定する予備審査を行うために、予備審査委員会を組織する。予備審査委員会

は、原則として、指導教員又は専攻長を含めた３人以上の予備審査委員（以下「委員」という。）によ

って構成する。予備審査委員会の委員長（以下「委員長」という。）は、指導教員又は専攻長を充てる

ものとする。また、必要がある場合は、他の研究科又は他の大学の大学院又は研究所等（外国の大学院

又は研究所等を含む。）の教員等を委員に含めることができる。 

２ 前項に規定する委員長は、予備審査委員会の総括を行うものとする。 

３ 予備審査委員会の開催日時、開催場所等については、委員長において決定するものとする。ただし、

開催日時は、原則として、博士後期課程の修了予定年次の１１月（９月修了者については５月）までに

開催するものとする。 

４ 予備審査は、提出予定の学位論文の妥当性、研究内容・研究手法の的確性及び取りまとめの方向等を

点検・検討し、多角的、かつ、総合的な観点から重要な指摘や教示等を行うものとする。 

５ 予備審査委員会の開催日時等が決定した場合には、専攻長は、速やかに予備審査日程表（課程博士）

（別紙様式第３）により、研究科長に報告するものとし、研究科長は、予備審査の開催日時等を関係者

に周知するものとする。 

６ 予備審査委員会は、予備審査を付託された日から２月以内に、学位の授与の審査請求に値するか否か

を審査し、予備審査結果報告書（課程博士）（別紙様式第４）により、専攻長を経て、研究科教授会に

報告するものとする。 

 

（予備審査の議決と結果の通知） 

第７条 研究科教授会は、予備審査委員会からの報告に基づき、学位の授与の審査請求に値するか否かを

審議のうえ議決し、研究科長はその結果を速やかに申請者に通知するものとする。 

 

（学位論文） 

第８条 学位論文は、日本語又は英語で記述するものとする。 

 

（主論文） 

第９条 原則として、主論文（学位論文の基礎となる論文）中には、学術論文（学会誌又はこれに準ずる

権威ある学術雑誌等に掲載された論文。共著論文については、共著者が過去において、大学評価・学位

授与機構又はいずれの大学に対しても学位論文として申請していないもの及び将来においても使用しな
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いものに限って含めることができる。）が修士課程又は博士前期課程在学中を含めて２報以上あること

を必要とする。 

２ 前項の主論文のうち、少なくとも１報は、博士課程在学中の研究成果に基づく学術論文（プロシーデ

ィングスは除く。）であることを必要とする。 

３ 国際学会が主催する学術集会のプロシーディングス（他の学術論文と内容上の重複がなく、学術論文

に準じる形式で作成されているものに限る。）については、１報のみを第１項に規定する「学術論文」

に該当するものとみなすことができる。 

４ 第１項の主論文のうち、少なくとも１報は、申請者が筆頭著者（単著を含む。）であることを必要と

する。 

５ 主論文は、公刊済みのもの又は公刊予定のものとする。公刊予定のものを提出する場合は、公刊する

ことを予約した掲載承諾書（写）又は印刷契約書（写）を添付するものとする。なお、公刊され次第、

速やかに研究科長へ提出しなければならない。また、共著のものについては、共著者の承諾書（別紙様

式第５）を共著者につき各１部を併せて提出するものとする。また、日本語又は英語以外で記述してい

る場合は、日本語又は英語の訳文（全文）を添付するものとする。 

 

（審査委員会） 

第 10 条 細則第４条に規定する審査委員会は、主査１人及び副査２人以上の計３人以上の審査委員をも

って組織する。ただし、審査委員のうち１人は申請者の指導教員とし、原則として、主査は指導教員を

充てることとし、主査は審査委員会の総括を行うものとする。また、必要がある場合は、他の研究科又

は他の大学の大学院又は研究所等（外国の大学院又は研究所等を含む。）の教員等を副査にすることが

できる。 

２ 各専攻は、前項の審査委員を選出するため、学位申請者に係る学位審査委員候補者を選定し、審査委

員候補者一覧表（課程博士）（以下「一覧表」という。）（別紙様式第６）により、研究科長に提出す

るものとする。 

３ 研究科長は、前項の一覧表を、研究科教授会に提出するものとする。 

４ 研究科教授会は、前項の一覧表に基づき、審査委員を選出する。 

 

 （学位論文の審査及び最終試験） 

第 11 条 学位論文の審査において、審査委員会は、学位論文の公聴会を開催するものとする。 

２ 専攻長は、公聴会の開催日程を学位論文公聴会日程表（課程博士）（別紙様式第７）により研究科長

に報告し、原則として開催日の１週間前までに、学位論文の公聴会の日程を公示するものとする｡ 

３ 最終試験は、学位論文を中心として、これに関連する分野について筆記又は口述により行う。 

４ 第１項及び第３項に規定する学位論文の審査及び最終試験の成績評価は、合格又は不合格とする。 

５ 第１項及び第３項に規定する学位論文の審査及び最終試験の結果については、前条第１項に規定する

審査委員会が、専攻の議を経て、研究科教授会に文書をもって報告するものとする。 

６ 前項に規定する報告の文書は、学位論文（課程博士）の審査結果の要旨及び学位（課程博士）の最終

試験の結果の要旨（別紙様式第８）とする。 

 

（学位の授与の決定） 
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第 12 条 研究科長は、前条第６項の報告書に基づき、別表様式第９による学位授与認定資料（課程博

士）（以下「認定資料」という。）を作成し、研究科教授会に提出するものとする。 

２ 研究科教授会は、前項の認定資料に基づき、博士後期課程修了の認定を行うとともに、学位を授与す

べきか否かを議決する。 

３ 前項の学位の授与の議決は、学位授与審査投票用紙（課程博士）（別紙様式第１０）を使用し、無記

名投票により行うものとする。 

 

第３章 課程修了によらない学位論文提出に係る学位審査 

（予備審査） 

第 13 条 細則第８条第１項に規定する提出時期に、課程修了によらない学位論文提出に係る学位審査を

申請しようとする者は、細則第９条第１項の規定により、あらかじめ研究科教授会による予備審査を受

け、承認を得るものとする。 

 

 （指導教員等） 

第 14 条 前条の学位審査を申請するに当たっては、申請に先立ち、細則第８条第２項第１号に該当する

者は、原則として在学時の指導教員を、細則第８条第２項第２号から第４号に該当する者は、学位論文

の内容に関連のある研究分野の本学大学院工学研究科博士後期課程における研究指導教員を紹介教員と

して選択しなければならない。 

 

 （予備審査の申請書類） 

第 15 条 予備審査を申請する者は、前条の指導教員等及び専攻長の承認を得た上で、次の各号に掲げる

書類を研究科長に提出するものとする。ただし、第２号から第４号までの書類については、別に予備審

査用として必要部数を提出するものとする。 

( 1 ) 予備審査申請書（論文博士）（別紙様式第１１）            １部 

( 2 ) 学位論文草稿（日本語又は英語）（仮綴じで可）            １部 

( 3 ) 主論文（公刊予定の場合は、その原稿の写し）            各１部 

（日本語又は英語以外で記述してある場合は、日本語又は英語の訳文（全文）を添付するものと

する。） 

( 4 ) その他（参考資料を添付することができる。）            各１部 

( 5 ) 履歴書（別紙様式第１２）                      １部 

( 6 ) 研究歴証明書(別紙様式第１３)                 各機関１部 

( 7 ) 最終学校の卒業(修了)証明書                     １部 

 

 （予備審査の付託） 

第 16 条 予備審査の申請があったときは、研究科長は研究科教授会に報告し、各専攻に学位の授与の審

査請求に値するか否かを決定するための予備審査を付託する。 

 

 （予備審査委員会と審査） 

第 17 条 各専攻は、前条に規定する予備審査を行うために、予備審査委員会を組織する。予備審査委員
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会は、原則として、専攻長及び指導教員等を含めた３人以上の予備審査委員（以下「委員」という。）

によって構成する。予備審査委員会の委員長（以下「委員長」という。）は、専攻長を充てるものとす

る。また、必要がある場合は、他の研究科又は他の大学の大学院又は研究所等（外国の大学院又は研究

所等を含む。）の教員等を委員に含めることができる。 

２ 前項に規定する委員長は、予備審査委員会の総括を行うものとする。 

３ 予備審査委員会の開催日時、開催場所等については、委員長において決定するものとする。 

４ 予備審査委員会の開催日時等が決定した場合には、専攻長は、速やかに予備審査日程表（論文博士）

（別紙様式第１４）により、研究科長に報告するものとし、研究科長は予備審査の開催日時等を関係者

に周知するものとする。 

５ 予備審査委員会は、予備審査を付託された日から２月以内に、学位の授与の審査請求に値するか否か

を審査し、予備審査結果報告書（論文博士）（別紙様式第１５）により専攻長を経て、研究科教授会に

報告するものとする。 

 

（予備審査の議決と結果の通知） 

第 18 条 研究科教授会は、予備審査委員会からの報告に基づき、学位の授与の審査請求に値するか否か

を審議のうえ議決し、研究科長はその結果を速やかに申請者に通知するものとする。 

 

（学位論文） 

第 19 条 学位論文は、日本語又は英語で記述するものとする。 

 

（主論文） 

第 20 条 原則として、主論文（学位論文の基礎となる論文）中には、学術論文（学会誌又はこれに準ず

る権威ある学術雑誌等に掲載された論文。共著論文については、共著者が過去において、大学評価・学

位授与機構又はいずれの大学に対しても学位論文として申請していないもの及び将来においても使用し

ないものに限って含めることができる。）が４報以上あることを必要とする。また、細則第８条第２項

第１号に該当する者が退学後１年以内に申請する場合にあっては、修士課程及び博士前期課程在学中を

含めて２報以上あることを必要とする。 

２ 国際学会が主催する学術集会のプロシーディングス（他の学術論文と内容上の重複がなく、学術論文

に準じる形式で作成されているものに限る。）については、４報のうち２報までを第１項に規定する

「学術論文」に該当するものとみなすことができる。 

３ 第１項の主論文のうち、少なくとも２報は、申請者が筆頭著者（単著を含む。）であることを必要と

する。 

４ 主論文は、公刊済みのもの又は公刊予定のものとする。公刊予定のものを提出する場合は、公刊する

ことを予約した掲載承諾書（写）又は印刷契約書（写）を添付するものとする。なお、公刊され次第、

速やかに研究科長へ提出しなければならない。また、共著のものについては、共著者の承諾書（別紙様

式第１６）を共著者につき各１部を併せて提出するものとする。また、日本語又は英語以外で記述して

ある場合は、日本語又は英語の訳文（全文）を添付するものとする。 

 

（審査委員会） 
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第 21 条 細則第１０条に規定する審査委員会は、主査１人及び副査２人以上の計３人以上の審査委員を

もって組織する。ただし、審査委員のうち１人は申請者の指導教員等とし原則として主査は指導教員等

を充てることとし、主査は審査委員会の総括を行うものとする。また、必要がある場合は、他の研究科

又は他の大学の大学院又は研究所等（外国の大学院又は研究所等を含む。）の教員等を副査にすること

ができる。 

２ 各専攻は、前項の審査委員を選出するため、学位申請者に係る学位審査委員候補者を選定し、審査委

員候補者一覧表（論文博士）（以下「一覧表」という。）（別紙様式第１７）により、研究科長に提出

するものとする。 

３ 研究科長は、前項の一覧表を、研究科教授会に提出するものとする。 

４ 研究科教授会は、前項の一覧表に基づき、審査委員を選出する。 

 

 （学位論文の審査及び学力の確認） 

第 22 条 学位論文の審査において、審査委員会は、学位論文の公聴会を開催するものとする。 

２ 専攻長は、公聴会の開催日程を学位論文公聴会日程表（論文博士）（別紙様式第１８）により研究科

長に報告し、原則として開催日の１週間前までに、学位論文の公聴会の日程を公示するものとする。 

３ 学力の確認は、専攻分野及び外国語（英語）について筆記試験又は口述試験により行う。 

４ 前項の規定にかかわらず、本学大学院工学研究科博士後期課程に所定の標準修業年限以上在学し、所

定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受け退学した者が３年以内に香川大学学位規則第５条第２

項の規定により博士の学位の授与を申請した場合については、前項に規定する学力の確認のために行う

試験を免除することができる。 

５ 第１項及び第３項に規定する学位論文の審査及び学力の確認の成績評価は、合格又は不合格とする。 

６ 第１項及び第３項に規定する学位論文の審査及び学力の確認の結果については、前条第１項に規定す

る審査委員会が、専攻の議を経て、研究科教授会に文書をもって報告するものとする。 

７ 前項に規定する報告の文書は、学位論文（論文博士）の審査結果の要旨及び学位（論文博士）の学力

の確認の結果の要旨（別紙様式第１９）とする。 

 

（学位の授与の決定） 

第 23 条 研究科長は、前条第７項の報告書に基づき、別表様式第２０による学位授与認定資料（論文博

士）（以下「認定資料」という。）を作成し、研究科教授会に提出するものとする。 

２ 研究科教授会は、前項の認定資料に基づき、学位を授与すべきか否かを議決する。 

３ 前項の学位の授与の議決は、学位授与審査投票用紙（論文博士）（別紙様式第２１）を使用し、無記

名投票により行うものとする。 
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資料５－６－④－４  修士論文評価シート 
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【分析結果とその根拠理由】 

学位論文に係る評価基準が組織として策定され、学生に周知されており、適切な審査体制の下で、修了認定が

適切に実施されていることから、本観点を満たしていると判断する。 

 

 

 



工学部・工学研究科 

- 145 - 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

 

【優れた点】 

AP、DP、CP を統一的に策定し、それらをもとに具体的なカリキュラムを編成して、学生のニーズ、学術の発

展、社会からの要請を反映した教育内容及び方法を実施していることが優れた点である。また、教育の成果を判

断するための各種アンケートを実施して、カリキュラムへフィードバックする体制をとっていることも優れた点

である。 

 

 

【改善を要する点】※改善計画を含む。 

 教育の質保証を担保するために、成績評価（S、 A、 B、 C）の分布について統一的な基準を作成する必要が

あると考えられる。 

 また、学生の自主的な学習を促す取組をもっと強化して、単位の実質化を図る必要がある。 
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基準６ 学習成果 

 

（１）観点ごとの分析 

 

観点６－１－①： 各学年や卒業（修了）時等において学生が身に付けるべき知識・技能・態度等について、

単位修得、進級、卒業（修了）の状況、資格取得の状況等から、あるいは卒業（学位）論文

等の内容・水準から判断して、学習成果が上がっているか。 

 

【観点に係る状況】 

 本学部では、卒業までに２回、学生の単位修得状況を審査し、一定の条件を満たしていない学生には進級を認

めず、以後の履修を制限する制度を設けている。 

 1 回目 第２年次第１学期終了時：所定の単位を修得していない学生に対し、全学共通科目の履修を促進する

ために第２年次第２学期以降の学部開設科目の履修を制限する（通称「第

１関門」）。 

 ２回目 第３年次第１学期終了時：所定の単位を修得していない学生に対し、卒業研究への着手を認めない

（通称「第２関門」。ただし、単位数により仮着手が認められる場合があ

るが、半年後に再審査を行う）。 

所定の単位は修学案内に記載し、入学時及び各学期初めのガイダンスで周知を徹底している。また、各学期初め

には CA（キャンパス・アドバイザー）が各学生の修得単位数を確認し、適宜履修指導を行っている。 

 卒業認定は、履修単位数を基準として学位授与の認定を厳正に行っている。特に、卒業研究（卒業論文）の単

位認定は、卒業研究発表会を実施し、その評価と指導教員の意見をもとに内容・水準を審査し、学科として客観

性、厳格性を確保した単位認定を行っている。 

 学生の資格取得、学会での研究発表や各種の受賞を把握するとともに、卒業予定者アンケートを実施して学習

成果の達成状況を把握している。 

本研究科博士前期課程では、学生の単位取得状況、学位論文に向けた研究進捗状況を指導教員（１名）が確認

を行う。学位（修士）論文の審査は、３人の審査委員（主査１名、副査２名）で行い、修士論文発表会の評価と

修士論文の内容・水準の評価を総合して、厳正に論文審査を行っている。また、学士課程と同様に、学生の資格

取得、学会での研究発表や各種の受賞を把握するとともに、修了予定者アンケートを実施して学習成果の達成状

況を把握している。 

 本研究科博士後期課程では、学位論文に向けた研究進捗状況を主指導教員１名、副指導教員２名の体制で確認

を行っている。学位（博士）論文の審査は、予備審査を通過したものに対して、３人の審査委員（主査１名、副

査２名）で行い、博士論文公聴会及び最終試験の評価と博士論文の内容・水準の評価を総合して、厳正に学位授

与の認定を行っている。 

 本学部の学生の第一関門の進級率は９３%、第２関門の進級率は８６％（正規８１％、仮配属５％）である。

また、標準就業年限内卒業率及び「標準修業年限×1.5」年内卒業率はそれぞれ７９％、８２％と適正な値とな

っている。資格取得、学会賞受賞数（H22～24 で 24 件）、卒業論文の内容・水準及び学生のアンケートの結果

も良好である。 

 本研究科博士前期課程における標準就業年限内修了率は約８８％、「標準修業年限×1.5」年内卒業率は９

１％とそれぞれ高い値となっている。国際会議の Student Paper Award などの学会賞受賞数、修士論文の内容・

水準、修了予定者アンケートの結果も良好である。 
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 本研究科博士後期課程における標準就業年限内修了率は７５％、「標準修業年限×1.5」年内卒業率は８０％

とあまり高い値ではない。社会人学生の比率が多いためである。しかし、学会賞受賞及び博士論文の内容・水準

については良好である。 

 

資料６－１－①－１－A 工学部の標準就業年限内修了率及び「標準修業年限×1.5」年内修了率 

 

標準修了年限内修了率及び「標準修了年限×１．５」年内卒業率 

      

            

学部 

入学者

数※１ 

標準年限卒業 

「標準修了年

限×１．５」年

内卒業（６年） 

 卒業※

３ 

除籍 退学 

転学部

等 

在籍中 

卒業者※

２ 

卒業

率 

卒業

者 

卒業

率  

            

 

          

07T 289 198 68.51% 234 80.97% 

 

0 3 33 2 17 

08T 287 227 79.09% 242 84.32% 

 

  4 15 2 24 

09T 282 222 78.72% 223 79.08% 

 

  4 12 6 37 

            

※１ 入学者数には、編入生及び転学部した学生を含む。 

      

※２ 標準年限卒業者には、途中休学した学生は含まない。 

      

※３ 左表に含まれない卒業した人数。 

       

※ 早期修了も標準に含む。 

        

 

 

資料６－１－①－１－B 工学研究科博士前期課程の標準就業年限内修了率 

及び「標準修業年限×1.5」年内修了率 

 

標準修了年限内修了率及び「標準修了年限×１．５」年内卒業率 

      

            

博士前期 入学者数※１ 

標準年限修了 

「標準修了年限

×１．５」年内修

了（３年） 

 

修了※

３ 

除籍 退学 

転学部

等 

在籍中 

修了者 修了率 修了者 修了率 

 

            

 

          

09Ｇ 118 95 80.51% 102 86.44% 

 

0 3 13   0 

10G 135 120 88.89% 126 93.33% 

 

0 0 9   0 

11G 130 115 88.46% 116 89.23% 

 

  1 9   4 

            

※３ 左表に含まれない卒業した人数。 

        

※ 早期修了も標準に含む。 
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資料６－１－①－１－C 工学研究科博士後期課程工学部の標準就業年限内修了率 

及び「標準修業年限×1.5」年内修了率 

 

標準修了年限内修了率及び「標準修了年限×１．５」年内卒業率 

      

            

博士後期 入学者数※１ 

標準年限卒業 

「標準修了年限×

１．５」年内卒業（５

年） 

 

修了※

３ 

除籍 退学 

転学部

等 

在籍

中 

修了者 修了率 修了者 修了率 

 

            

 

          

08D 21 11 52.38% 12 57.14% 

 

0 0 6   3 

09D 12 9 75.00% 11 91.67% 

 

  0 0   1 

10D 8 6 75.00% 6 75.00% 

 

  0 0   2 

            

※３ 左表に含まれない卒業した人数。 

        

※ 早期修了も標準に含む。 

         

 

  

資料６－１－①－２ 卒業時免許取得者 

卒業時免許取得者一覧 

 

     

整理番号 年度毎番号 年度 免許種類１ 免許種類２ 

39 1 H24 高等学校教諭一種免許状 工業 

40 2 H24 高等学校教諭一種免許状 情報 

41 3 H24 高等学校教諭一種免許状 工業 

42 4 H24 高等学校教諭一種免許状 情報 

43 5 H24 高等学校教諭一種免許状 工業 

44 6 H24 高等学校教諭一種免許状 理科 

45 7 H24 高等学校教諭一種免許状 理科 

46 8 H24 高等学校教諭専修免許状 工業 

     

     

 

資料６－１－①－３ 学生の学会賞等の受賞状況 
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資料６－１－①－４  工学研究科 博士前期課程 修了生 学位論文題目（抜粋）   
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資料６－１－①－５ 工学研究科 博士後期課程 修了生 学位論文題目 

工学研究科 博士後期課程 修了生 学位論文題目 

 平成 24 年度修了生 

整理 

番号 

入学年度 

（学籍番号） 

氏  名 学位論文題目 

１ 

平成 22 年度 

（10D401） 

宇都宮直樹 壁土のせん断力学特性に基づく土塗壁の耐力変形推定式の提案 

２ 

平成 22 年度 

（10D402） 

錦織和紀郎 海岸用被覆ブロックの環境性能に関する研究 

３ 

平成 17 年度 

（05D457） 

三谷 朋幹 

生産限界線に基づく生産スケジューリングの多目的近似最適化

に関する研究 

４ 

平成 19 年度 

（09D451） 

秋山 浩一 

直交表を用いた組合わせテストにおける因子選択と割り付けに

対する研究 

 

５ 

 

平成 22 年度 

(10D501) 

木谷 光来 

 

発話動作を自律学習する発話ロボットと聴覚障がい者の発話訓

練装置への応用に関する研究 

 

６ 

 

平成 22 年度 

(10D502) 

 

堤 成可 

 

ドライバの後側方警報システムへの信頼感向上手法に関する研

究 

７ 

平成 21 年度 

（09D552） 

高木勝規 

多結晶オーステナイト鋼の高速変形を含む各種ひずみ速度にお

ける塑性変形挙動に関する研究 

８ 

平成 22 年度 

（10D551） 

白井英登  微小共振器構造を用いたテラヘルツ波の発生・検出および制御 

９ 

(静岡県立科

学技術高等学

校) 

安田 倫己 

コンピュータ機構とハードウェア理解のための実践的高校技術

教育に関する研究 

 

 

  

【分析結果とその根拠理由】 

単位修得、進級、卒業（修了）の状況、資格取得の状況等から、あるいは卒業（学位）論文等の内容・水

準から判断して、本観点を満たしていると判断する。 
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観点６－１－②： 学習の達成度や満足度に関する学生からの意見聴取の結果等から判断して、学習成果が上

がっているか。 

 

【観点に係る状況】 

 本学部の卒業予定者へのアンケートを実施し、４年間の学士課程教育を通じていろいろな能力がついたかどう

か、満足度等を訊いている。これを基に学習成果が上がっているかどうかを調査している。 

 大学院博士前期課程についても、修了予定者へのアンケートを学士課程と同様な内容で実施し、身についた能

力、満足度等を訊ねている。これを基に学習成果が上がっているかどうかを調査している。 

 本学部の卒業予定者アンケートでは、学士課程教育で身に付けるべき能力として次のようなものを挙げている。 

１）大学生として自律的に目的や目標を設定する力、２）学問に対する探求心を持ち体系立てて考える力、

３）社会に関心を持ち職業や進路選択へ意識づける力、４）多面的観点から総合的に判断する力、５）ものご

との課題を発見し解決する力、６）一般的な教養や広い知識、７）基礎的および専門的な知識・技術・手法の

習得、８）パソコン等を使って文書や資料を作成する力、９）プレゼンテーションの力、10）科学的・数量的

にものごとを見る力、11）英語の力、12）チームワークの力 

これらの能力に対して「身についた」、「やや身についた」と回答した学生の割合は 70%～80%に達している。

ただし、「11）英語の力」については 40%を切って、低い値となっている。 

 また、満足度については 80%を超える学生が「満足」、「やや満足」と答えている。 

 大学院博士前期課程の修了予定者アンケートでは、大学院教育で身に付けるべき能力として次のようなものを

挙げている。 

 １）プレゼンテーションの力、２）専門分野の高度な知識、３）数学、自然科学の深い知識、４）探究心を持

つ力、５）ものごとの課題を発見し、解決する力、６）社会問題の理解力、７）英語の力、８）チームワーク

の力 

これらの能力に対して「身についた」、「やや身についた」と回答した学生の割合は、１）、２）、４）、５）

については 70%～80%、３）、６）については 60%、７）については 40%であった。 

 また、満足度については 90%を超える学生が「満足」、「やや満足」と答えている。 
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資料６－１－②－１－A  卒業生（予定者）アンケート質問事項 

 

   

 

 

資料６－１－②－１－B  ２０１２年度卒業生（予定者）アンケート分析結果 
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［４年生（卒業予定者）アンケートの分析について から抜粋］ 

 

別冊 資料 6-1-②-1-B  ４年生（卒業予定者）アンケートの分析について 
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資料６－１－②－２－A  大学院博士前期課程修了生（予定者）アンケート質問事項 

  

 

 

  

 

【分析結果とその根拠理由】 

学習の達成度や満足度に関する学生からのアンケートによる意見聴取の結果等から判断して、英語の能力以

外については、本観点を満たしていると判断する。 
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観点６－２－①： 就職や進学といった卒業（修了）後の進路の状況等の実績から判断して、学習成果が上が

っているか。 

 

【観点に係る状況】 

 学生の就職や進学については、就職委員会、就職指導部会及び各学科の就職担当教員が学生の指導にあたって

おり、求人情報の提供、就職説明会の開催、大学院情報の提供などを行っている。また、学生の就職内定状況、

大学院進学決定の状況を詳細に把握して、学生の卒業（修了）後の進路決定を促進している。このような指導体

制及び教務的な指導体制の下で、ほとんどの学生の卒業（修了）後の進路が決定している。 

 本学部卒業生の進路確定率は、９３．９%（2010 年度）、８９．６%（2011 年度）、９２．９%（2012 年度）

と高い水準を維持している。このうちで進学者の割合は、５４．７%（2010 年度）、４５．９%（2011 年度）、

４３．１%（2012 年度）であり、残りが就職した学生の割合である。進学者は主に香川大学大学院工学研究科へ

進学しているが、他大学大学院への進学者もいる。就職希望者就職率も、８７．５%（2010 年度）、９７．５%

（2011 年度）、９５．５%（2012 年度）と良好な値を維持している。 

 本研究科博士前期課程修了生の進路確定率は、９４．８%（2010 年度）、９１．５%（2011 年度）、９４．２%

（2012 年度）と極めて高い。進学者は多くはないが一定数はいる。就職希望者就職率も、９４．５%（2010 年

度）、１００．０%（2011 年度）、９７．３%（2012 年度）と良好な値を維持している。 

 本研究科博士後期課程修了生の進路確定率は、７１．４%（2010 年度）、１００．０%（2011 年度）、７５．

０%（2012 年度）であり、進路確定率はやや低い。これは博士号取得者の就職難の状況を反映している。 
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資料６－２－①－１－A  卒業生の就職・進学状況（進路確定率、進学率、就職率、就職希望者就職率） 

 

卒業生の就職・進学状況 

    

     

学科 区分 

卒業年度 

平成２２年 平成２３年 平成２４年 

安全システム建設工学科 

進学率 44.9% 32.2% 25.8% 

就職率 51.0% 52.5% 71.0% 

就職希望者就職率 92.6% 100.0% 100.0% 

          

信頼性情報システム工学科 

進学率 54.7% 45.8% 46.3% 

就職率 37.3% 41.0% 46.3% 

就職希望者就職率 82.4% 94.4% 93.9% 

          

知能機械システム工学科 

進学率 65.1% 53.1% 57.8% 

就職率 25.4% 45.3% 34.4% 

就職希望者就職率 76.2% 100.0% 95.7% 

          

材料創造工学科 

進学率 51.1% 51.6% 41.7% 

就職率 48.9% 37.1% 48.3% 

就職希望者就職率 100.0% 95.8% 90.6% 

          

工学部 

進学率 54.7% 45.9% 43.1% 

就職率 39.2% 43.7% 49.8% 

就職希望者就職率 87.5% 97.5% 95.5% 

          

 

 

別冊 資料６－２－①－１－B  卒業生の就職・進学状況（平成２２年度～平成２４年度） 
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資料６－２－①－２－A  修了生（博士前期課程）の就職・進学状況 

（進路確定率、進学率、就職率、就職希望者就職率） 

 

修了生（博士前期課程）の就職・進学状況 

   

     

専攻 区分 

修了年度 

平成２２年 平成２３年 平成２４年 

安全システム建設工学専攻 

進学率 0.0% 0.0% 0.0% 

就職率 100.0% 93.3% 100.0% 

就職希望者就

職率 

100.0% 100.0% 100.0% 

          

信頼性情報システム工学専攻 

進学率 4.0% 2.7% 0.0% 

就職率 88.0% 86.5% 93.3% 

就職希望者就

職率 

91.7% 100.0% 97.7% 

          

知能機械システム工学専攻 

進学率 3.3% 2.8% 10.3% 

就職率 93.3% 88.9% 87.2% 

就職希望者就

職率 

96.6% 100.0% 97.1% 

          

材料創造工学専攻 

進学率 11.5% 4.9% 0.0% 

就職率 80.8% 87.8% 85.7% 

就職希望者就

職率 

91.3% 100.0% 94.7% 

          

工学研究科 

進学率 5.2% 3.1% 3.3% 

就職率 89.6% 88.4% 90.9% 

就職希望者就

職率 

94.5% 100.0% 97.3% 

          

 

 

 

別冊 資料６－２－①－２－B  修了生（博士前期課程）の就職・進学状況（平成２２年度～平成２４年度） 
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資料６－２－①－３  修了生（博士後期課程）の就職状況 

工学研究科（博士後期課程） 就職状況 

専攻 

修了年

度 修了者 社会人 就職者 その他 就職率 

安全システム建設工学専攻 

２２年 1 1       

２３年 1 1 0 0 － 

２４年 1 1 0 0 － 

計 3 3 0 0 － 

              

信頼性情報システム工学専攻 

２２年 2 2   100.0% 

２３年 4 4 0   － 

２４年 2 1 1 0 100.0% 

計 8 5 3 0 100.0% 

              

知能機械システム工学専攻 

２２年 4 1 2 1 66.7% 

２３年 4 1 3 0 100.0% 

２４年 6 1 4 1 80.0% 

計 14 3 9 2 81.8% 

              

材料創造工学専攻 

２２年 4 2 1 1 50.0% 

２３年 2 1 1 0 100.0% 

２４年 2 0 1 1 50.0% 

計 8 3 3 2 60.0% 

              

工学研究科 

２２年 11 4 5 2 71.4% 

２３年 11 7 4 0 100.0% 

２４年 11 3 6 2 75.0% 

総計 33 14 15 4 78.9% 

その他には帰国、公務員試験等

を含む。 

 

 

【分析結果とその根拠理由】 

就職や進学といった卒業（修了）後の進路の状況等の実績から判断して、本観点を満たしていると判断する。 

 

 

 

 

 

 



工学部・工学研究科 

- 162 - 

 

観点６－２－②： 卒業（修了）生や、就職先等の関係者からの意見聴取の結果から判断して、学習成果が上

がっているか。 

 

【観点に係る状況】 

 卒業生（修了生）及び就職先へのアンケートについては、平成 23 年度に文部科学省の「大学生の修業力育成

支援事業」の補助を受けて全学として取り組んだ「学生の市民的責任感（SSR）育成システム」の一環として行

われたものがある。そのアンケート結果は第２回「卒業生等による大学教育評価報告書」としてまとめられてい

る。本学部卒業生（2006 年 3 月卒業～2009 年 3 月卒業）630 人にアンケート用紙を送付し、回答数は 86 人で回

収率は 13.6%であった。 

本学部卒業生（修了生）へのアンケートについては、本学部の学部評価委員会の下に設けた教育評価 WG にお

いてアンケート内容を検討・作成し、平成 25 年 8 月～9 月に実施した。アンケートは第 6 期生（2007 年 3 月卒

業）～第 10 期生（2011 年 3 月卒業）の 1200 人を対象に実施した。回答数は 160 人で回収率は 13.3%とあまり高

くなかった。 

本学部では毎年 12 月、1 月、6 月に就職に向けた企業説明会を学生向けに開催しており、説明会に参加した企

業に学生に期待する能力などについてのアンケート調査を行っている。また、参加企業の内の特定の企業に対し

て就職担当教員が聞き取り調査を行っている。 

 第２回「卒業生等による大学教育評価報告書」によれば、本学部卒業生が学士課程教育を通して身についたと

考えている能力として、「自分の意見をわかりやすく文章にまとめる能力」、「数量的なデータを活用する能

力」、「課題の解決に向けたプロセスを明らかにし準備する能力」などを挙げている。一方、「意見の違いや立

場の違いを理解する能力」、「物事に進んで取り組む能力」等については、身についた能力として全学の平均よ

り低い数値を示しており、検討が必要である。また、改善を要する工学部の専門教育については、「基礎分野の

講義」、「実験・実習」、「英語」等が挙げられている。しかし、工学部で学んだことへの総合的な満足度は、

学部全体の平均で 90.4%と高い割合であった。 
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資料６－２－②－１－A  卒業生（OB）へのアンケート調査用紙 

 

 

 

 

[香川大学工学部卒業生調査 から抜粋] 
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資料６－２－②－２－A  企業等へのアンケート調査用紙 

 

[香川大学工学部卒業生に関するアンケート調査（企業用）から抜粋] 
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【分析結果とその根拠理由】 

卒業（修了）生や、就職先等の関係者からの意見聴取の結果から判断して、本観点を満たしていると判断する。 

 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

 

【優れた点】 

 学士課程、博士前期課程、博士後期課程ともに進路確定率や就職希望者就職率が高く、またアンケート等によ

る学生の意見聴取において満足度も高く、学習成果を十分に上げている。 

 

【改善を要する点】※改善計画を含む。 

 学士課程、博士前期課程の学生へのアンケート等による意見聴取において「英語の能力」の達成度が低い値を

示しており、英語教育について抜本的な改革を必要としている。 
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基準７ 施設・設備及び学生支援 

 

（１）観点ごとの分析 

 

観点７－１－①： 教育研究活動を展開する上で必要な施設・設備が整備され、有効に活用されているか。 

 また、施設・設備における耐震化、バリアフリー化、安全・防犯面について、それぞれ配

慮がなされているか。 

 

【観点に係る状況】 

 本学部（林町キャンパス）の校地面積は、46,567m

２

、校舎面積 29,901m

２

であり、講義室 21 室、演習室 12 室、

実験実習室 108 室である。林町キャンパスには、工学部施設として、福利図書館棟、１号棟、２号棟、講義棟、

実験研究棟、総合研究棟、学生プロジェクト棟があり、全ての建屋が現行の耐震基準に適合している。バリアフ

リー化としては、福利厚生棟、１号棟、２号棟、講義棟にエレベータが設置されている。総合研究棟は、２号棟

と全ての階で連絡しており２号棟のエレベータが利用できる。また、全ての棟にバリアフリートイレが設置され

ている。また、各棟・各階の研究スペースにはセキュリティーチェックドアが設置され、盗難防止用のセキュリ

ティーゲートが設置されている。 

 その他、教員は研究の必要に応じて、工学部以外の施設（工学部と同敷地内の社会連携センターの共同研究室、

工学部に近接している香川県の共同研究施設「FROM 香川」など）をレンタルスペースとして利用している。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 教育研究活動を展開する上で必要な施設・設備が整備され、また工学部近隣の工学部以外の研究スペースが利

用できる環境にあり、これら工学部以外のスペースも含めると必要は満たされており有効に活用されている。施

設・設備における耐震化、バリアフリー化、安全・防犯面について、それぞれ配慮がなされている。 

以上のことから、本観点を満たしていると判断する。 

 

WEB 資料７－１ http://www.kagawa-u.ac.jp/files/8214/0480/8099/hayashi.pdf 
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観点７－１－②： 教育研究活動を展開する上で必要なＩＣＴ環境が整備され、有効に活用されているか。 

 

【観点に係る状況】 

 本学では、総合情報センターを中心に高速キャンパス間ネットワークが構築され学内のあらゆるところからイ

ンターネット接続が利用できる環境が整備されている。工学部キャンパスにおいても学生が所有している携帯型

PC を接続できるように無線 LAN 基地局、情報コンセントが、エントランスロビー、講義室、演習室、図書館工

学部分館、などキャンパス内各所に設置されている。また、備え付け PC は 6403 演習室に 87 台、6405 演習室に

50 台、図書館工学部分館に８台が設置されている。これらの情報環境は、プログラミングなどの授業で活用さ

れるとともに、学生は履修登録や各種掲示情報の取得、教務関係のメールの送受信などに活用している。情報コ

ンセントは、現在のものは 6403 演習室と図書館工学部分館が２０１２年に、6405 演習室が２０１０年に更新さ

れている。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

教育研究活動を展開する上で必要なＩＣＴ環境が整備され、有効に活用されている。ただし、情報コンセント

は現在のものに更新されて１５年が経過しており老朽化が懸念される。 

 

観点７－１－③： 図書館が整備され、図書、学術雑誌、視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料が系統的

に収集、整理されており、有効に活用されているか。 

 

【観点に係る状況】 

    本学部においては、図書館工学部分館が福利・図書館棟の２階に整備され、書籍が合計 22,955 冊、雑

誌 681 種類が蔵書され、視聴覚機器、情報検索用機器、備え付け PC、無線 LAN、情報コンセントなどが設

置されている。閲覧座席数は 70 席である。有料海外電子ジャーナルは 5,000 タイトルであり、無料分を

含め約 15,000 タイトルが利用可能となっている。 
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資料７－１－③－１ 図書館年報  

 

 

 

【分析結果とその根拠理由】 

図書館が整備され、図書、学術雑誌、視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料が系統的に収集、整理されて

おり、有効に活用されている。以上のことから本観点を満たしていると判断する。 

 

 

観点７－１－④： 自主的学習環境が十分に整備され、効果的に利用されているか。 

 

【観点に係る状況】 

自学自習を促進するため、以下のように施設・設備を整備している。 

  ・図書館工学部分館を夜間・休日（24:00 まで）も開放している。 

  ・工学部講義室の一部（２室）を自習室として夜間（２３：００まで）開放している。 

  ・無線 LAN 設備を完備し、工学部構内のどこからでもネットワーク環境を利用できるようにしている。 

  ・実験研究棟のものづくり工房が 24 時間利用可能となっている。 
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  ・福利図書館棟の生協食堂の一部は、自習スペースとしても利用でき 24 時間開放されている。 

   

 

 

【分析結果とその根拠理由】 

自主的学習環境は比較的整備されていることから本観点を満たしていると判断する。 

 

 

観点７－２－①： 授業科目、専門、専攻の選択の際のガイダンスが適切に実施されているか。 

 

【観点に係る状況】 

   授業科目のガイダンスは、毎学期始めに時間を設定して、教務委員や CA 教員が中心となって実施してい

る。また卒論（指導教員）の選択にあたっては、各学科で研究室紹介ガイダンスを実施している。本研究

科のガイダンスも各学期始めに行っており、授業科目の選択の指導は指導教員が行っている。 

 

資料７－２－①－１ 平成 25 年度工学部・工学研究科ガイダンス日程 

 

 

 

[平成 25 年度工学部・工学研究科ガイダンス日程 から抜粋] 
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資料７－２－①－２ 平成 25 年度２学期ガイダンス（成績発表兼ねた成績表配付等）の日程 

２学期ガイダンス（成績発表兼ねた成績表配付等）の日程２学期ガイダンス（成績発表兼ねた成績表配付等）の日程２学期ガイダンス（成績発表兼ねた成績表配付等）の日程２学期ガイダンス（成績発表兼ねた成績表配付等）の日程    

 

【安全システム建設工学科】 

１年生 １０／３（水）３校時 6403 教室 

13：00-13：30 ガイダンス（CA 松島先生、CA 守屋先生、CA 中島先生） 

13：30- プログラミング（末永先生、野々村先生）  

２年生 １０／３（水）３校時 3303 教室 

13：00-13：30 ガイダンス（CA 長谷川先生、CA 末永先生、CA 角道先生） 

13：30-構造・土質力学演習Ⅰ （長谷川先生、宮本先生） 

３年生 １０／３（水）５校時 6201 教室 

17：35- ガイダンス（SSCE セミナーの最後） 

（CA 寺林先生、CA 吉田先生、CA 石塚先生） 

 

【電子・情報工学科／信頼性情報システム工学科】 

１年生：１０／４（金）  ３コマ 概論１ 

２年生・３年生：各自で CA の先生のところに成績を取りに行ってください． 

 

[平成 25 年度２学期ガイダンス（成績発表兼ねた成績表配付等）の日程 から抜粋] 

 

 

 

【分析結果とその根拠理由】 

授業科目、専門、専攻の選択の際のガイダンスが適切に実施されていることから、本観点を満たしていると判

断する。 
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観点７－２－②： 学習支援に関する学生のニーズが適切に把握されており、学習相談、助言、支援が適切に

行われているか。 

 また、特別な支援を行うことが必要と考えられる学生への学習支援を適切に行うことので

きる状況にあり、必要に応じて学習支援が行われているか。 

 

【観点に係る状況】 

 学習支援に関する学生のニーズに関しては、毎学期ごとに実施している授業評価アンケートなどを利用して把

握に努めている。また、学士課程においては、研究室配属前の学生 20 人に一人の割合でＣＡ（キャンパスアド

バイザー）となる教員を配置しており、学習相談、生活相談に当るとともに、各期の始めに発表される成績に基

づき就学指導を行っている。研究室配属以降は指導教員が学習相談、生活相談に当っている。さらに個々の授業

に関しては、シラバスにオフィスアワー、電子メールアドレスを記載することが必須となっており、授業担当教

員は随時質問を受け付けるようにしている。 

 留学生に対しては、特にチューター制度を設けており、チューターとなった先輩学生が学習相談・生活相談を

受け付けられるようにしている。 

現在は、身体障害など特別な支援を必要とする学生は在籍していないが、必要が生じた場合には保健管理セン

ター工学部分室と協力し支援ができる体制となっている。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

学習支援に関する学生のニーズが適切に把握されており、学習相談、助言、支援が適切に行われている。特別

な支援を行うことが必要と考えられる学生への学習支援を適切に行うことのできる状況にあり、必要に応じて学

習支援が行われている。以上のことから本観点を満たしていると判断する。 
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観点７－２－③： 学生の部活動や自治会活動等の課外活動が円滑に行われるよう支援が適切に行われている

か。 

 

【観点に係る状況】 

 全学的なサークルに関しては、全学の学生支援グループが対応している。それ以外に工学部独自の技術系サー

クル（香川大学無線通信研究会、香川大学ＥＶプロジェクト、香川大学学生ロボット研究所、学生プログラミン

グ研究所、建築同好会、リフレッシュ理科サークルの６サークル）を支援しており、活動費を工学部後援会から

補助するとともに、これらのサークルの活動場所とするため、学生プロジェクト棟を建設し活用している。 

 

資料７－２－③－１－A 香川大学工学部学生プロジェクト実験棟及び学生プロジェクト実験室使用内規 

香川大学工学部学生プロジェクト実験棟及び 

学生プロジェクト実験室使用内規 

制  定  平成２３年 ４月 １日 

 （趣 旨） 

第１条 この内規は、香川大学工学部学生プロジェクト実験棟及び実験室（以下「学生プロジェクト実験

室」という。）の使用に関し、必要な事項を定める。 

 （設置目的） 

第２条 学生プロジェクト実験棟に、本学部の学生（大学院学生を含む。以下同様とする。）によるサー

クル活動を支援するため、別表１に記載する学生プロジェクト実験室を置く。  

 （使用の範囲） 

第３条 学生プロジェクト実験室は、本学部公認の学生サークルによるプロジェクトに使用する。 

（使用者の資格） 

第４条 学生プロジェクト実験室を使用することができる者は、本学部公認の学生サークルのメンバーと

する。ただし、学生教育研究災害障害保険もしくはこれと同種の保険（以下「学研災」という。）未加

入者の使用は認めない。 

 

 

[香川大学工学部学生プロジェクト実験棟及び学生プロジェクト実験室使用内規 から抜粋] 
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資料７－２－③－１－B 香川大学工学部学生プロジェクト実験棟利用実績 

平成 25 年度 学生プロジェクト実験室使用 実施報告書一覧 

整

理

番

号 

申請サークル 使用代表者 使用責任者 使用期間 使用実験室 

1 香川大学無線通信研究会 

  

能見公博 

准教授 

平成 25 年 4 月 1 日～ 

平成 26 年 3 月 31 日 

実験室１ 

2 香川大学ＥＶプロジェクト 

  

鈴木桂輔 

准教授 

平成 25 年 4 月 1 日～ 

平成 26 年 3 月 31 日 

実験室２ 

3 香川大学学生ロボット研究所 

  

石原秀則 

准教授 

平成 25 年 4 月 1 日～ 

平成 26 年 3 月 31 日 

実験室３ 

4 学生プログラミング研究所 

  

富永浩之 

准教授 

平成 25 年 4 月 1 日～ 

平成 26 年 3 月 31 日 

実験室４ 

5 建築同好会 

  

吉田秀典 

教授 

平成 25 年 4 月 1 日～ 

平成 26 年 3 月 31 日 

実験室５ 

6 リフレッシュ理科実験サークル 

  

鶴町徳昭 

准教授 

平成 25 年 4 月 1 日～ 

平成 26 年 3 月 31 日 

実験室６ 
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資料７－２－③－１－C 学生プロジェクトスペース使用実績 
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資料７－２－③－２ 後援会からの課外活動支援 

  平成 24 年度課外活動後援会援助一覧 

  

単位：円 

    サークル名 援 助 額  備  考 

理科・ものづくり教育研究会 250、000   

学生ロボット研究所 250、000   

無線通信研究会 250、000   

プログラミング研究所 249、597   

EV プロジェクト 150、000   

     合    計 1、149、597   

 

 

 

【分析結果とその根拠理由】 

学生の部活動や自治会活動等の課外活動が円滑に行われるよう支援が適切に行われていることから、本観点を

満たしていると判断する。 

 

 

観点７－２－④： 生活支援等に関する学生のニーズが適切に把握されており、生活、健康、就職等進路、各

種ハラスメント等に関する相談・助言体制が整備され、適切に行われているか。 

 また、特別な支援を行うことが必要と考えられる学生への生活支援等を適切に行うことの

できる状況にあり、必要に応じて生活支援等が行われているか。 

 

【観点に係る状況】  

学生の健康相談、生活相談、進路相談、各種ハラスメントの相談等のために必要な相談・助言体制は全学的に

整備されている。これに加え、工学部キャンパスには保健管理センター工学部分室があり、健康相談、心理相談

に対応している。相談件数としては、２０１３年度の実績として健康相談が１,１７３件、心理相談が２５０件

であった。また、キャリア支援委員会の下に就職指導部会（部会委員：各学科２人＋副学部長１人）を置き、就

職指導に当っている。ハラスメント相談員は学部で二人配置している。 

また、外国人留学生に対しては、前述したように先輩学生をチューターとして雇用し、生活上の相談などにも

対応している。さらに学務係に留学生担当（国際交流担当）職員２名を配置し相談に応じられるようにしている。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

生活支援等に関する学生のニーズが適切に把握されており、生活、健康、就職等進路、各種ハラスメント等

に関する相談・助言体制が整備され、適切に行われている。特別な支援を行うことが必要と考えられる学生へ

の生活支援等を適切に行うことのできる状況にあり、必要に応じて生活支援等が行われている。 

以上のことから、本観点を満たしていると判断する。 
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観点７－２－⑤： 学生に対する経済面の援助が適切に行われているか。 

 

【観点に係る状況】  

入学料免除、授業料免除など全学的な対応に準じている。また、民間財団等からの奨学金については、学務係

が窓口となって斡旋している。２０１３年度は、工学部対象で２つの財団法人から募集があり、合計６名が利用

した。 

 

【分析結果とその根拠理由】 

学生に対する経済面の援助が適切に行われていることから本観点を満たしていると判断する。 

 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

 

【優れた点】 

本学部としては、研究室配属前の学生に対して２０人に一人の割合でＣＡ教員を配置してきめ細かな指導・助

言を行っている点と特に技術系サークル支援のために学生プロジェクト棟などを活用している点が優れる。 

 

【改善を要する点】※改善計画を含む。 

技術系サークル以外の文科系、体育会系の一般的サークルに関しては、工学部（林町）キャンパス内に活動場

所が確保できていない。研究施設は、工学部内だけでは足りておらず近隣の工学部以外の施設を利用している。

情報環境として情報コンセントは数としては十分足りているが、設置してから年数がかなり経過しており老朽化

が懸念される。無線ＬＡＮは収容能力が不十分である。 
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基準８ 教育の内部質保証システム 

 

（１）観点ごとの分析 

 

観点８－１－①： 教育の取組状況や大学の教育を通じて学生が身に付けた学習成果について自己点検・評価

し、教育の質を保証するとともに、教育の質の改善・向上を図るための体制が整備され、機

能しているか。 

 

【観点に係る状況】 

学部・大学院ともに学生の成績は工学部学務係で一括して管理しており、GPA 等の統計数値がいつでも参照で

きるようになっている。 

学部・大学院ともに学生の成績状況については工学部教務委員会に報告され、問題点等があれば議論され、必

要に応じて改善等の対策がとられる仕組みとなっている。 

教育の質改善の例としては、教務委員会の下部会議として実施している「英語ワーキンググループ（英語Ｗ

Ｇ）」がある。このワーキンググループでは、工学部共通の英語科目の実施状況についてチェックし、改善を検

討している。検討会の議事の例を資料８－１－①－２に示す。英語ＷＧでの検討により、英語の成績不振学生に

ついては英語担当教員だけでなく各学科の研究指導担当教員等も指導に加わることとした。 

また、特に電子・情報工学科（情報環境コース）においては、JABEE 認証を受けており、学習成果の厳密な点

検が行われ、教育の質が保証されていること、および教育改善の PDCA サイクルが有効に働いていることが外部

から認証されている。同学科の電子情報通信コースにおいては JABEE 認証は受けていないが、成績認定や教育改

善については情報環境コースと同じ仕組みをとっている。 

 

資料８－１－①－１  教務委員会議事録例 

平成 25 年度 第 7 回 教務委員会 議事録（案） 

 

日時： 平成 25 年 10 月 1 日（火） 13：30～17：30 

場所： 事務棟 1 階会議室 

出席者（敬称略）： 馮、垂水、楠瀬、石塚、北島、高橋、高尾、長谷川、石井（光）、稲田学務係長 

欠席者（敬称略）： なし 

陪席者（敬称略）： 仁尾学務係主任、山田（直）学務係員 

次回議事担当：電子 

文責： 石塚正秀 

 

審議事項： 

１． 進級判定について 

 資料の通り、了承された。なお、信頼情報システム工学科の●●●●、●●●●について、記載

行を削除するように修正された。 

２． 大学院博士後期課程予備審査の付託について 

 資料の通り、了承された。 
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３．博士後期10月入学者の主指導教員及び副指導教員について 

    当該専攻で、指導体制について確認する必要があることが了承された。そのため、当該専攻で、

再度協議後に、教務委員会でメール審議することが決まった。今後は、教務委員会の開催前に、各

専攻で審議することが決まった。また、学生氏名を統一するように修正依頼があった。 

（以下 省略） 

 

 

資料８－１－①－２  英語ＷＧ会議要旨 

平成 25 年度第 4 回 英語 WG 会議要旨 

 

日時：  平成 25 年 9 月 9 日（月）12:30～14:10 

場所：  工学部 6 号館 3F 6305 

出席者： 高橋(悟)部会長、石塚委員、石井(光)委員、楠瀬委員、高橋(め)委員 

  アーノルド講師、オロス講師、スカンロン講師、篠原講師、ベイリー講師 

陪席者： 学務係 山田 

欠席者： 安部講師 

 

議題： 

1. 平成 25 年度前期 国際コミュニケーションⅡの単位認定について 

原案承認。 

議題資料 1-3 の 3 名については、不可（再履修）とする。 

●●●●: 学科で指導後、学生から対応がないままであるため。 

●●●●: 学科で指導後、学生から対応がないままであるため。 

●●●●: 本人が内定者説明会に出席した証拠書類の提出がないため。（石塚委員によると、学生から提

出された「内定者説明会のご案内」は、学生本人のものではなく、友人から入手したもので、本人のもの

ではない） 

尚、不可になった学生については、追試対象と再履修対象に分かれるため、成績表データを各学科の英語

ＷＧ担当教員に送付し、学科ごとにガイダンス等学生に周知することとなった。 

 

 

 

 

参照； 別冊 資料 6-1-②-1-B ２０１２年度卒業生（予定者）アンケート分析結果 
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資料８－１－①－４  JABEE 認定（情報環境コース） 

 

  

 

 

 

 

 

 

【分析結果とその根拠理由】 

教務委員会等で学習成果について自己点検・評価を行って教育の質を保証するとともに、教育の質の改善・向

上を図るための体制が整備され、機能していることから、本観点を満たしていると判断する。 

特に、電子・情報工学科（情報環境コース）では JABEE によってそのことが外部認証されている。 

 

 

観点８－１－②： 学部・研究科の構成員（学生及び教職員）の意見の聴取が行われており、教育の質の改善・

向上に向けて具体的かつ継続的に適切な形で活かされているか。 

 

【観点に係る状況】 

授業の評価については、学部・大学院ともに学生からの評価が行われている。この評価結果については教員に

フィードバックされるとともに、学内掲示も行われている。 

学生から学長に対して提案できる仕組み（「学長への提案箱」）もあるが、これは工学部学生によっても活用

されている。 

各学科では月例の学科会議が開催されており、学科内で教育改善の議論が行われている。また工学部で共通の

案件については、工学部教務委員会に上げて議論し、教育の改善に役立てている。 

本学部では平成 24 年度からは年度末に学生（学部１年、４年、大学院１年、２年）に教育に関するアンケー

トを実施し、その最初の評価分析結果を平成 25 年度にまとめた。 

また特に電子・情報工学科（情報環境コース）では、JABEE 認証を受けており、同学科の教育システム検討委

員会およびその下部組織の科目連絡委員会において教育の点検や改善に関する議論が行われている。同学科の電

子情報通信コースにおいても、認証は受けていないが仕組みは同じである。 
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資料８－１－②－２ 学生による授業評価アンケート（大学院） 
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資料８－１－②－３ 学長への提案箱（学内限定サイト） 
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資料８－１－②－４ 教務委員会議事録例 

平成 25 年度 第 7 回 教務委員会 議事録 

 

 

日時： 平成 25 年 10 月 1 日（火） 13：30～17：30 

場所： 事務棟 1 階会議室 

出席者（敬称略）： 馮、垂水、楠瀬、石塚、北島、高橋、高尾、長谷川、石井（光）、稲田学務係長 

欠席者（敬称略）： なし 

陪席者（敬称略）： 仁尾学務係主任、山田（直）学務係員 

次回議事担当：電子 

文責： 石塚正秀 

 

（中略） 

５．博士後期課程における複数指導体制の実質化について（継続審議） 

    毎学年一回（前期入学は前期、後期入学は後期）に進捗報告会（仮称）を行うことが決まった。

報告書の提出の義務があり、書式は博士前期課程の報告資料と類似形式とすることが決まった。進

捗報告会の結果を各専攻会議で報告することが決まった。さらに、教務委員会でも報告することが

決まった。修学案内に掲載するかどうかについては運営会議等で審議するように依頼した。なお、

副指導教員が学外の方の場合、当該副指導教員については出席を義務とはしないができるだけして

いただくことが決まった。なお、インターネットによる進捗会の参加でもよい。学生が社会人で県

外に居住している場合、インターネットによる審議でもよいことが決まった。 

 

資料８－１－②－５ 電子・情報工学科情報環境コース会議議事録の例（斜体字部分は実際には固有名詞） 

2013/10/09  情報環境コース会議議事録 

 

時間 17:30--18:40 

場所 10F リフレッシュルーム 

出席 今井・最所・垂水・安藤・香川・富永・八重樫・高木 

 

・閉講後点検 

 【科目名】（科目担当者） 

 ・昨年と比べるとＸとＦが多い 

 ・学生に聞くと、試験日程が厳しかったとのこと 

 ・中間テストと期末テストにわけるべきか 

 ・高校の大学訪問などで期末テストを予備の週に実施しにくかった 

 コメント 

 ・この学年は上位と下位の差がはげしい 

 ・冬に風邪などで欠席してからやる気が落ちたようだ 

 ・電子コース志望の学生はあきらめてしまうようだ 
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 ・中間と期末を分けるなど工夫してください 

 ・高校対応よりも大学内の行事を優先して構わない 

 ・１５週めに試験をして、１６週目に講評という手もある 

 

 【科目名】（科目担当者） 

 ・いきなり放棄が多い 

 ・Ｘの一人にはチャンスを与える 

 ・UNIX については例年よりもよくわかっている 

 コメント 

 ・この学年はコースに分かれてから雰囲気がよくなった 

 ・放棄はこの授業だけの問題ではない 

   最後のレポートだけ出さずにあきらめてしまう学生がいる 

   レポートが書けない学生がいる 

   まわりに人がいると集中できないという学生もいる 

 ・来年度は TA の予算を増やせるかもしれない 

   放棄しやすい学生を（TA などで）フォローする 

 ・SA (Student Assistant、学部生による補助) を導入できないか 

   大学院に上がった時の単位として認定できないか 

 ・（リメディアル教育として）非常勤の講師や実験実習係を雇えないか 

 

 【科目名】（科目担当者） 

 ・上位と下位の差が激しい 

  Ｓが１２、Ａが２６、Ｂが８、Ｃが６、Ｘが１４、Ｆが１９ 

 ・過年度生は２人以外全滅した 

 ・ポインタは丁寧におしえた 

 ・構造体で応用的なことを扱ったところで脱落者が増えた 

 コメント 

 ・下位の学生向けに易しい問題を増やして自信をつけさせる 
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資料８－１－②－６ 電子・情報工学科の教育改善組織 

 

 

 

資料８－１－②－７ 学生からの意見聴取例 

平成 25 年度 第 3 回英語 WG 議事要旨 

 

１．日時：平成 25 年 8 月 5 日（月）8:45-9:25 

２．場所：工学部管理棟１階会議室  

３．出席者：石塚委員、石井(光)委員、楠瀬委員、高橋(め)委員、 

      高尾先生（高橋(悟)部会長代理） 

  陪席者：学務 稲田係長、学務係 山田 

 

議題・確認事項： 

1. 聞き取り調査の結果確認と来年度以降の国際コミュニケーションクラス実施体制について 

 各委員が、各学科で学生から聞き取りした結果の報告をおこなった。 

 他のクラスに比べてペナルティーが多い、毎回の小テストの出題範囲がおかしい、学生への指導

時の言葉遣いが気になるという意見が出た非常勤講師については、９月の英語ＷＧで、詳細を確

認することとなり、その結果、改善が必要と判断された場合は、改善依頼を行うこととする。 

 現在、４コマを担当している非常勤講師については、新たに１名の非常勤講師を雇用できた場

合、来年より担当コマ数を４コマより少なくすることも検討していく。 

 学生からのアンケートや聞き取り結果から次のような内容も確認できたため、これらの点につい

ても引き続き検討していく必要がある。 
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・ ネィティブの先生に英語で指導されたり注意されても何を言っているのか分からないという学

生がいる。 

・ 授業中、答え合わせのみでなく、文法についての説明もしてほしい。 

・ TOEIC で高得点を目指すのであれば、ネィティブの先生でなくてもいいと思う。 

 

 

参照； 別冊 資料 6-1-②-1-B ２０１２年度卒業生（予定者）アンケート分析結果 

    

【分析結果とその根拠理由】 

学部・研究科の構成員（学生及び教職員）の意見の聴取については、学生からは授業評価アンケートなどで、

また教職員からは各委員会組織において行われており、教育の質の改善・向上に向けて具体的かつ継続的に適切

な形で活かされているため、本観点については満たされていると判断できる。 
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観点８－１－③： 学外関係者の意見が、教育の質の改善・向上に向けて具体的かつ継続的に適切な形で活か

されているか。 

 

【観点に係る状況】 

平成 25 年度に、卒業生、企業に対するアンケートを実施している。この結果は、工学部教育評価ワーキング

グループにおいて報告書としてまとめ、平成 26 年度以降に教育の改善につなげていく予定である。 

電子・情報工学科（情報環境コース）では、最近では平成 23 年に、外部の意見を聞くための教育システム評

価委員会を実施した。この委員会から特に新たな改善策は出てこなかったが、それまでに行った改善策（例えば

学科名の変更など）の評価について確認できた。 

 

参照 資料６－２－②－１－A  卒業生（OB）へのアンケート調査用紙 

参照 資料６－２－②－２－A  企業等へのアンケート調査用紙 

 

資料８－１－③－１ 教育システム評価委員会（電子・情報工学科情報環境コース）議事録 

（斜体字および塗りつぶし部分は実際には固有名詞や具体的な発言等） 

香川大学工学部信頼性情報システム工学科香川大学工学部信頼性情報システム工学科香川大学工学部信頼性情報システム工学科香川大学工学部信頼性情報システム工学科    

平成平成平成平成 23232323 年度教育システム評価委員会年度教育システム評価委員会年度教育システム評価委員会年度教育システム評価委員会    

議事録議事録議事録議事録    

 

日時：2011 年 8 月 22 日（水）15:00～17:00 

場所：香川大学工学部管理棟１階会議室 

委員（五十音順、敬称略）： 

●●●●（徳島大学●●●●●●● 教授） 

●●●●（株式会社 ●●●● 代表取締役） 

●●●●（県立高●●高等学校 教諭） 

●●●●（株式会社 ●●●●●システムズ） 

大学側出席者：垂水、最所、井面、丹治、富永、八重樫、高木 

 

議事 

１。学科長代理（最所）挨拶 

２。学科説明（垂水） 

 入試制度、受験生動向、教育カリキュラム改定の歴史、前回の改定の内容とコース制度、学習・教

育目標、主な授業の内容、卒業研究の進め方、教育改善、就職状況 

３。情報環境コース説明（垂水、富永） 

 コース必修科目、実験の内容、JABEE 

４。電子情報通信コース説明（丹治） 

 コース必修科目、実験の内容、資格等 

５。質疑応答、議論（別紙詳細の通り） 

６。クロージング 
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以上 

 

（別紙） 

質疑応答詳細として、録音から起こした発言を逐一記録してあるもの 

以上 

  

参照 資料９－２－②－１  アドバイザリーボードからの意見 

 

 

【分析結果とその根拠理由】 

卒業生・企業に対するアンケートや、外部者による評価委員会などを通して、学外関係者の意見が教育の質の

改善・向上に向けて活かされており、本観点を満たしていると判断できる。 
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観点８－２－①： ファカルティ・ディベロップメントが適切に実施され、組織として教育の質の向上や授業

の改善に結び付いているか。 

 

【観点に係る状況】 

本学部ではファカルティ・ディベロップメント部会が教務委員会の傘下に存在し、この部会の活動により毎年

３回以上のファカルティ・ディベロップメントが行われている。これには、講演会形式、授業参観形式、パネル

・ディスカッション形式など、さまざまな形のものがある。 

改善事例として、大学院のディプロマポリシーの検討にファカルティ・ディベロップメント活動が反映された

例、英語（科目「国際コミュニケーション」）の授業公開による教員からの意見が授業の改善に反映された例な

どがある。たとえば後者では、国際コミュニケーションの授業を多くの教員が見学することにより、授業の実態

についての共通認識が醸成でき、英語担当教員だけでなく学科の研究指導教員も指導に加わるべきであるという

結論につながっている。 

 

資料８－２－①－１ FD 実施状況 
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資料８－２－①－２ FD 部会報告 
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資料８－２－①－３ 授業公開一覧 

 

 

 

資料８－２－①－４  英語 WG 議事要旨 

平成 25 年度 第 1 回英語 WG 議事要旨 

 

１．日時：平成 25 年 7 月 1 日（月） 

  15:45-16:00、中断してクリーンキャンパス実施後再開、17:10-19:00 

２．場所：工学部管理棟１階会議室  

３．出席者：高橋(悟)部会長、石塚委員、石井(光)委員、楠瀬委員、高橋(め)委員 

  陪席者：学務係 山田 

 

議題： 

１． 授業態度に問題があると指摘された学生に対する対応について 

（中略） 

【電子】 

遅刻が２回に達した学生に CA が警告するシステムをとっている。●●●●については、他の授業受講につ

いても問題のある学生。授業の終了間際でも教室に入って署名すればそれで良い、という間違った解釈を

している学生がいるよう。2009 年にされた説明が誤解を招いている可能性あり。 

【材料】 

再履クラスの学生：担当教員をつけてマンツーマンで指導している。 

イ・ロクラスの学生：ＣＡが対応している。 

遅刻の目立つ学生には教員から注意済。 

【その他】 

遅れても授業に出席して署名すること、というクラス担当の非常勤講師のコメントを、学生が都合の良い
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ように解釈しないよう、次回の英語ＷＧでクラス担当の非常勤講師に、１０月の最初の授業ガイダンスで

学生に、それぞれ再度周知をすることとする。 

 

 

【分析結果とその根拠理由】 

ファカルティ・ディベロップメントは組織的に、最低でも年３回実施され、またその成果が改善に結び付いて

いることから、本観点を満たしていると判断される。 
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観点８－２－②： 教育支援者や教育補助者に対し、教育活動の質の向上を図るための研修等、その資質の向

上を図るための取組が適切に行われているか。 

 

【観点に係る状況】 

  

 授業での実験・演習の教育支援、学生研究での技術支援は、工学部事務課実験実習係所属の技術職員８名で行

っている。学外で開催される技術研修に職員を派遣し、その技術力向上を図っている。 

平成２４年度は、中国四国地区国立大学法人等技術職員研修２名、名古屋工業大学専門技術研修１名、大学等

総合技術研究会２名の派遣を行った。 

また、職員に対しては安全衛生管理者等の資格取得についても経済的支援を行い、資質・能力の向上を図って

いる。 

多くの実験・演習では、TA 制度による教育補助者を採用している。授業が円滑に実施されるよう、主要なも

のではマニュアル配付、事前打ち合わせ行っている。しかしながら、ＴＡに対する指導方法の研修が十分である

とまでは言えない。 

教務職員については、「四国地区大学教職員能力開発ネットワーク」による SD 等の研修等によって資質向上

に努め、「大学人としての基礎力養成」に取り組むことを目指している。 

 

資料８－２－②－１  工学部技術職員 研修等受講状況 

 

平成２４年度 工学部技術職員 研修等受講一覧 

       

№ 研  修  名 開  催  日 氏 名 

受講者所

属 

1 

中国・四国地区国立大学法人等技術職員組織

マネジメント研究会 

平成 24 年 8 月

30 日 

～ 

平成 24 年 8 月

31 日 

●●●● 

実験実習

係長 

2 中国・四国地区国立大学法人等技術職員研修 

平成 24 年 8 月

29 日 

～ 

平成 24 年 8 月

31 日 

●●●● 

実験実習

係 

3 中国・四国地区国立大学法人等技術職員研修 

平成 24 年 8 月

29 日 

～ 

平成 24 年 8 月

31 日 

●●●● 

実験実習

係 

4 中国・四国地区国立大学法人等技術職員研修 

平成 24 年 8 月

29 日 

～ 

平成 24 年 8 月

31 日 

●●●● 

実験実習

係 

5 名古屋工業大学技術部主催専門技術研修 

平成 24 年 12 月

17 日 

～ 

平成 24 年 12 月

18 日 

●●●● 

実験実習

係 
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資料８－２－②－２  TA 用実験資料 例 
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[TA 用実験資料 2012 年度知能機械工学実験 II から抜粋] 
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【分析結果とその根拠理由】 

教育支援者や教育補助者に対し、教育活動の質の向上を図るための研修等、その資質の向上を図るための取組

は行われており、本観点は概ね満たされているが、ＴＡに対する指導方法研修については改善の余地がある。 

 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

 

【優れた点】 

教育の質の改善・向上を図るための体制は、組織的な面、教員・学生からの意見聴取の面、学外者の意見聴取

の面、ファカルティ・ディベロップメントの開催の面のいずれにおいても整備され、機能している。 

特に、電子・情報工学科では情報環境コースで JABEE 認証を受けており、教育の質保証と教育改善の PDCA サ

イクルが機能していることが外部から認証されている。また同学科電子情報通信コースでは認証を受けていない

が、同一の仕組みにより教育の質保証を行い、PDCA サイクルを回している。 

 

【改善を要する点】※改善計画を含む。 

電子・情報工学科以外では JABEE 認証を受けていないため、教育の質保証についての外部評価には更に改善の

余地がある。 

TA については指導方法の研修について改善の余地がある。 
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基準９ 学部・研究科の管理運営 

 

（１）観点ごとの分析 

 

観点９－１－①： 管理運営のための組織及び事務組織が、適切な規模と機能を持っているか。また、危機管

理等に係る体制が整備されているか。 

 

【観点に係る状況】 

 学部長、教育研究評議会評議員（１人）、副学部長（２人）と事務課長で学部執行部を形成し、学部運営にあ

たっている。事務組織としては、事務課長、事務課長補佐の下に、庶務係、会計係、学務係、実験実習係があり、

それぞれ必要な業務を担当している。 

 危機管理については、安全衛生委員会（学部長、事務課長、各学科から教員１名、職員４名、および産業医、

保健師で構成）が必要事項を審議し、安全管理・危機管理に努めている。また、平成 24 年度に香川大学工学部

事業継続計画（ＢＣＰ）策定等専門員会を立ち上げ、香川大学林町キャンパスにおける事業継続計画の検討・策

定を行っている。 

 

参照； 資料２－２－①－１ 香川大学工学部・工学研究科 運営体制 

 

資料９－１－①－１－A 職員配置表 
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参照； 資料２－２－①－２ 香川大学工学部事業継続計画（ＢＣＰ） 

2001

工学部長

高松市林町

応急救護班

(2)

班長 堀川教

員

班員 丸教員

応急救護班

(3)

班長 鈴木教

員

班員 澤田教

応急救護班

(2)

班長 小柴教

員

班員 鶴町教

応急救護班

(2)

班長 長谷川

　　　　教

員

安全防護班

(2)

班長 馮教員

班員 宮川教

員

工学部事務課長

2002

指揮班

避難誘導班

(3)

班長 吉田教

員

　　 守屋教

避難誘導班

(2)

班長 井面教

員

班員 八重樫

避難誘導班

(3)

班長 郭教員

班員 石丸教

員

避難誘導班

(2)

班長 掛川教

員

班員 田中教

防災ｾﾝﾀｰ員 他

通報連絡班

(3)

班長 大上教

員

班員 高橋教

通報連絡/

初期消火班(3)

安全防護班

(2)

班長 松島教

員

　　 宮本教

安全防護班

(2)

班長 服部教

員

班員 松下教

安全防護班

(3)

班長 下川教

員

班員 石井教

通報連絡班

(2)

班長 岩本教

員

班員 楠瀬教

通報連絡/

初期消火班

(2)

初期消火班

(3)

班長 野田教

員

　　 角道教

初期消火班

(2)

班長 荒川教

員

班員 石井教

初期消火班

(4)

班長 寺尾教

員

班員 山口教

初期消火班

(2)

班長 小川教

員

班員 水口教

通報連絡班(5名)

班長 事務課長補佐

2003

教務職員・

通報連絡班

(4)

班長 末永教

員

班員 中島教

通報連絡班

(2)

班長 最所教

員

班員 高木教

2155 2222

初期消火班(5名)

班長 庶務係長

2332 2393 2065 2523

安全ｼｽﾃﾑ建設

工学科隊

電子･情報

工学科隊

知能機械ｼｽﾃﾑ

工学科隊

材料創造

工学科隊

工学部事務課･

図書館隊

社会連携･

知財ｾﾝﾀｰ隊

2007

庶務係員・

実験実習係員 他

避難誘導班(5名)

班長 学務係長

2015

学務係員 他

2014

会計係員 他

応急救護班(5名)

班長 実験実習係長

2503

実験実習係員 他

安全防護班(6名)

班長 会計係長

初

動

の

連

絡
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資料９－１－①－１－B 香川大学工学部事務部の組織及び分掌 

○香川大学工学部事務部の組織及び分掌に関する細則 

第 1 条 香川大学工学部事務部に技術専門職員、庶務係、会計係、学務係及び実験実習係を置く。 

第 2 条 技術専門職員は、次の事務をつかさどる。 

(1) 教育研究支援のための専門的な技術を要する業務に関すること。 

(2) 技術職員への技術指導に関すること。 

(3) 工学部ネットワーク運営管理に関すること。 

(4) 安全衛生管理に関すること。 

(5) その他教育研究技術支援に関すること。 

第 3 条 庶務係においては、次の事務をつかさどる。 

(1) 儀式その他諸行事に関すること。 

(2) 教授会その他の会議に関すること。 

(3) 諸規則の制定及び改廃に関すること。 

(4) 職員の勤務時間管理その他服務に関すること。 

(5) 職員の出張に関すること。 

(6) 職員の健康管理、安全管理及び福祉に関すること。 

(7) 職員の諸証明に関すること。 

(8) 職員の人事及び給与に関すること。 

(9) 職員の履歴書の整備、保管に関すること。 

(10) 公印の管守、公文書類の発受及び整理、保存に関すること。 

(11) 広報に関すること。 

(12) 国際交流に関すること。 

(13) 内地及び外地研究員に関すること。 

(14) 外部資金(会計係の所掌に属するものを除く。)に関すること。 

(15) 外来者の応接に関すること。 

(16) 調査統計その他諸報告に関すること。 

(17) その他他の係の所掌に属さないこと。 

第 4 条 会計係においては、次の事務をつかさどる。 

(1) 予算要求資料の作成及び予算の編成に関すること。 

(2) 旅費及び諸謝金に係る連絡業務に関すること。 

(3) 歳入金の収納及び払込みに関すること。 

(4) 給与等の支給に係る連絡業務に関すること。 

(5) 物品の管理に関すること。 

(6) 支出負担行為及び支出決議に関すること。 

(7) 物品の需給及び運用計画に関すること。 

(8) 電話の管理に関すること。 

(9) 自動車の運行に関すること。 

(10) 警備及び防火に関すること。 

(11) 国有財産の管理及び営繕に関すること。 
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(12) 職員の宿舎に係る連絡業務に関すること。 

(13) 共済組合に係る連絡業務に関すること。 

(14) 外部資金(庶務係の所掌に属するものを除く。)に関すること。 

(15) 所掌事務に関する調査統計及び諸報告に関すること。 

(16) その他会計に関すること。 

第 5 条 学務係においては、工学部及び工学研究科に係る次の事務をつかさどる。 

(1) 入学者の選抜に関すること。 

(2) 教育課程の編成及び授業に関すること。 

(3) 試験、成績その他学科目の履修に関すること。 

(4) 学生の修学指導に関すること。 

(5) 学生の入学、退学、転学、休学、復学、除籍及び卒業に関すること。 

(6) 学生の留学及び外国人留学生に関すること。 

(7) インターンシップに関すること。 

(8) 学生を対象とする助言相談に関すること。 

(9) 学生の課外教育に関すること。 

(10) 学生の学籍その他記録に関すること。 

(11) 学生証その他学生の在学、卒業、単位履修等に関する証明書の発行に関すること。 

(12) 学生の職業指導及び就職の斡旋並びに福利厚生に関すること。 

(13) 授業料の減免、猶予及び奨学金の連絡業務等に関すること。 

(14) 委託生、科目等履修生、特別聴講学生及び研究生に関すること。 

(15) 構内交通規制に関すること。 

(16) 教室の備品の管理運用に関すること。 

(17) 所掌事務に関する調査統計及び報告に関すること。 

(18) 教育職員免許状に関すること。 

(19) その他学務関係事務に関すること。 

第 6 条 実験実習係においては、次の事務をつかさどる。 

(1) 学生の実験実習・演習等の企画立案及び指導に関すること。 

(2) 実験実習用施設・設備・機器の管理保全に関すること。 

(3) ものづくり工房業務に関すること。 

(4) 工学部ネットワーク業務に関すること。 

(5) 情報基盤室業務に関すること。 

(6) 広報室業務に関すること。 

(7) その他教育研究技術支援に関すること。 

別冊 資料９－１－①－２－A  災害対策マニュアル 

別冊 資料９－１－①－２－B  香川大学林町キャンパス事業継続計画 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 管理運営のための組織及び事務組織、危機管理等に対する体制が整備されており、適切な規模と機能を有して

いることから、本観点を満たしていると判断する。 
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観点９－１－②： 学部・研究科の構成員（教職員及び学生）、その他学外関係者の管理運営に関する意見や

ニーズが把握され、適切な形で管理運営に反映されているか。 

 

【観点に係る状況】 

 教員に関しては、学科会議や各種委員会を通して意見が出され、必要に応じて学部運営会議及び教授会でも意

見表明がなされている。 

学部長、教育研究評議員、副学部長、事務課長が参加する会議を開催（毎月１回）し、教職員及び学生等の意

見やニーズを踏まえ、学部運営全般に係る諸事項の方針等について議論している。 

事務職員等からの意見やニーズについては、上記会議で報告、提案されるとともに、学部委員会に出席する事

務職員が随時提案等を行っている。 

 学生に関しては、入学時から３年前期まではＣＡ（キャンパス・アドバイザー：１人の教員が学生約 20 人を

担当する）制度を設け、勉学相談・生活相談にあたると同時に学生の意見を聞くようにしている。３年後期から

は卒業研究の研究室に配属され（大学院生も修士論文および博士論文作成のため、研究室に配属される）、指導

教員が学生の意見を聞くようにしている。教務委員、就職委員・キャリア指導部会委員等も随時、学生の指導・

相談にあたっている。また、大学本部に学生相談室があるが、本学部においても学務係が相談窓口になっている。

さらに、学生は目安箱に意見を投函することによって、学長及び学部長に直接意見を訴えることができる。 

 学外関係者については、数年に１回、アンケートを行い、また、学外有識者（アドバイザリー・ボード）から

意見を提出してもらうことにしている。例えば学生就職先企業の意見については、前回は 2009 年度に実施した。

次回は 2014 年度に実施予定である。このほか、随時、学部に対する意見・要望を受け付けている。 

 学生の保護者に関しては、工学部後援会に加入してもらうことにしており（加入率、約８０％）、後援会役員

会及び後援会総会（年１回開催）を通して、意見を聞くようにしている。 

 提出された意見については、それぞれの内容に応じて、関係する会議あるいは委員会で検討し、対応すること

にしている。 

 

 

別冊 資料９－１－②－１ 工学部の教育に関する評価報告書 2009 香川大学工学部 
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資料９－１－②－２ 香川大学工学部後援会役員会・総会報告 

 

[香川大学工学部後援会 会報「TRINITY」、2013 年 3 月、Vol.15] 
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【分析結果とその根拠理由】 

学部・研究科の構成員（教職員及び学生）、その他学外関係者の管理運営に関する意見やニーズが把握され、

適切な形で管理運営に反映されていることから、本観点を満たしていると判断する。 

 

 

 

観点９－２－①： 学部・研究科の活動の総合的な状況について、根拠となる資料やデータ等に基づいて、自

己点検・評価が行われているか。 

 

【観点に係る状況】 

 国立大学法人法に従って６年毎に中期目標・中期計画を立案しているが、学部においては、毎年度、年度計画

を立案し、年度計画の実施状況及び現況分析を行い、自己点検・評価している。教育活動の総合評価は、教育、

研究、社会貢献、運営の４つの領域で、重みを各自の申請により行い学部長が評価している。評価は A、B、C の

３つのランクにより行っている。昨年度の総合評価では、A は 60%程度、B は 40%程度で、C の該当者はいなかっ

た。今後、評価項目の中に C が一つでもあれば、改善をするよう勧告をする。 
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資料９－２－①－１ 部局等の教育研究活動評価（工学部・工学研究科） ［抜粋］ 
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資料９－２－①－２－A 学部・研究科の現況分析［観点別 教育］（工学部） 
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資料９－２－①－２－B 学部・研究科の現況分析［質の向上 教育］（工学部） 
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資料９－２－①－２－C 学部・研究科の現況分析［観点別 教育］（工学研究科） 
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資料９－２－①－２－D 学部・研究科の現況分析［質の向上 教育］（工学研究科） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【分析結果とその根拠理由】 

 自己点検・評価が適切に行われており、本観点を満たしていると判断する。 
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観点９－２－②： 学部・研究科の活動の状況について、外部者（当該大学の教職員以外の者）による評価が

行われているか。 

 

【観点に係る状況】 

観点９－１－②、管理運営に関する意見やニーズの把握の項で記したことと同様であるが、学外関係者につい

ては、数年に１回、アンケートを行い、また、学外有識者（アドバイザリー・ボード）や後援会から意見を提出

してもらうことにしている。アドバイザーとしては、大西徳生氏（徳島大学大学院先端技術教育部長、工学部

長）、島田正輝氏（香川県坂出高等学校校長）、蓮井進氏（財団法人かがわ産業支援財団副理事長）、牟禮昌忠

氏（財団法人香川経済同友会代表幹事）の４名の方々にお願いしている。前回は 2009 年度に実施した。次回は

2014 年度に実施予定である。このほか、随時、学部に対する意見・要望を受け付けている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



工学部・工学研究科 

- 216 - 

 

資料９－２－②－１ アドバイザリーボードからの意見 
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参照； 資料９－１－②－２ 香川大学工学部後援会役員会・総会報告 

 

 

【分析結果とその根拠理由】 

学部・研究科の活動状況について、外部者による評価を実施しており、本観点を満たしていると判断する。 
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観点９－２－③： 評価結果がフィードバックされ、改善のための取組が行われているか。 

 

【観点に係る状況】 

 部局（学部・研究科）の現況分析の年度評価などにおける評価結果については、学部評価委員会で内容を検討

し、構成員に周知すると同時に、評価の低かった項目については次年度の活動において改善を図ることにしてい

る。例えば、現況分析をもとにして、学生アンケート（１年生、卒業予定者、M1 入学時、M2 修了時）を定期的

に実施している。学生による授業評価は、学期末に行っている。学生のアンケート結果に関しては、カリキュラ

ム内容を分析し、その結果を各教員にフィードバックし、授業に生かしてもらう制度を設けている。女性教員の

採用促進、教員採用・昇任時における模擬授業の導入なども行っている。特に、女性教員限定の採用枠（電子・

情報工学科・材料創造工学科各１名）を設けた公募も行っており、２名の女性教員を採用している。科研費の申

請支援制度の開始を行っている。科研費の申請は、申請書類内容を第三者が助言するような制度を設けた。さら

に、申請書類等の図版などの作成業務を手助けするような制度も設けている。 

 

○学生アンケート 

 別冊 資料９－２－③－１－A  平成 24 年度１年生アンケート用紙 

別冊 資料９－２－③－１－B  平成 24 年度卒業生アンケート用紙 

別冊 資料９－２－③－１－C  平成 25 年度工学研究科新入生アンケート用紙 

別冊 資料９－２－③－１－D  平成 24 年度大学院修了時アンケート用紙 

 

資料９－２－③－１ 女性限定公募による教員採用 

     １０月 １日採用    材料創造工学科      １名 講師 

平成２６年 ３月１６日採用予定  電子・情報工学科     １名 准教授 

 

○教員採用・昇任時における模擬授業の導入 

 参照； 資料３－２－①－３ 教員選考時の面接及び模擬授業等に関する内規 
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資料９－２－③－１ 科研費獲得に向けた支援・協力体制 

 

 

【分析結果とその根拠理由】 

評価結果が十分フィードバックされ、改善のための取組が行われているため、本観点を満たしていると判断す

る。 
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（２）優れた点及び改善を要する点 

 

【優れた点】 

 

 現況分析、学生アンケートなどの評価をもとにして、積極的に改善に取り組んでいる点が優れている。 

 

 

【改善を要する点】※改善計画を含む。 

 

 特になし 
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基準 10 教育情報等の公表 

 

（１）観点ごとの分析 

 

観点 10－１－①： 学部、研究科の目的が、適切に公表されるとともに、構成員（教職員及び学生）に周知

されているか。 

 

【観点に係る状況】 

工学部及び工学研究科の目的は、それぞれ工学部規程及び工学研究科規程に定められており、大学、工学部・

工学研究科 Web サイトで公表している。また、修学案内及び学生便覧に掲載し、構成員に周知されている。 

 

資料１０－１－①－１  学部、研究科の目的の公表 

      事    項            公  表  方  法 

人材の養成に関する目的そ

の他の教育研究上の目的 

工学部 大学ホームページ掲載 

ホーム＞教育情報の公表＞学部・学科の人材

育成の目的＞学生生活に関する諸規程 

（工学部規程） 

工学研究科 大学ホームページ掲載 

ホーム＞教育情報の公表＞学部・学科の人材

育成の目的＞学生生活に関する諸規程 

（工学研究科規程） 

学部、学科、研究科等ごとの

教育研究上の目的 

学科・専攻 工学部ホームページ掲載 

ホーム＞工学部＞工学部・工学研究科案内＞

学科・専攻紹介 

＞安全システム建設工学科・同専攻 

ホーム＞工学部＞工学部・工学研究科案内＞

学科・専攻紹介＞ 

電子・情報工学科、信頼性情報システム工学

科・同専攻 

ホーム＞工学部＞工学部・工学研究科案内＞

学科・専攻紹介＞知能機械システム工学科・同

専攻 

ホーム＞工学部＞工学部・工学研究科案内＞

学科・専攻紹介＞ 

材料創造工学科・同専攻 

 

 

資料１０－１－①－２  修学案内及び学生便覧への掲載状況 

・工学部の目的   ：香川大学工学部規程（修学案内 2013、p.82） 

・工学研究科の目的 ：平成 25 年度 大学院工学研究科学生便覧学生便覧 p.1 に記載。 

香川大学工学研究科規程も同便覧（p.56～64）に掲載 

（工学研究科の目的は第 2 条に規定） 
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【分析結果とその根拠理由】 

学部・研究科の目的を修学案内及び学生便覧に掲載しているほか、大学及び工学部・工学研究科 Web サイトに

掲載し、構成員及び社会に対し公表していることから、本観点を満たしている。 

 

観点 10－１－②： 入学者受入方針、教育課程の編成・実施方針及び学位授与方針が適切に公表、周知され

ているか。 

 

【観点に係る状況】 

 入学者受入方針、教育課程の編成・実施方針及び学位授与方針は、大学、工学部・工学研究科 Web サイトで、

公表している。また、修学案内及び学生便覧に掲載し、構成員に周知されている。 

 

資料１０－１－②－１  入学者受入方針、教育課程の編成・実施方針及び学位授与方針の公表 

       事    項            公  表  方  法 

入学者に関する受入方針 

工学部 大学ホームページ掲載 

ホーム＞教育情報の公表＞ 

アドミッション・ポリシー＞工学部アドミッションポ

リシー 

工学研究科 大学ホームページ掲載 

ホーム＞教育情報の公表＞ 

アドミッション・ポリシー＞工学研究科アドミッシ

ョンポリシー 

 

学生に修得させるべき能力等の

教育目標 

工学部 大学ホームページ掲載 

ホーム＞教育情報の公表＞ 

ディプロマ・ポリシー・カリキュラム・ポリシー＞ 

工学部・工学研究科＞ディプロマ・ポリシー 

学科 

工学部ホームページ掲

載 

ホーム＞工学部＞工学部・工学研究科案内＞ 

ディプロマポリシー（学部）＞安全システム建設

工学科 

ホーム＞工学部＞工学部・工学研究科案内＞ 

ディプロマポリシー（学部）＞電子・情報工学科 

ホーム＞工学部＞工学部・工学研究科案内＞ 

ディプロマポリシー（学部）＞知能機械システム

工学科 

ホーム＞工学部＞工学部・工学研究科案内＞ 

ディプロマポリシー（学部）＞材料創造工学科 

工学研究科

（博士前期

課程）・専攻 

工学部ホームページ掲

載 

ホーム＞工学部＞工学部・工学研究科案内＞ 

ディプロマポリシー（博士前期課程） 

工学研究科

（博士後期

課程）・専攻 

工学部ホームページ掲

載 

ホーム＞工学部＞工学部・工学研究科案内＞ 

ディプロマポリシー（博士後期課程） 
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教育課程の編成・実施方針 工学部 大学ホームページ掲載 

ホーム＞教育情報の公表＞ 

ディプロマ・ポリシー・カリキュラム・ポリシー＞ 

工学部・工学研究科＞カリキュラム・ポリシー 

ホーム＞教育情報の公表＞ 

ディプロマ・ポリシー・カリキュラム・ポリシー＞ 

工学部・工学研究科＞カリキュラム・ポリシー＞ 

安全システム建設工学科 

ホーム＞教育情報の公表＞ 

ディプロマ・ポリシー・カリキュラム・ポリシー＞ 

工学部・工学研究科＞カリキュラム・ポリシー＞ 

電子・情報工学科（情報環境コース） 

ホーム＞教育情報の公表＞ 

ディプロマ・ポリシー・カリキュラム・ポリシー＞ 

工学部・工学研究科＞カリキュラム・ポリシー＞ 

電子・情報工学科（電子情報通信コース） 

ホーム＞教育情報の公表＞ 

ディプロマ・ポリシー・カリキュラム・ポリシー＞ 

工学部・工学研究科＞カリキュラム・ポリシー＞ 

知能機械システム工学科 

ホーム＞教育情報の公表＞ 

ディプロマ・ポリシー・カリキュラム・ポリシー＞ 

工学部・工学研究科＞カリキュラム・ポリシー＞ 

材料創造工学科 

 

 

資料１０－１－②－２  修学案内及び学生便欄への掲載状況 

・入学者受入方針： 毎年度の学生募集要項に「求める学生像」、「アドミッションポリシー」を記載。 

・教育課程の編成・実施方針： 

学部：教育課程（平成 25 年度 修学案内 2013、p.2～27） 

   履修方法（同、p.30～68）に記載。 

大学院：各専攻の概要（平成 25 年度大学院工学研究科学生便覧、p.5～12） 

履修について（同、p.13～17）、 

教育課程表（同、p.18～30）に記載。 

・学位授与方針：学士の卒業要件（平成 25 年度 修学案内 2013、p.5～7）に記載。 

        修士・博士については、ディプロマポリシーを学生便覧 

（平成 25 年度大学院工学研究科学生便覧、p.2～4）に掲載。 

学位授与に関係する規則・規程・内規等を学生便覧 

（平成 25 年度大学院工学研究科学生便覧、p.31～155）に掲載。 
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【分析結果とその根拠理由】 

入学者受入方針、教育課程の編成・実施方針及び学位授与方針を修学案内及び学生便覧に掲載しているほか、

大学及び工学部・工学研究科 Web サイトに掲載し、構成員及び社会に対し公表していることから、本観点を満た

している。 

 

観点 10－１－③： 教育研究活動等についての情報（学校教育法施行規則第 172 条の２に規定される事項を

含む。）が公表されているか。 

 

【観点に係る状況】 

学校教育法施行規則第１７２条の２に基づく教育研究情報については、大学及び工学部・工学研究科 Web サイ

トに掲載され、公表されている。 

 

資料１０－１－③－１  学校教育法施行規則第１７２条の２に基づく教育研究情報の公開状況 

 

事 項 公開方法 

人材の養成に関する

目的その他の教育研

究上の目的 

工学部 

大学ホームページ

掲載 

ホーム＞教育情報の公表＞学部・学科の人材養成に関す

る目的＞学生生活に関する諸規程 

（工学部規程） 

工学研究

科 

大学ホームページ

掲載 

ホーム＞教育情報の公表＞学部・学科の人材養成に関す

る目的＞学生生活に関する諸規程 

（工学研究科規程） 

学部、学科、研究科

等ごとの教育研究上

の目的 

学科・専攻 

工学部ホームペー

ジ掲載 

ホーム＞工学部＞工学部・工学研究科案内＞学科・専攻

紹介 

＞安全システム建設工学科・同専攻 

ホーム＞工学部＞工学部・工学研究科案内＞学科・専攻

紹介＞ 

電子・情報工学科、信頼性情報システム工学科・同専攻 

ホーム＞工学部＞工学部・工学研究科案内＞学科・専攻

紹介＞知能機械システム工学科・同専攻 

ホーム＞工学部＞工学部・工学研究科案内＞学科・専攻

紹介＞ 

材料創造工学科・同専攻 

学部・学科・課程等大

学の教育研究上の基

本組織の概要 

  

大学ホームページ

掲載 

ホーム＞教育情報の公表＞ 

学部・学科・課程等大学の教育研究上の基本組織の概要 

学部・学科、研究科・

専攻の名称 

  

工学部ホームペー

ジ掲載 

ホーム＞工学部＞工学部・工学研究科案内＞概要＞構

成 

教員数   

大学ホームページ

掲載 

ホーム＞教育情報の公表＞ 

教員数（男女別、職別、専任教員、年齢構成） 
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教員紹介（教員氏名、

経歴、主な業績等） 

  

工学部ホームペー

ジ掲載 

ホーム＞工学部＞工学部・工学研究科案内＞ 

教職員一覧 

入学者に関する受入

方針 

工学部 

大学ホームページ

掲載 

ホーム＞教育情報の公表＞ 

アドミッション・ポリシー＞工学部アドミッションポリシー 

工学研究

科 

大学ホームページ

掲載 

ホーム＞教育情報の公表＞ 

アドミッション・ポリシー＞工学研究科アドミッションポリシー 

入学者数、収容定

員、在籍者数 

工学部・学

科 

大学ホームページ

掲載 

ホーム＞教育情報の公表＞ 

収容定員、在学者数、入学者数＞学部学生数 

学部・学科（研究科・

専攻）別の入学定員

（編入学を実施してい

る場合は、編入学定

員も対象） 

工学研究

科・専攻 

大学ホームページ

掲載 

ホーム＞教育情報の公表＞ 

収容定員、在学者数、入学者数＞大学院学生数 

学部・研究科別の就

職者数及び進学者数 

工学部・工

学研究科 

大学ホームページ

掲載 

ホーム＞教育情報の公表＞ 

大学紹介（設置の趣旨、特色、沿革等）＞ 

大学概要資料（パンフレット）＞大学概要２０１３＞ 

データ 

（平成 25 年度入学状況/入学者出身地/卒業者就職状況

等/新司法試験受験状況・国家試験合格状況/ 

日本学生支援機構奨学生数・施設等） 

学生の卒業後の進路

状況 

工学部・工

学研究科 

工学部ホームペー

ジ掲載 

ホーム＞工学部＞工学部・工学研究科案内＞ 

工学部案内パンフレット ＞学部卒業生の進路、大学院進

学 

学部・学科、研究科・

専攻ごとの教育課程

の概要 

工学部・学

科 

工学部ホームペー

ジ掲載 

ホーム＞工学部＞教育＞ 

工学研究科のカリキュラム＞安全システム建設工学科 

ホーム＞工学部＞教育＞ 

工学研究科のカリキュラム＞ 

電子・情報工学科（情報環境コース） 

ホーム＞工学部＞教育＞ 

工学研究科のカリキュラム＞安全システム建設工学科

（PDF：348KB） 

ホーム＞工学部＞教育＞ 

工学研究科のカリキュラム＞ 

知能機械システム工学科 

ホーム＞工学部＞教育＞ 

工学研究科のカリキュラム＞ 

材料創造工学科 

工学研究

科・専攻 

工学部ホームペー

ジ掲載 

ホーム＞工学部＞教育＞工学研究科のカリキュラム＞ 

安全システム建設工学専攻 



工学部・工学研究科 

- 229 - 

 

ホーム＞工学部＞教育＞工学研究科のカリキュラム＞ 

信頼性情報システム工学専攻 

ホーム＞工学部＞教育＞工学研究科のカリキュラム＞ 

知能機械システム工学専攻 

ホーム＞工学部＞教育＞工学研究科のカリキュラム＞ 

材料創造工学専攻 

シラバス 

工学部・学

科 

工学部ホームペー

ジ掲載 

ホーム＞工学部＞教育＞工学部シラバス＞ 

安全システム建設工学科 

ホーム＞工学部＞教育＞工学部シラバス＞ 

電子・情報工学科 

ホーム＞工学部＞教育＞工学部シラバス＞ 

知能機械システム工学科 

ホーム＞工学部＞教育＞工学部シラバス＞ 

材料創造工学科 

工学研究

科・専攻 

工学部ホームペー

ジ掲載 

ホーム＞工学部＞教育＞工学研究科シラバス 

学年暦 

工学部・工

学研究科 

大学ホームページ

掲載 

ホーム＞教育情報の公表＞行事予定（学年暦・時間割）

＞ 

平成 25 年度行事予定表（教育学部・法学部・経済学部・

工学部・農学部） 

授業時間割 

工学部・工

学研究科 

工学部ホームペー

ジ掲載 

ホーム＞工学部＞学生生活＞学務係＞定期試験情報＞ 

工学部・工学研究科時間割 

成績評価？GPA 

工学部・工

学研究科 

大学ホームページ

掲載 

ホーム＞教育情報の公表＞ 

学修の成果に係る評価基準、卒業（修了）の認定基準、必

要単位数 

卒業（修了）の認定基

準・必要単位数 

工学部 

大学ホームページ

掲載 

ホーム＞教育情報の公表＞ 

学修の成果に係る評価基準、卒業（修了）の認定基準、必

要単位数＞【 学 部 】 

工学研究

科 

大学ホームページ

掲載 

ホーム＞教育情報の公表＞ 

学修の成果に係る評価基準、卒業（修了）の認定基準、必

要単位数＞工学研究科（博士前期課程・博士後期課程）  

授与する学位の名称 

工学部・工

学研究科 

大学ホームページ

掲載 

ホーム＞教育情報の公表＞ 

取得可能な学位に関する情報 

    

大学ホームページ

掲載 

ホーム＞教育情報の公表＞ 
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大学ホームページ

掲載 

ホーム＞教育情報の公表＞ 

    

大学ホームページ

掲載 

ホーム＞教育情報の公表＞ 

学生に修得させるべ

き能力等の教育目標 

工学部 

大学ホームページ

掲載 

ホーム＞教育情報の公表＞ 

ディプロマ・ポリシー・カリキュラム・ポリシー＞ 

工学部・工学研究科＞ディプロマ・ポリシー 

学科 

工学部ホームペー

ジ掲載 

ホーム＞工学部＞工学部・工学研究科案内＞ 

ディプロマポリシー（学部）＞安全システム建設工学科 

ホーム＞工学部＞工学部・工学研究科案内＞ 

ディプロマポリシー（学部）＞電子・情報工学科 

ホーム＞工学部＞工学部・工学研究科案内＞ 

ディプロマポリシー（学部）＞知能機械システム工学科 

ホーム＞工学部＞工学部・工学研究科案内＞ 

ディプロマポリシー（学部）＞材料創造工学科 

工学研究

科（博士前

期課程）・

専攻 

工学部ホームペー

ジ掲載 

ホーム＞工学部＞工学部・工学研究科案内＞ 

ディプロマポリシー（博士前期課程） 

工学研究

科（博士後

期課程）・

専攻 

工学部ホームペー

ジ掲載 

ホーム＞工学部＞工学部・工学研究科案内＞ 

ディプロマポリシー（博士後期課程） 

教育課程の編成・実

施方針 

工学部 

大学ホームページ

掲載 

ホーム＞教育情報の公表＞ 

ディプロマ・ポリシー・カリキュラム・ポリシー＞ 

工学部・工学研究科＞カリキュラム・ポリシー 

ホーム＞教育情報の公表＞ 

ディプロマ・ポリシー・カリキュラム・ポリシー＞ 

工学部・工学研究科＞カリキュラム・ポリシー＞ 

安全システム建設工学科 

ホーム＞教育情報の公表＞ 

ディプロマ・ポリシー・カリキュラム・ポリシー＞ 

工学部・工学研究科＞カリキュラム・ポリシー＞ 

電子・情報工学科（情報環境コース） 

ホーム＞教育情報の公表＞ 

ディプロマ・ポリシー・カリキュラム・ポリシー＞ 

工学部・工学研究科＞カリキュラム・ポリシー＞ 

電子・情報工学科（電子情報通信コース） 
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ホーム＞教育情報の公表＞ 

ディプロマ・ポリシー・カリキュラム・ポリシー＞ 

工学部・工学研究科＞カリキュラム・ポリシー＞ 

知能機械システム工学科 

ホーム＞教育情報の公表＞ 

ディプロマ・ポリシー・カリキュラム・ポリシー＞ 

工学部・工学研究科＞カリキュラム・ポリシー＞ 

材料創造工学科 

 

 

別冊 資料１０－１－③－１  学校教育法施行規則第１７２条の２に基づく教育研究情報の公開状況 

 

【分析結果とその根拠理由】 

学校教育法施行規則第１７２条の２に基づく教育研究情報については、大学及び工学部・工学研究科 Web サイ

トに掲載し、構成員及び社会に対し公表しているが、一部教員で学位等を公表していないものが見られる。 

 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

 

【優れた点】 

 

特になし 

 

【改善を要する点】※改善計画を含む。 

 

学位等の有無をホームページ等で公表するように、公表していない教員に指示し、改善する。 

 


